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はじめに 

 

  本報告は、ダイオキシン類対策特別措置法（平成１１年７月１６日法律第１０５号。

以下「法」という。）の施行状況等を把握するため、都道府県及び法に基づく政令市（政

令指定都市及び中核市を規定。以下「政令市」という。）計１０８地方公共団体からの報

告に基づき、平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間を対象に  

   （Ⅰ）特定施設の届出等の状況 

   （Ⅱ）特定施設に係る規制事務実施状況 

  （Ⅲ）設置者による測定結果報告状況 

  （Ⅳ）土壌汚染対策の状況 

  （Ⅴ）都道府県・政令市における条例制定状況 

  （Ⅵ）その他 

を取りまとめたものである。 

 

 なお、瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年１０月２日法律第１１０号。以下「瀬

戸内海法」という。）においては、関係１３府県のうち瀬戸内海の水質保全に関係のある

区域における工場又は事業場からの公共用水域への排出水が１日当たり最大５０ｍ３以

上である水質基準対象施設の設置等に際し、事業者は法に基づく施設の設置・変更等の

届出に代えて、瀬戸内海法に基づく府県知事等の許可（設置・構造変更）を受け、又は

届出（氏名等変更・使用廃止）を行うこととされている。本報告においては、水質基準

対象施設に係る届出状況について、この瀬戸内海法に基づく許可及び届出の状況を合わ

せて取りまとめた。 
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 Ⅰ．特定施設の届出等の状況  

 

１．１ 特定施設の届出等施設数（表Ⅰ－１～２、図１） 

 

  表Ⅰ－１に法に基づく届出がなされた大気基準適用施設の数、表Ⅰ－２に法に基づく届

出及び瀬戸内海法に基づく許可（みなし許可を含む。以下同じ。）がなされた水質基準対象

施設の数をまとめた。 

 平成２５年３月３１日において、大気基準適用施設数は１０，３８０、水質基準対象施

設数は法に基づく届出と瀬戸内海法に基づく許可とを合わせて３，９４３である。事業場

数は、大気関係が７，５４１、水質関係が１，７１６である。 

 また、法第３５条に基づき鉱山保安法等他法で取り扱われる施設（以下「鉱山保安法等

関係法令施設」という。）注１） を加えると、大気基準適用施設数１０，４０１、水質基準対

象施設数３，９５２であり、事業場数は、大気関係７，５４９、水質関係１，７２０であ

る。 

 法施行後の特定施設数の推移を図１に示した。平成１４年度以降、大気基準適用施設は

減少傾向にあり、水質基準適用施設は平成１７年度まで増加した後、同様に減少傾向とな

っている。平成２４年度は大気基準適用施設、水質基準適用施設とも前年度から若干の減

少となった。 
 
  注１）法第３５条により、鉱山保安法、電気事業法、ガス事業法又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に

相当規定の定めがある施設・事業場については、法に基づく特定施設設置の届出等の規定は適用が除外され

ており、代わって、各法令に基づく権限を有する国の行政機関の長から都道府県知事又は政令市の長への通

知等の規定がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1　特定施設数の推移
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１．２ 特定施設の届出等の状況（表Ⅰ－３～５、図２、３） 

 

（１）大気基準適用施設 

 表Ⅰ－３に、全国の大気基準適用施設に係る届出等の状況をまとめた。その概要は、  

次のとおり（表１）。 

 

                 表１ 大気基準適用施設に係る特定施設の状況 

法
に
基
づ
く
施
設
 

平成２３年度末の施設数  １０，６８６ 

平成２４年度中の推移                                       

 

 

 

 

設置届出［新設（法第１２条第１項）］         １３１ 

使用届出［既設（法第１３条第１項）］注２）           １ 

規制対象規模未満への変更届出       

       （法第１４条第１項）注３）  ［廃止等］

使用廃止届出（法第１８条） 

      ４３８ 

平成２４年度末の施設数（事業場数） 
 １０，３８０ 

（ ７，５４１） 

鉱山保安 

法等関係 

法令施設 
平成２４年度末の施設数（事業場数）注４） 

          ２１ 

        （１５） 

   計 平成２４年度末の施設数（事業場数）注５） 
 １０，４０１ 

（ ７，５４９） 

注２）既設の未届施設で、平成２４年度に新たに届出がなされたもの。 

注３）法第１４条第１項に基づき変更届出がなされたもののうち、規模が小さくなることにより大気排出基準の適用

を受けなくなった施設数。 

注４）都道府県知事又は政令市の長が把握している鉱山保安法等関係法令施設及び事業場の数。法に基づき届出がな

された施設を有する事業場と重複する場合には再掲。 

注５）事業場数の合計値は、同一事業場内に、法に基づく届出施設と鉱山保安法等関係法令施設の両方を設置してい

る場合の重複分（７事業場）を除いた値である。 

 

 平成２４年度末の施設数を施設種類別にみると、廃棄物焼却炉が最も多く９，４５５施

設であり、全体の９０．９％を占めている。ついで、アルミニウム合金製造施設７７２施

設、製鋼用電気炉１１２施設となっている。 

 

  図２  大気基準適用施設の種類別割合（平成２４年度末現在） 
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 また、各施設の基準適用状況を表Ⅰ－４にまとめた。法施行規則別表第一が適用になる

施設が３，９８８施設、法施行規則附則別表第二が適用になる施設が６，４１３施設とな

っている。 

 

（２）水質基準対象施設 

 表Ⅰ－５に全国の水質基準対象施設に係る届出（瀬戸内海法に基づく許可等を含む。

以下、水質基準対象施設について同じ。）等の状況をまとめた。その概要は、次のとお

り（表２）。 
 

                   表２ 水質基準対象施設に係る届出等の状況 

法
及
び
瀬
戸
内
海
法
に
基
づ
く
施
設
 

平成２３年度末の施設数                    ３，９８０ 

平成２４年度中の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置届出・設置許可 注６） 

［新設（法第１２条第１項・ 

    瀬戸内海法第５条第１項）］ 

         ５８ 

使用届出 注７） 

［既設（法第１３条第１項・ 

    瀬戸内海法第７条第２項）］ 

         ５ 

規制対象規模未満への変更届出・ 

変更許可 注８）                                 

（法第１４条第１項・ 

 瀬戸内海法第８条第１項）          ［廃止等］

使用廃止届出                       

（法第１８条・瀬戸内海法第９条）              

        １００ 

平成２４年度末の施設数（事業場数）             
    ３，９４３ 

   (１，７１６) 

鉱山保安 

法等関係 

法令施設 
平成２４年度末の施設数（事業場数）注９） 

           ９ 

        (   ８) 

  計 平成２４年度末の施設数（事業場数）注10） 
    ３，９５２ 

   (１，７２０) 

注６）瀬戸内海法に基づく許可等を含む。 

注７）従来からの水質基準対象施設の未届施設で、平成２４年度に新たに届出がなされたものを含む。 

注８）法第１４条第１項に基づき変更届出がなされたもののうち、規模が小さくなることにより水質排出基準の適用

を受けなくなった施設、若しくは瀬戸内海法第８条第１項に基づき変更許可がなされたもののうち、規模が小

さくなることにより許可の対象外となった施設の数。 

注９）都道府県知事又は政令市の長が把握している鉱山保安法等関係法令施設及び事業場の数。法に基づき届出がな

された施設を有する事業場と重複する場合には再掲。 

注 10）事業場数の合計値は、同一事業場内に、法に基づく届出施設と鉱山保安法等関係法令施設の両方を設置してい

る場合の重複分（４事業場）を除いた値である。 

 

 平成２４年度末の施設数を施設種類別にみると、「廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、

湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの」が最も多く、こ

の中で廃ガス洗浄施設と湿式集じん施設が１，９８３施設、灰の貯留施設が８７９施設で
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あり、合わせて、全体の７２．４％を占めている。ついで、担体付き触媒からの金属の回

収の用に供する施設が２５５施設、下水道終末処理施設が２５３施設となっている。 

 

    図３ 水質基準対象施設の種類別割合注）（平成２４年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．３ 都道府県、政令市別の特定施設届出等の状況（表Ⅰ－６～１４） 

 

  表Ⅰ－６に大気基準適用施設、表Ⅰ－７に水質基準対象施設に係る届出等の状況を、施

設種類別・都道府県及び政令市別にまとめた。なお、都道府県の各集計には、都道府県下

の政令市の集計数は含まれていない（以下同じ。）。 

 鉱山保安法等関係法令施設について、表Ⅰ－８に大気基準適用施設、表Ⅰ－９に水質基

準対象施設に係る状況を、施設種類別・都道府県及び政令市別にまとめた。 

 大気基準適用施設に係る基準の適用状況について、表Ⅰ－１０に施設種類別（法・鉱山

保安法等関係法令施設別）・都道府県及び政令市別にまとめた。 

  法第３５条２項に基づく国の行政機関の長からの通知及び法第３６条２項に基づく都道

府県知事等又は政令市の長（以下「都道府県知事等」という。）による資料の提出の要求等

の件数は表Ⅰ－１１に全国の状況を、表Ⅰ－１３に都道府県及び政令市の状況をまとめた。 

 １．２に取りまとめた届出以外の届出（以下「その他の届出」という。）等の状況につい

ては、表Ⅰ－１２に全国の状況を、表Ⅰ－１４に都道府県及び政令市別の状況をまとめた。 

 

⑳0施設

0.0%

⑲2施設

0.1%

⑰3施設

0.1%

⑰3施設

0.1%

⑯5施設

0.1%

⑭7施設

0.2%

⑭7施設

0.2%

⑬27施設

0.7%

⑫32施設

0.8%⑪43施設

1.1%

⑨57,施設

1.4%
⑨57施設

1.4%

⑧61施設

1.5%

⑦72施設

1.8%

⑥76施設

1.9%

⑤130施設

3.3%

④253施設

6.4%

③255施設

6.5%

②879施設

22.2%

①1983施設

50.2%

①廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設等

②廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設

③担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設

④下水道終末処理施設

⑤廃ＰＣＢ等又はＰＣＢ処理物の分解施設等

⑥硫酸塩パルプ又は亜硫酸パルプの製造の用に供する塩素又は塩素化

合物による漂白施設

⑦アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉等

⑧ﾌﾛﾝ類の破壊の用に供する施設

⑨カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設

⑨水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処

理施設

⑪亜鉛の回収の用に供する精製施設等

⑫塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設

⑬アルミナ繊維製造の用に供する廃ガス洗浄施設

⑭担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生するｶﾞｽを処理する

施設

⑭ジオキサジンバイオレットの製造の用に供するニトロ化誘導体分離施設

等

⑯ｶﾌﾟﾛﾗｸﾀﾑの製造の用に供する硫酸濃縮施設等

⑰4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供するろ過施設等

⑰2,3-ジクロロー1,4ナフトキノンの製造の用に供するろ過施設等

⑲ｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ又はｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの製造の用に供する水洗施設等

⑳硫酸ｶﾘｳﾑの製造の用に供する廃ｶﾞｽ洗浄施設

水質基準適用施設

4,011施設

注）法と瀬戸内海法の合計
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 Ⅱ．特定施設に係る規制事務実施状況  

 

２．１ 規制事務の実施状況（表Ⅱ－１～３）  

 

 表Ⅱ－１～２に報告徴収及び立入検査とそれに伴う測定等の件数並びに命令、指導及び

罰則適用件数を、表Ⅱ－３に排出基準超過施設・事業場への措置状況を、大気関係・水質

関係別にまとめた。その概要は、次のとおり（表３）。 

  平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、全国で、法第３４条第１項

に基づく立入検査を実施した件数は、大気関係４，４７０件、水質関係８４８件であった。

法に基づく命令が発令された件数は、大気関係８件、水質関係０件であった。 

 また、法に基づく命令以外で特定施設設置者に対し指導が行われた件数は、大気関係 

１，７３４件（口頭指導７９５件、文書指導９３９件）、水質関係９７件（口頭指導５７件、

文書指導４０件）であった。 

 都道府県・政令市による測定（法第３４条第１項）及び設置者による測定（法第２８条

第１項）の結果、排出基準を超過した施設等の件数は、大気基準適用施設５６件、水質基

準適用事業場（水質基準対象施設が設置されている特定事業場）０件であり、それらのう

ち、８件に対しては、法第２２条第１項に基づく命令措置（大気基準適用施設について改

善命令５件、一時停止命令３件、水質基準適用事業場については０件）が執られている。

罰則適用事例はなかった。 

 なお、法第３５条第３項に基づく都道府県知事等から国の行政機関の長への要請注 11）は

なかった。 
 

注 11）法第３５条第３項により、鉱山保安法等関係法令施設に係る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類に

起因して人の健康に被害を生ずるおそれがあると認めるときは、都道府県知事等は国の行政機関の長に対し、

法第１５条、第１６条又は法第２２条第１項又は第３項の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法、ガス事業

法の規定（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律にあっては法第１５条又は第１６条に相当する同法の規

定）による措置をとるべきことを要請することができる。 

 

                      表３ 規制事務実施状況 

  大気基準適用施設  水質基準適用事業場

法第３４条１項に基づく立入検査件数     ４，４７０            ８４８ 

命令件数注12）             ８               ０ 

指導件数注13）      １，７３４             ９７ 

基準超過件数注14）           ５６                ０ 

注 12）法に基づく改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１項）。 

注 13）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条）、改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１項）、

並びに措置命令（法第２３条第３項、瀬戸内海法第１１条）以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。 

注 14）都道府県・政令市による測定及び設置者による測定において排出基準超過が判明した件数。同一案件における

複数回にわたる超過は１件と見なす。 
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２．２ 都道府県、政令市別の規制事務の実施状況（表Ⅱ－４～５） 

 

  表Ⅱ－４に大気基準適用施設、表Ⅱ－５に水質基準対象施設（水質基準適用事業場）に

対する規制事務の実施状況を、都道府県及び政令市別にまとめた。
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 Ⅲ．設置者による測定結果報告状況  

 

３．１ 設置者による測定結果の報告状況（表Ⅲ－１～４） 

 

  大気基準適用施設設置者及び水質基準適用事業場設置者は、法第２８条第１項に基づき、

毎年１回以上、排出ガス及び排出水（廃棄物焼却炉では、同条第２項により、ばいじん及

び焼却灰その他の燃え殻を含む。）について、ダイオキシン類による汚染の状況を測定し、

同条第３項に基づき、その結果を都道府県知事等に報告しなければならないとされている。 

 この設置者による測定について、表Ⅲ－１、２は大気基準適用施設、表Ⅲ－３、４は水

質基準適用事業場に係る報告の状況をまとめたものである。注 15）その概要は、次のとおり

（表４）。 

 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、大気基準適用施設のうち、

報告期限到来時に稼働していた施設における排出ガスの測定結果は、７，５４１施設（報

告対象施設数１０，３７４）、報告期限到来前に廃止した施設における排出ガスの測定結果

は、７５施設（対象施設３２３）から報告があった。 

 また、水質基準適用事業場のうち、報告期限到来時に稼働していた施設における排出水

の測定結果は、５９１事業場（報告対象事業場数６６５）、報告期限到来前に廃止した施設

における排出水の測定結果は３事業場（報告対象事業場数２０）から報告があった。 
 
 注 15）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までに報告期限が到来した施設・事業場及び報告期限到来前に

廃止された施設・事業場を対象に、同期間における報告等の状況を計上している。なお、水質基準適用事業場か

ら公共用水域に排出されるダイオキシン類を含む排出水について法第２８条第１項の測定が義務付けられてお

り、公共用水域に水の排出のないものは測定義務の対象外である。 

 

            表４ 設置者による測定結果報告状況注 16） 

   大気基準適用施設  水質基準適用事業場 

    報告件数 

 （報告対象数） 

       ７，５４１ 

   （１０，３７４） 

        ５９１ 

     （６６５） 

注 16）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に法第２８条第３項に基づく報告期

限が到来した施設を対象（報告期限到来前に廃止された施設を除く。）とした同期間における

報告等の状況。なお、報告期限到来前に廃止された施設を含む報告件数は、大気基準適用施

設７，６１６件、水質基準適用事業場５９４件となる。 

 

３．２ 都道府県、政令市別の設置者による測定結果の報告状況等（表Ⅲ－５～８） 

 

  表Ⅲ－５、６に大気基準適用施設、表Ⅲ－７、８に水質基準適用事業場における設置者

による測定結果の報告状況を、報告期限到来施設及び報告期限到来前廃止施設別、かつ施

設種類別・都道府県及び政令市別にまとめた。 
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３．３ 設置者による測定結果未報告施設・事業場への措置状況（表Ⅲ－９、１０） 

 

  設置者による測定の結果報告がなされていない施設・事業場への措置状況について、表

Ⅲ－９に全国の状況を、表Ⅲ－１０に都道府県・政令市別の状況を大気関係・水質関係別

にまとめた。 

 測定結果報告がない施設・事業場の設置者に対しては、口頭及び文書指導等の措置が執

られた。 

 

３．４ 設置者による測定における排出基準超過施設・事業場への措置状況（表Ⅲ－１１） 

 

  表Ⅲ－１１に設置者による測定における排出基準超過施設・事業場への措置状況を、大

気関係・水質関係別にまとめた。 

 

 Ⅳ．土壌汚染対策の状況  

 

 表Ⅳ－１に汚染された土壌に係る措置の状況をまとめた。 

 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、新たに土壌汚染対策地域に

指定された地域はなかった。 

 報告徴収及び立入検査とそれに伴う測定等の状況について、表Ⅳ－２に全国の状況を、

表Ⅳ－３に都道府県・政令市別の状況をまとめた。 

 

 Ⅴ．都道府県・政令市における条例制定状況  

 

 表Ⅴ－１に都道府県・政令市における条例制定状況をまとめた。 

 平成２５年３月３１日現在、法第８条第３項に基づく上乗せ排出基準を定める条例を定

めている地方公共団体はなかった。なお、１６地方公共団体（岩手県・福島県・埼玉県・

東京都・神奈川県・山梨県・岐阜県・三重県・大阪府・熊本県・さいたま市・横浜市・川

崎市・名古屋市・柏市・高知市）で、法に定める特定施設以外の施設に対して規制を加え

る等、地方公共団体独自のダイオキシン類対策に係る条例を定めている。 

 

 Ⅵ．その他  

 

６．１ 水質基準対象施設に係る法・瀬戸内海法別の届出等の状況（表Ⅵ－１～２） 

 

  １．２（２）の水質基準対象施設に係る届出等の状況について、法及び瀬戸内海法別の

届出等の状況を表Ⅵ－１及び表Ⅵ－２に取りまとめた。 
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６．２ 排出基準超過事例の概要及び措置状況（表Ⅵ－３～５） 

 

  ２．１の表Ⅱ－３の取りまとめの対象となった排出基準超過事例の概要及び措置状況を

表Ⅵ－３（大気基準適用施設）及び表Ⅵ－４（水質基準適用事業場）にまとめた。 

 なお、表中には表Ⅱ－３取りまとめ以降の平成２５年８月１５日までの間の措置等の状

況も含めて記載しており、表Ⅵ－５に対応状況を大気関係・水質関係別にまとめた。 

 

６．３ 設置者による測定結果未報告施設・事業場への平成２５年８月１５日までの措置 

    状況（表Ⅵ－６～１１） 

 

  表Ⅲ－１（大気基準適用施設）及び表Ⅲ－３（水質基準適用事業場）の設置者による測

定結果未報告施設・事業場に対し、平成２５年４月１日から平成２５年８月１５日までの

間に都道府県・政令市が講じた措置の状況について、表Ⅵ－６に全国の状況を、表Ⅵ－７

に都道府県・政令市別の状況を大気関係・水質関係別にまとめた。 

 また、同施設・事業場の平成２５年８月１５日現在の状況について、表Ⅵ－８及び表Ⅵ

－９に全国の状況を、表Ⅵ－１０及び表Ⅵ－１１に施設種類別・都道府県及び政令市別の

状況をまとめた。 
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表Ⅰ－１　　大気基準適用施設の届出等施設数（全国）注１）注２）

平成２５年３月３１日現在

特定事業場数 届出施設数

15  31  31  

(15) (31) (31) 

74  112  112  

(74) (112) (112) 

14  31  31  

(14) (31) (29) 

227  772  806  

(227) (772) (806) 

1,129  1,119  

(1,122) (1,112) 

1,416  1,431  

(1,416) (1,431) 

6,910  7,181  

(6,896) (7,165) 

7,219  9,455  9,731  

(7,211) (9,434) (9,708) 

7,549  10,401  10,711  

(7,541) (10,380) (10,686) 

注１）鉱山保安法等関係法令施設及び事業場を含めた数である。うち、法に基づく届出がなされ
　　　た施設及び事業場の数を（　　）に再掲した。
注２）１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合、最もその事業場を代表する特定施設の
　　　欄に計上した。なお、法に基づき届出された施設と鉱山保安法等関係法令施設とを有する
　　　事業場とが重複する場合には、よりその事業場を代表する施設に計上した。
注３）焼却能力５０kg/h以上又は火床面積０．５ｍ２以上のもの。

【参　考】
平成２４年
３月３１日現在
届出施設数

大気基準適用施設

廃
棄
物
焼
却
炉

焼結鉱の製造の用に
供する焼結炉

製鋼用電気炉

－　

亜鉛回収施設
（焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、
溶解炉、乾燥炉）

アルミニウム合金製造施設
（焙焼炉、溶解炉、乾燥炉）

－　

－　

合計

２t/h以上
～４t/h未満

４t/h以上

２t/h未満注３）

小計
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表Ⅰ－２（１）　　水質基準対象施設の届出等施設数（全国）注１）注２）

平成２５年３月３１日現在

特定事業場数 届出施設数

29  76  77  

(29) (76) (77) 

39  57  55  

(39) (57) (55) 

0  0  0  

(0) (0) (0) 

5  27  23  

(5) (27) (23) 

4  7  7  

(4) (7) (7) 

6  32  32  

(6) (32) (32) 

1  5  5  

(1) (5) (5) 

1  2  2  

(1) (2) (2) 

1  3  3  

(1) (3) (3) 

1  3  3  

(1) (3) (3) 

1  7  7  

(1) (7) (7) 

32  72  73  

(32) (72) (73) 

8  43  45  

(8) (43) (45) 

ｶｰﾊﾞｲﾄﾞ法ｱｾﾁﾚﾝの製造の用に供するｱｾﾁﾚ
ﾝ洗浄施設

硫酸ｶﾘｳﾑの製造の用に供する廃ｶﾞｽ洗浄
施設

ｱﾙﾐﾅ繊維の製造の用に供する廃ｶﾞｽ洗浄
施設

塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰの製造の用に供する二塩化
ｴﾁﾚﾝ洗浄施設

担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉
から発生するｶﾞｽを処理する施設のうち
廃ガス洗浄施設

ｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ又はｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの製造の用に
供する水洗施設、廃ｶﾞｽ洗浄施設

【参　考】
平成２４年
３月３１日現在
届出施設数

水質基準対象施設

硫酸塩ﾊﾟﾙﾌﾟ(ｸﾗﾌﾄﾊﾟﾙﾌﾟ)又は亜硫酸ﾊﾟﾙ
ﾌﾟ(ｻﾙﾌｧｲﾄﾊﾟﾙﾌﾟ)の製造の用に供する塩
素又は塩素化合物による漂白施設

ｼﾞｵｷｻｼﾞﾝﾊﾞｲｵﾚｯﾄの製造の用に供するﾆﾄﾛ
化誘導体分離施設、還元誘導体分離施
設、ﾆﾄﾛ化誘導体洗浄施設、還元誘導体
洗浄施設、ｼﾞｵｷｻｼﾞﾝﾊﾞｲｵﾚｯﾄ洗浄施設及
び熱風乾燥施設

2,3-ｼﾞｸﾛﾛ-1,4-ﾅﾌﾄｷﾉﾝの製造の用に供す
るろ過施設及び廃ｶﾞｽ洗浄施設

ｱﾙﾐﾆｳﾑ又はその合金の製造の用に供する
焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉に係る廃ｶﾞｽ
洗浄施設、湿式集じん施設

亜鉛の回収の用に供する精製施設、廃ｶﾞ
ｽ洗浄施設及び湿式集じん施設

ｶﾌﾟﾛﾗｸﾀﾑの製造の用に供する硫酸濃縮施
設、ｼｸﾛﾍｷｻﾝ分離施設、廃ｶﾞｽ洗浄施設

4-ｸﾛﾛﾌﾀﾙ酸水素ﾅﾄﾘｳﾑの製造の用に供す
るろ過施設、乾燥施設及び廃ｶﾞｽ洗浄施
設
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表Ⅰ－２（２）　　水質基準対象施設の届出等施設数（全国）注１）注２）

平成２５年３月３１日現在

特定事業場数 届出施設数

8  255  249  

(8) (255) (249) 

872  1,983  2,012  

(869) (1,976) (2,003) 

410  879  893  

(410) (879) (893) 

1,282  2,862  2,905  

(1,279) (2,855) (2,896) 

18  130  128  

(18) (130) (128) 

38  61  61  

(38) (61) (61) 

218  253  258  

(218) (253) (258) 

28  57  58  

(27) (55) (56) 

1,720  3,952  3,991  

(1,716) (3,943) (3,980) 

注１）法に基づく届出と瀬戸内海法に基づく許可（以下「法に基づく届出等」という。）を合わせた
　　　施設及び事業場の数に、鉱山保安法等関係法令施設及び事業場を含めた数である。うち、法に
　　　基づく届出等がなされた施設及び事業場の数を（　　）に再掲した。
注２）１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合、最もその事業場を代表する特定施設の欄に
　　　計上した。なお、法に基づき届出された施設と鉱山保安法等関係法令施設とを有する事業場と
　　　が重複する場合には、よりその事業場を代表する施設の欄に計上した。

水質基準対象施設を設置する工場又は
事業場から排出される水の処理施設

廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及び
PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は
分離施設

担体付き触媒からの金属の回収の用に供
する施設のうちろ過施設、精製施設及び
廃ガス洗浄施設

廃棄物焼却炉に係る
廃ｶﾞｽ洗浄施設、湿式
集じん施設及び灰の
貯留施設であって汚
水又は廃液を排出す
るもの

【参　考】
平成２４年
３月３１日現在
届出施設数

水質基準対象施設

合計

灰の貯留施設

廃ｶﾞｽ洗浄施設、
湿式集じん施設

小計

下水道終末処理施設

ﾌﾛﾝ類の破壊の用に供する施設のうちﾌﾟﾗ
ｽﾞﾏ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式
集じん施設
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３
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－
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0
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4
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計
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1

1
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+4
 

43
8

10
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7,
54
1
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)
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(1
2)

15
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)

注
１
）
法
第
１
２
条
及
び
第
１
３
条
に
よ
る
届
出
施
設
（
法
に
基
づ
く
届
出
施
設
）
と
、
別
に
鉱
山
保
安
法
等
関
係
法
令
施
設
を
計
上
し
た
。

注
２
）
平
成
２
４
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２
５
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
、
法
第
１
２
条
第
１
項
に
基
づ
く
届
出
が
な
さ
れ
た
も
の
を
計
上
し
た
。

注
３
）
平
成
２
４
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２
５
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
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棄
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却
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施
設
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分
が
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っ
た
も
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－
」
は
他
の
区
分
へ
の
移
行
、
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＋
」
は
他
の
区
分
か
ら
の

　
　
　
移
行
を
意
味
す
る
。

注
５
）
構
造
等
変
更
届
出
が
な
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
規
模
が
小
さ
く
な
る
こ
と
に
よ
り
排
出
基
準
の
適
用
を
受
け
な
く
な
っ
た
施
設
と
廃
止
届
出
が
な
さ
れ
た
施
設
数
と
の
合
計
で
あ
る
。

注
６
）
１
つ
の
特
定
事
業
場
に
複
数
の
特
定
施
設
を
有
す
る
場
合
は
、
そ
の
事
業
場
を
最
も
代
表
す
る
特
定
施
設
の
欄
に
計
上
し
た
。

注
７
）
法
に
基
づ
く
届
出
が
な
さ
れ
た
施
設
を
有
す
る
事
業
場
と
重
複
す
る
事
業
場
及
び
当
該
事
業
場
に
あ
る
鉱
山
保
安
法
等
関
係
法
令
施
設
の
数
を
（
　
　
）
に
再
掲
し
た
。

14 22
7

7,
21
1

0 0

15
(7
)
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表Ⅰ－４　　大気基準適用施設に係る基準適用状況（全国）注１）

平成２５年３月３１日現在の設置基数 注２）

別表第一

（計） 附則別表 法施行前 法施行後

第二注3） 設置注４） 設置注５）

ａ＋ｂ＋ｃ ａ ｂ ｃ

31  29  2  

(31) (29) (2) 

112  92  7  13  

(112) (92) (7) (13) 

31  16  15  

(31) (16) (15) 

772  504  268  

(772) (504) (268) 

1,129  664  90  375  

(1,122) (657) (90) (375) 

1,416  1,014  113  289  

(1,416) (1,014) (113) (289) 

6,910  4,094  304  2,512  

(6,896) (4,087) (303) (2,506) 

9,455  5,772  507  3,176  

(9,434) (5,758) (506) (3,170) 

10,401  6,413  514  3,474  

(10,380) (6,399) (513) (3,468) 

注１）大気基準適用施設における基準適用状況について計上。
注２）鉱山保安法等関係法令施設及び事業場を含めた数である。うち、法に基づく届出がなされた施
　　　設及び事業場の数を（　　）に再掲した。
注３）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行
　　　規則附則別表第二の排出基準が適用となっている施設数。
注４）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大
　　　気汚染防止法において新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が
　　　適用となっている施設数。
注５）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。
注６）焼却能力５０kg/h以上又は火床面積０．５ｍ２以上のもの。

廃
棄
物
焼
却
炉

合計

２t/h以上
～４t/h未満

４t/h以上

２t/h未満注６）

小計

－　

－　

大気基準適用施設

－　

亜鉛回収施設
（焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、
溶解炉、乾燥炉）

アルミニウム合金製造施設
（焙焼炉、溶解炉、乾燥炉）

焼結鉱の製造の用に
供する焼結炉

製鋼用電気炉
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令
施

設
を

計
上

し
た

。

注
２
)
平
成
２
４
年
４

月
１
日
か
ら
平
成
２
５
年
３
月
３
１
日
ま
で
の

間
に

、
法

第
１

２
条

第
１

項
に

基
づ

く
届

出
又

は
瀬

戸
内

海
法

第
５

条
第

１
項

に
基

づ
く

許
可

が
な

さ
れ

た
も

の
を

計
上

し
た

。

注
３
)
平
成
２
４
年
４

月
１
日
か
ら
平
成
２
５
年
３
月
３
１
日
ま
で
の

間
に

、
法

第
１

３
条

第
１

項
ま

た
は

瀬
戸

内
海

法
第

７
条

第
２

項
に

基
づ

く
届

出
が

な
さ

れ
た

も
の

を
計

上
し

た
。

注
４
)
事
業
場
か
ら
の

１
日
当
た
り
の
最
大
排
水
量
の
増
減
に
よ
り
、

法
及

び
瀬

戸
内

海
法

の
間

で
適

用
が

変
わ

っ
た

施
設

を
計

上
し

た
。

注
５
)
廃
棄
物
焼
却
炉

に
係
る
施
設
に
お
い
て
構
造
等
の
変
更
に
よ
り

水
質

基
準

対
象

施
設

で
な

く
な

っ
た

も
の

を
含

む
。

注
６
)
１
つ
の
特
定
事

業
場
に
複
数
の
特
定
施
設
を
有
す
る
場
合
は
、

そ
の

事
業

場
を

最
も

代
表

す
る

特
定

施
設

の
欄

に
計

上
し

た
。

注
７
)
法
に
基
づ
く
届

出
が
な
さ
れ
た
施
設
を
有
す
る
事
業
場
と
重
複

す
る

事
業

場
及

び
当

該
事

業
場

に
あ

る
鉱

山
保

安
法

等
関

係
法

令
施

設
の

数
を

（
　

　
）

に
再

掲
し

た
。

担
体
付
き
触
媒
の
製
造
の
用
に
供
す
る
焼
成
炉
か
ら
発
生
す
る
ｶ
ﾞ
ｽ
を

処
理
す
る
施
設
の
う
ち
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

亜
鉛
の
回
収
の
用
に
供
す
る
精
製
施
設
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
及
び
湿
式

集
じ
ん
施
設

硫
酸
塩
ﾊ
ﾟ
ﾙ
ﾌ
ﾟ
(
ｸ
ﾗ
ﾌ
ﾄ
ﾊ
ﾟ
ﾙ
ﾌ
ﾟ
)
又
は
亜
硫
酸
ﾊ
ﾟ
ﾙ
ﾌ
ﾟ
(
ｻ
ﾙ
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾄ
ﾊ
ﾟ
ﾙ
ﾌ
ﾟ
)
の
製

造
の
用
に
供
す
る
塩
素
又
は
塩
素
化
合
物
に
よ
る
漂
白
施
設

ｶ
ｰ
ﾊ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
法
ｱ
ｾ
ﾁ
ﾚ
ﾝ
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ｱ
ｾ
ﾁ
ﾚ
ﾝ
洗
浄
施
設

硫
酸
ｶ
ﾘ
ｳ
ﾑ
の
製
造
の
用
に
供
す
る
廃
ｶ
ﾞ
ｽ
洗
浄
施
設

ｱ
ﾙ
ﾐ
ﾅ
繊
維
の
製
造
の
用
に
供
す
る
廃
ｶ
ﾞ
ｽ
洗
浄
施
設

ﾌ
ﾛ
ﾝ
類
の
破
壊
の
用
に

供
す
る
施
設
の
う
ち
ﾌ
ﾟ
ﾗ
ｽ
ﾞ
ﾏ
反
応
施
設
、
廃
ガ

ス
洗
浄
施
設
及
び
湿
式
集
じ
ん
施
設

ｱ
ﾙ
ﾐ
ﾆ
ｳ
ﾑ
又
は
そ
の
合
金
の
製
造
の
用
に
供
す
る
焙
焼
炉
、
溶
解
炉
又
は

乾
燥
炉
に
係
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
、
湿
式
集
じ
ん
施
設

担
体
付
き
触
媒
か
ら
の
金
属
の
回
収
の
用
に
供
す
る
施
設
の
う
ち
ろ
過

施
設
、
精
製
施
設
及
び
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

廃
P
C
B
等
又
は
P
C
B
処
理
物
の
分
解
施
設
及
び
P
C
B
汚
染
物
又
は
P
C
B
処
理

物
の
洗
浄
施
設
及
び
分
離
施
設

4
-
ｸ
ﾛ
ﾛ
ﾌ
ﾀ
ﾙ
酸
水
素
ﾅ
ﾄ
ﾘ
ｳ
ﾑ
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施
設
、
乾
燥
施

設
及
び
廃
ｶ
ﾞ
ｽ
洗
浄
施

設
2
,
3
-
ｼ
ﾞ
ｸ
ﾛ
ﾛ
-
1
,
4
-
ﾅ
ﾌ
ﾄ
ｷ
ﾉ
ﾝ
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施
設
及
び
廃
ｶ
ﾞ

ｽ
洗
浄
施
設

水
質
基
準
対
象
施
設
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る

水
の
処
理
施
設

廃
棄
物
焼
却
炉
に
係
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
、

湿
式
集
じ
ん
施
設
及
び
灰
の
貯
留
施
設
で

あ
っ
て
汚
水
又
は
廃
液
を
排
出
す
る
も
の

塩
化
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ﾓ
ﾉ
ﾏ
ｰ
の
製
造
の
用
に
供
す
る
二
塩
化
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ
洗
浄
施
設

ｶ
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ﾗ
ｸ
ﾀ
ﾑ
の
製
造
の
用
に
供
す
る
硫
酸
濃
縮
施
設
、
ｼ
ｸ
ﾛ
ﾍ
ｷ
ｻ
ﾝ
分
離
施

設
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

ｸ
ﾛ
ﾛ
ﾍ
ﾞ
ﾝ
ｾ
ﾞ
ﾝ
又
は
ｼ
ﾞ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ﾍ
ﾞ
ﾝ
ｾ
ﾞ
ﾝ
の
製
造
の
用
に
供
す
る
水
洗
施
設
、
廃

ガ
ス
洗
浄
施
設

ｼ
ﾞ
ｵ
ｷ
ｻ
ｼ
ﾞ
ﾝ
ﾊ
ﾞ
ｲ
ｵ
ﾚ
ｯ
ﾄ
の

製
造
の
用
に
供
す
る
ﾆ
ﾄ
ﾛ
化
誘
導
体
分
離
施
設
、

還
元
誘
導
体
分
離
施
設
、
ﾆ
ﾄ
ﾛ
化
誘
導
体
洗
浄
施
設
、
還
元
誘
導
体
洗

浄
施
設
、
ｼ
ﾞ
ｵ
ｷ
ｻ
ｼ
ﾞ
ﾝ
ﾊ
ﾞ
ｲ
ｵ
ﾚ
ｯ
ﾄ
洗
浄
施
設
及
び
熱
風
乾
燥
施
設

- 15 -



表Ⅰ－６（１a）　　大気基準適用施設の届出等の状況
（施設種類別－都道府県別）

焼結鉱の製造の用に供する焼結炉 製鋼用電気炉

事業場
数
注1）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

事業場
数
注1）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

北海道 1 1 1 3 3 3

青森県 1 1 1

岩手県

宮城県 1 2 2

秋田県

山形県

福島県

茨城県 1 2 2 3 5 5

栃木県 2 2 2

群馬県 1 1 1

埼玉県 5 5 5

千葉県 1 3 3

東京都 2 3 3

神奈川県 1 1 1

新潟県 2 3 3

富山県 1 1 1

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県 1 3 3 5 14 2 1 15

三重県

滋賀県

京都府

大阪府 3 4 4

兵庫県 1 1 1 1 1 1

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県 2 4 4

岡山県

広島県 1 2 2

山口県 4 12 12

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県 1 1 1

長崎県

熊本県 1 1 1

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県 1 1 1

注１）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。
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表Ⅰ－６（１b）　　大気基準適用施設の届出等の状況
（施設種類別－政令市別）

焼結鉱の製造の用に供する焼結炉 製鋼用電気炉

事業場
数
注1）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

事業場
数
注1）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

札幌市 1 1 1

仙台市 1 1 1

さいたま市

千葉市 2 2 2

横浜市

川崎市 1 1 1 1 4 4

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市 1 1 1

京都市

大阪市 6 10 10

堺市 5 5 5

神戸市

岡山市

広島市

北九州市 2 3 3 5 6 6

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市 1 1 1

前橋市

高崎市

川越市

船橋市 1 1 1

柏市

横須賀市

富山市 1 1 1

金沢市

長野市

岐阜市 1 2 2

豊橋市 1 1 1

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市 4 5 5

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市 1 3 3 2 2 2

倉敷市 1 4 4 3 6 1 5

福山市 1 4 4

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市 1 2 2

宮崎市

鹿児島市

合　計 15 31 0 0 0 0 31 74 112 2 0 0 2 112

注１）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。
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表Ⅰ－６（２a）　　大気基準適用施設の届出等の状況
（施設種類別－都道府県別）

亜鉛回収施設

焙焼炉 焼結炉
事業場
数
注1）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

北海道

青森県 1 1 1

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県 1 2 2

茨城県 2 2 2

栃木県

群馬県 1 1 1

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県 1 1 1

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県 1 2 2

高知県

福岡県 1

佐賀県

長崎県

熊本県 1 1 1

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注１）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。
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表Ⅰ－６（２b）　　大気基準適用施設の届出等の状況
（施設種類別－政令市別）

亜鉛回収施設

焙焼炉 焼結炉
事業場
数
注1）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市 1 1 1 1 1

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市 3 2 2 3 3

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市 1 1 1

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 14 12 1 0 0 0 13 5 0 0 0 0 5

注１）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。
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表Ⅰ－６（３a）　　大気基準適用施設の届出等の状況
（施設種類別－都道府県別）

亜鉛回収施設

溶鉱炉 溶解炉
２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

北海道

青森県 1 1

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県 1 1

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県 1 1

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注１）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。
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表Ⅰ－６（３b）　　大気基準適用施設の届出等の状況
（施設種類別－政令市別）

亜鉛回収施設

溶鉱炉 溶解炉
２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市 2 2

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 3

注１）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。
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表Ⅰ－６（４a）　　大気基準適用施設の届出等の状況
（施設種類別－都道府県別）

亜鉛回収施設

乾燥炉 小　計
２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

北海道

青森県 2 2

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県 2 2

茨城県 2 2

栃木県

群馬県 2 2

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県 1 1

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県 1 1 3 3

高知県

福岡県 1 1 2 2

佐賀県

長崎県

熊本県 1 1

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注１）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。
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表Ⅰ－６（４b）　　大気基準適用施設の届出等の状況
（施設種類別－政令市別）

亜鉛回収施設

乾燥炉 小　計
２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市 4 4

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市 6 6 11 11

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市 1 1

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 8 0 0 0 0 8 29 2 0 0 0 31

注１）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。
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表Ⅰ－６（５a）　　大気基準適用施設の届出等の状況
（施設種類別－都道府県別）

アルミニウム合金製造施設

焙焼炉 溶解炉
事業場
数
注1）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

北海道 6 15 1 16

青森県

岩手県

宮城県 1 1 1

秋田県

山形県 1 2 2

福島県 4 1 1 25 1 2 24

茨城県 6 3 3 26 26

栃木県 12 3 3 57 2 55

群馬県 4 1 1 7 7

埼玉県 11 43 1 42

千葉県 4 8 8

東京都

神奈川県

新潟県 3 14 14

富山県 13 37 1 4 34

石川県 1 1 1

福井県 3 15 15

山梨県 2 3 1 2

長野県 4 13 13

岐阜県 3 3 3

静岡県 16 4 1 5 58 58

愛知県 38 9 1 8 112 1 12 101

三重県 9 2 2 29 1 1 29

滋賀県 3 16 16

京都府 2 4 4

大阪府 4 12 12

兵庫県 4 2 2 8 4 4

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県 1 2 2

広島県 1 3 3

山口県 1 2 1 1

徳島県

香川県 2 1 1 1 1

愛媛県

高知県

福岡県 5 19 19

佐賀県 3 4 4

長崎県 1 1 1

熊本県 8 24 6 18

大分県 1 1 1 1 1

宮崎県 1 1 1

鹿児島県 2 2 2

沖縄県

注１）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。
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表Ⅰ－６（５b）　　大気基準適用施設の届出等の状況
（施設種類別－政令市別）

アルミニウム合金製造施設

焙焼炉 溶解炉
事業場
数
注1）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市 1 3 3

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市 4 20 20

浜松市 1 1 1

名古屋市 2 18 4 14

京都市 1 8 8

大阪市 1 2 2

堺市 4 6 6

神戸市

岡山市

広島市 1 2 2

北九州市 4 1 1 3 3

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市 1 1 1

郡山市

いわき市 1 1 1

宇都宮市

前橋市 2 3 3

高崎市

川越市 1 1 1

船橋市

柏市

横須賀市

富山市 3 6 6

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市 2 5 5

岡崎市 1 2 2

豊田市 7 29 1 1 29

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市 1 2 2 14 14

尼崎市

西宮市

奈良市 1 1 1

和歌山市

倉敷市 2 8 8

福山市

下関市 2 12 12

高松市 1 1 1

松山市

高知市

久留米市 1 3 3

長崎市

大分市 1 2 2

宮崎市

鹿児島市 1 1 1

合　計 227 30 1 0 0 1 30 722 6 0 0 39 689

注１）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。
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表Ⅰ－６（６a）　　大気基準適用施設の届出等の状況
（施設種類別－都道府県別）

アルミニウム合金製造施設

乾燥炉 小　計
２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

北海道 15 1 16

青森県

岩手県

宮城県 1 1

秋田県

山形県 2 2

福島県 2 2 28 1 2 27

茨城県 3 3 32 32

栃木県 2 2 62 2 60

群馬県 2 2 10 10

埼玉県 4 4 47 1 46

千葉県 8 8

東京都

神奈川県

新潟県 14 14

富山県 37 1 4 34

石川県 1 1

福井県 2 2 17 17

山梨県 1 1 4 1 3

長野県 2 2 15 15

岐阜県 3 3

静岡県 7 7 69 1 70

愛知県 8 8 129 1 13 117

三重県 2 2 33 1 1 33

滋賀県 2 2 18 18

京都府 4 4

大阪府 3 3 15 15

兵庫県 10 4 6

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県 1 1 3 3

広島県 3 3

山口県 1 1 3 2 1

徳島県

香川県 2 2

愛媛県

高知県

福岡県 2 2 21 21

佐賀県 4 4

長崎県 1 1

熊本県 1 1 25 6 19

大分県 2 2

宮崎県 1 1

鹿児島県 2 2

沖縄県

注１）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。
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表Ⅰ－６（６b）　　大気基準適用施設の届出等の状況
（施設種類別－政令市別）

アルミニウム合金製造施設

乾燥炉 小　計
２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
e-f)

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市 1 1 4 4

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市 20 20

浜松市 1 1

名古屋市 18 4 14

京都市 1 1 9 9

大阪市 2 2

堺市 1 1 7 7

神戸市

岡山市

広島市 1 1 3 3

北九州市 4 4

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市 1 1

郡山市

いわき市 1 1

宇都宮市

前橋市 3 3

高崎市

川越市 1 1

船橋市

柏市

横須賀市

富山市 2 2 8 8

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市 5 5

岡崎市 2 2

豊田市 3 1 1 3 32 2 2 32

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市 16 16

尼崎市

西宮市

奈良市 1 1

和歌山市

倉敷市 8 8

福山市

下関市 12 12

高松市 1 1

松山市

高知市

久留米市 3 3

長崎市

大分市 2 2

宮崎市

鹿児島市 1 1

合　計 54 1 0 0 2 53 806 8 0 0 42 772

注１）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。
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表Ⅰ－６（７a）　　大気基準適用施設の届出等の状況
（施設種類別－都道府県別）

廃棄物焼却炉

4t/h以上 2t/h以上～4t/h未満
事業場
数
注1）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模
変更
前
(d1)

規模
変更
後
(d2)

規模
未満
変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
d1+d2-
e-f)

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模
変更
前
(d1)

規模
変更
後
(d2)

規模
未満
変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
d1+d2-
e-f)

北海道 203 18 18 26 2 24

青森県 103 10 10 22 22

岩手県 108 2 2 24 24

宮城県 113 18 4 22 32 3 35

秋田県 58 3 3 13 13

山形県 108 7 7 12 12

福島県 92 5 3 8 30 30

茨城県 334 31 3 28 62 1 5 58

栃木県 143 10 10 29 4 33

群馬県 87 13 13 25 1 24

埼玉県 216 42 1 1 42 79 2 77

千葉県 256 46 46 77 77

東京都 202 105 4 109 47 2 49

神奈川県 86 34 1 35 28 2 30

新潟県 161 8 8 55 2 53

富山県 63 6 6 15 3 1 17

石川県 71 12 12

福井県 80 7 7 14 2 12

山梨県 61 3 3 20 20

長野県 133 7 7 28 1 27

岐阜県 196 2 2 31 31

静岡県 257 28 28 42 3 45

愛知県 182 43 3 46 48 1 47

三重県 166 17 2 19 34 3 31

滋賀県 82 6 6 21 21

京都府 65 6 6 13 13

大阪府 88 33 33 37 2 35

兵庫県 207 19 19 35 35

奈良県 166 6 6 23 23

和歌山県 72 12 12

鳥取県 78 5 5 6 6

島根県 61 2 2 10 10

岡山県 101 4 4 15 15

広島県 114 9 9 20 20

山口県 106 10 10 25 1 24

徳島県 132 1 1 25 25

香川県 110 7 7 8 8

愛媛県 154 15 15 19 19

高知県 112 11 11

福岡県 183 12 3 1 14 29 29

佐賀県 84 4 4 13 13

長崎県 85 8 8 15 15

熊本県 103 2 2 25 25

大分県 47 3 3 13 1 12

宮崎県 59 9 2 11 8 8

鹿児島県 137 24 1 23

沖縄県 75 8 8 18 18

注１）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。
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表Ⅰ－６（７b）　　大気基準適用施設の届出等の状況
（施設種類別－政令市別）

廃棄物焼却炉

4t/h以上 2t/h以上～4t/h未満
事業場
数
注1）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模
変更
前
(d1)

規模
変更
後
(d2)

規模
未満
変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
d1+d2-
e-f)

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模
変更
前
(d1)

規模
変更
後
(d2)

規模
未満
変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
d1+d2-
e-f)

札幌市 11 9 9 8 8

仙台市 22 13 13 7 2 5

さいたま市 17 13 13 3 3

千葉市 33 13 13 3 3

横浜市 56 27 1 26 4 4

川崎市 26 24 3 21 6 6

相模原市 12 7 7 1 1

新潟市 42 12 3 9 10 2 8

静岡市 37 6 6 3 3

浜松市 59 8 8 11 11

名古屋市 35 19 19 1 1

京都市 43 21 21 1 1

大阪市 29 26 26 7 7

堺市 27 15 15 2 2

神戸市 22 15 1 14 3 3

岡山市 35 8 8 1 1

広島市 37 9 9 4 4

北九州市 30 17 17 3 3

福岡市 14 9 9 4 4

熊本市 17 4 4 1 1

函館市 6 3 3

旭川市 10 2 2 2 2

青森市 23 8 8 2 2

盛岡市 18 3 3 3 3

秋田市 13 3 3 3 3

郡山市 17 4 4 2 1 3

いわき市 18 13 13 6 6

宇都宮市 15 6 6 4 4

前橋市 25 3 3 4 4

高崎市 23 3 3 2 2

川越市 9 2 2 3 3

船橋市 10 8 8 2 2

柏市 11 5 5 3 3

横須賀市 8 5 5 3 3

富山市 33 3 3

金沢市 23 5 5 4 4

長野市 16 3 3 1 1

岐阜市 17 5 5 6 6

豊橋市 11 3 3 4 4

岡崎市 17 7 7

豊田市 14 4 4 3 3

大津市 12 7 1 6

豊中市 2 2 3 5 3 1 2

高槻市 7 5 5 2 2

東大阪市 6 8 8 4 4

姫路市 26 11 1 12 9 9

尼崎市 12 7 7 3 3

西宮市 4 7 2 5 1 1

奈良市 20 4 4

和歌山市 31 6 6 4 4

倉敷市 35 10 10 12 12

福山市 44 4 4 6 6

下関市 12 2 2 1 1

高松市 18 5 5

松山市 25 8 2 6 3 1 1 3

高知市 24 3 3 1 1

久留米市 14 3 3

長崎市 14 4 4

大分市 26 9 9 2 2

宮崎市 12 3 3 1 1

鹿児島市 26 4 4 2 2

合　計 7211 1112 27 0 0 0 0 17 1122 1431 17 0 1 3 0 34 1416

注１）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。
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表Ⅰ－６（８a）　　大気基準適用施設の届出等の状況
（施設種類別－都道府県別）

廃棄物焼却炉

200kg/h以上～2t/h未満 100kg/h以上～200kg/h未満
２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模
変更
前
(d1)

規模
変更
後
(d2)

規模
未満
変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
d1+d2-
e-f)

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模
変更
前
(d1)

規模
変更
後
(d2)

規模
未満
変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
d1+d2-
e-f)

北海道 116 4 112 78 1 4 75

青森県 31 31 55 1 54

岩手県 27 1 26 68 3 65

宮城県 29 1 2 28 51 1 4 48

秋田県 46 2 44 20 2 18

山形県 26 26 59 3 1 61

福島県 51 3 48 17 1 18

茨城県 70 1 69 195 6 189

栃木県 44 4 40 70 1 1 70

群馬県 40 2 38 29 1 2 28

埼玉県 85 4 81 30 2 28

千葉県 67 1 66 138 8 130

東京都 46 2 2 46 52 4 48

神奈川県 30 2 1 27 32 1 2 31

新潟県 59 2 4 57 65 3 4 64

富山県 18 1 17 36 5 31

石川県 25 25 43 2 41

福井県 29 1 28 44 1 4 41

山梨県 24 24 26 1 1 26

長野県 67 2 65 52 52

岐阜県 68 1 69 85 4 81

静岡県 81 9 72 100 1 5 96

愛知県 90 6 84 54 5 49

三重県 59 2 1 60 79 1 78

滋賀県 37 2 35 37 5 32

京都府 29 1 28 34 34

大阪府 43 2 41 21 1 20

兵庫県 69 1 5 65 111 1 3 109

奈良県 40 1 41 106 2 2 106

和歌山県 34 34 32 1 31

鳥取県 35 1 1 35 42 1 1 42

島根県 26 1 25 28 2 26

岡山県 46 2 1 47 54 8 62

広島県 50 1 3 48 52 4 48

山口県 46 2 5 43 50 7 43

徳島県 51 2 49 77 2 75

香川県 28 28 63 2 3 62

愛媛県 53 1 4 50 72 1 2 71

高知県 30 2 28 64 1 1 64

福岡県 51 3 48 88 9 79

佐賀県 44 3 41 40 1 39

長崎県 54 2 52 32 1 33

熊本県 37 37 40 3 37

大分県 19 19 17 1 16

宮崎県 18 1 17 32 32

鹿児島県 48 48 72 4 2 74

沖縄県 32 32 28 1 1 28

注１）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。
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表Ⅰ－６（８b）　　大気基準適用施設の届出等の状況
（施設種類別－政令市別）

廃棄物焼却炉

200kg/h以上～2t/h未満 100kg/h以上～200kg/h未満
２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模
変更
前
(d1)

規模
変更
後
(d2)

規模
未満
変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
d1+d2-
e-f)

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模
変更
前
(d1)

規模
変更
後
(d2)

規模
未満
変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
d1+d2-
e-f)

札幌市 1 1 4 4

仙台市 3 3 8 8

さいたま市 5 5 2 2

千葉市 6 1 5 17 1 16

横浜市 7 2 5 11 1 12

川崎市 16 1 1 16 1 1

相模原市 9 1 8 3 3

新潟市 16 2 14 19 19

静岡市 8 8 22 3 19

浜松市 21 21 18 1 17

名古屋市 3 3 16 2 14

京都市 10 10 15 15

大阪市 9 1 10 4 1 3

堺市 5 5 12 12

神戸市 2 2 12 12

岡山市 30 4 26 13 13

広島市 29 5 24 12 1 11

北九州市 17 17 12 1 1 12

福岡市 5 5 5 5

熊本市 6 6 9 9

函館市 3 3 3 3

旭川市 1 1 4 4

青森市 2 2 13 1 12

盛岡市 5 5 10 1 9

秋田市 6 6 3 3

郡山市 1 1 6 6

いわき市 6 1 5 2 1 1

宇都宮市 5 5 5 5

前橋市 3 3 15 3 12

高崎市 5 5 7 7

川越市 2 2 2 2

船橋市 1 1 3 3

柏市 2 2 5 1 4

横須賀市 1 1 2 2 4

富山市 10 10 15 15

金沢市 6 6 8 8

長野市 10 10 6 6

岐阜市 4 4 6 6

豊橋市 4 1 3 4 4

岡崎市 5 5 6 1 7

豊田市 3 3 4 4

大津市 3 3 5 5

豊中市

高槻市 2 2 5 5

東大阪市 2 2

姫路市 6 2 4 10 1 11

尼崎市 3 3 2 2

西宮市 1 1

奈良市 4 4 12 12

和歌山市 10 10 10 10

倉敷市 19 19 5 5

福山市 14 1 13 30 1 29

下関市 8 8 4 4

高松市 8 8 9 9

松山市 12 12 13 13

高知市 3 3 18 18

久留米市 4 4 7 2 5

長崎市 3 3 6 2 4

大分市 15 1 14 7 7

宮崎市 1 1 8 8

鹿児島市 13 13 11 11

合　計 2570 19 0 2 0 0 111 2476 3178 43 0 0 0 0 144 3077

注１）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。
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表Ⅰ－６（９a）　　大気基準適用施設の届出等の状況
（施設種類別－都道府県別）

廃棄物焼却炉

50kg/h以上～100kg/h未満 50kg/h未満（0.5㎡以上）
２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模
変更
前
(d1)

規模
変更
後
(d2)

規模
未満
変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
d1+d2-
e-f)

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模
変更
前
(d1)

規模
変更
後
(d2)

規模
未満
変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
d1+d2-
e-f)

北海道 20 1 19 11 1 2 10

青森県 10 10 8 8

岩手県 7 7 2 2

宮城県 10 1 9 5 5

秋田県 1 1 5 5

山形県 5 5 6 1 7

福島県 14 14 9 9

茨城県 29 3 26 9 1 10

栃木県 24 2 22 7 7

群馬県 15 1 14 2 1 1

埼玉県 74 1 1 11 65 13 13

千葉県 29 1 3 27 16 16

東京都 52 1 1 52 20 1 19

神奈川県 15 3 12 4 4

新潟県 23 1 22 19 19

富山県 8 8 3 3

石川県 6 6 1 1

福井県 9 9 6 6

山梨県 8 1 7 6 1 5

長野県 10 10 5 5

岐阜県 47 2 45 9 9

静岡県 35 2 33 22 22

愛知県 24 1 1 24 7 1 6

三重県 23 23 9 9

滋賀県 12 4 8 9 9

京都府 6 6

大阪府 7 1 6 6 2 2 6

兵庫県 31 31 8 3 5

奈良県 16 16 3 3

和歌山県 8 1 7 5 5

鳥取県 6 1 5 1 1

島根県 4 4 8 8

岡山県 4 4 6 6

広島県 16 1 17 13 1 12

山口県 21 1 20 9 9

徳島県 10 10 2 2

香川県 14 1 13 6 1 5

愛媛県 25 1 2 24 15 15

高知県 15 1 2 14 4 4

福岡県 32 1 31 13 1 12

佐賀県 8 8 4 4

長崎県 4 1 3 4 4

熊本県 7 7 8 8

大分県 8 8 4 4

宮崎県 2 1 1

鹿児島県 13 1 12 7 7

沖縄県 10 10 5 5

注１）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。
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表Ⅰ－６（９b）　　大気基準適用施設の届出等の状況
（施設種類別－政令市別）

廃棄物焼却炉

50kg/h以上～100kg/h未満 50kg/h未満（0.5㎡以上）
２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模
変更
前
(d1)

規模
変更
後
(d2)

規模
未満
変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
d1+d2-
e-f)

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注2）

既設
(c)
注3）

規模
変更
前
(d1)

規模
変更
後
(d2)

規模
未満
変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
d1+d2-
e-f)

札幌市 2 2 2 2

仙台市 1 1

さいたま市 4 4 3 1 2

千葉市 9 1 8 3 2 1

横浜市 27 1 26 5 5

川崎市 4 4 3 3

相模原市 2 1 1

新潟市 9 2 7 2 2

静岡市 11 2 9 4 4

浜松市 1 1 1 1

名古屋市 8 8 6 6

京都市 14 14 2 2

大阪市 7 7

堺市 6 6 1 1

神戸市 3 1 2 1 1

岡山市 2 2 2 2

広島市 1 1 2 1 1

北九州市 3 3

福岡市

熊本市 1 1

函館市

旭川市 3 1 1 3

青森市 3 3 4 4

盛岡市 2 1 1 3 1 2

秋田市 1 1

郡山市 4 1 3

いわき市 2 2

宇都宮市 2 2 1 1

前橋市 3 3 1 1

高崎市 7 7 3 3

川越市 2 2

船橋市 3 3

柏市 2 2

横須賀市 1 1 5 5

富山市 7 7 2 2

金沢市 6 6 1 1

長野市

岐阜市 2 1 1 2 1 1

豊橋市 1 1

岡崎市 6 6

豊田市 2 2

大津市

豊中市 1 1

高槻市

東大阪市 2 2

姫路市 5 5 1 1

尼崎市 3 3

西宮市 2 1 1

奈良市 4 1 3 2 2

和歌山市 4 1 3 6 6

倉敷市 2 2 2 1 1

福山市 3 1 2

下関市 1 1

高松市 2 2

松山市 1 1

高知市 2 2

久留米市 6 6

長崎市 4 4

大分市 1 1 4 4

宮崎市 1 1 1 1

鹿児島市 3 3 1 1

合　計 987 7 1 1 1 0 64 931 430 6 0 0 0 0 24 412

注１）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。
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表Ⅰ－６（１０a）　　大気基準適用施設の届出等の状況
（施設種類別－都道府県別）

廃棄物焼却炉 合　計

小　計
２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注
2）

既設
(c)
注
3）

規模
変更
前
(d1)

規模
変更
後
(d2)

規模
未満
変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
d1+d2-
e-f)

事業
場数
注1）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注
2）

既設
(c)
注
3）

規模
変更
前
(d1)

規模
変更
後
(d2)

規模
未満
変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
d1+d2-
e-f)

北海道 269 2 13 258 213 288 3 13 278

青森県 136 1 135 105 139 1 138

岩手県 130 4 126 108 130 4 126

宮城県 145 9 7 147 115 148 9 7 150

秋田県 88 4 84 58 88 4 84

山形県 115 4 1 118 109 117 4 1 120

福島県 126 4 3 127 97 156 5 5 156

茨城県 396 2 18 380 346 437 2 18 421

栃木県 184 5 7 182 157 248 5 9 244

群馬県 124 1 7 118 93 135 3 7 131

埼玉県 323 2 1 20 306 232 375 2 1 21 357

千葉県 373 1 12 362 261 384 1 12 373

東京都 322 9 8 323 204 325 9 8 326

神奈川県 143 2 2 2 6 139 87 144 2 2 2 6 140

新潟県 229 5 11 223 166 246 5 11 240

富山県 86 3 7 82 77 124 4 11 117

石川県 87 2 85 72 88 2 86

福井県 109 1 7 103 83 126 1 7 120

山梨県 87 1 3 85 63 91 1 4 88

長野県 169 3 166 137 184 3 181

岐阜県 242 1 6 237 199 245 1 6 240

静岡県 308 4 16 296 273 377 5 16 366

愛知県 266 4 14 256 227 413 7 28 392

三重県 221 4 5 220 175 254 5 6 253

滋賀県 122 11 111 85 140 11 129

京都府 88 1 87 67 92 1 91

大阪府 147 2 8 141 95 166 2 8 160

兵庫県 273 2 11 264 213 285 2 15 272

奈良県 194 3 2 195 166 194 3 2 195

和歌山県 91 2 89 72 91 2 89

鳥取県 95 2 3 94 78 95 2 3 94

島根県 78 3 75 63 82 3 79

岡山県 129 10 1 138 102 132 10 1 141

広島県 160 2 8 154 116 165 2 8 159

山口県 161 2 14 149 111 176 2 16 162

徳島県 166 4 162 132 166 4 162

香川県 126 2 5 123 112 128 2 5 125

愛媛県 199 3 8 194 155 202 3 8 197

高知県 124 2 5 121 112 124 2 5 121

福岡県 225 3 15 213 189 248 3 15 236

佐賀県 113 4 109 88 118 4 114

長崎県 117 1 3 115 86 118 1 3 116

熊本県 119 3 116 113 146 9 137

大分県 64 2 62 48 66 2 64

宮崎県 69 2 2 69 60 70 2 2 70

鹿児島県 164 4 4 164 139 166 4 4 166

沖縄県 101 1 1 101 76 102 1 1 102

注１）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。
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表Ⅰ－６（１０b）　　大気基準適用施設の届出等の状況
（施設種類別－政令市別）

廃棄物焼却炉 合　計

小　計
２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注
2）

既設
(c)
注
3）

規模
変更
前
(d1)

規模
変更
後
(d2)

規模
未満
変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
d1+d2-
e-f)

事業
場数
注1）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注
2）

既設
(c)
注
3）

規模
変更
前
(d1)

規模
変更
後
(d2)

規模
未満
変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
d1+d2-
e-f)

札幌市 26 26 12 27 27

仙台市 32 2 30 23 33 2 31

さいたま市 30 1 29 17 30 1 29

千葉市 51 5 46 35 53 5 48

横浜市 81 1 4 78 57 85 1 4 82

川崎市 54 1 4 51 28 59 1 4 56

相模原市 22 2 20 12 22 2 20

新潟市 68 9 59 42 68 9 59

静岡市 54 5 49 41 74 5 69

浜松市 60 1 59 60 61 1 60

名古屋市 53 2 51 38 72 6 66

京都市 63 1 62 44 72 1 71

大阪市 53 1 1 53 36 65 1 1 65

堺市 41 1 40 36 53 1 52

神戸市 36 2 34 22 36 2 34

岡山市 56 4 52 35 56 4 52

広島市 57 7 50 38 60 7 53

北九州市 52 1 1 52 41 65 1 1 65

福岡市 23 23 14 23 23

熊本市 21 21 17 21 21

函館市 9 9 6 9 9

旭川市 12 1 1 12 10 12 1 1 12

青森市 32 1 31 23 32 1 31

盛岡市 26 3 23 18 26 3 23

秋田市 16 16 14 17 17

郡山市 17 1 1 17 17 17 1 1 17

いわき市 29 2 27 20 34 2 32

宇都宮市 23 23 16 24 24

前橋市 29 3 26 27 32 3 29

高崎市 27 27 23 27 27

川越市 11 11 10 12 12

船橋市 17 2 15 11 18 2 16

柏市 17 1 16 11 17 1 16

横須賀市 17 2 19 8 17 2 19

富山市 37 37 37 46 46

金沢市 30 30 23 30 30

長野市 20 20 16 20 20

岐阜市 24 1 1 24 18 26 1 1 26

豊橋市 16 2 14 14 22 2 20

岡崎市 24 1 25 18 26 1 27

豊田市 16 16 21 48 2 2 48

大津市 15 1 14 12 15 1 14

豊中市 6 3 1 8 2 6 3 1 8

高槻市 14 14 7 14 14

東大阪市 16 16 6 16 16

姫路市 42 2 2 42 34 74 2 2 74

尼崎市 18 18 12 18 18

西宮市 11 3 8 4 11 3 8

奈良市 26 1 25 21 27 1 26

和歌山市 40 1 39 35 46 1 45

倉敷市 50 1 49 41 68 2 66

福山市 57 3 54 45 61 3 58

下関市 16 16 14 28 28

高松市 24 24 19 25 25

松山市 37 1 1 2 35 25 37 1 1 2 35

高知市 27 27 24 27 27

久留米市 20 2 18 15 23 2 21

長崎市 17 2 15 14 17 2 15

大分市 38 1 37 28 42 1 41

宮崎市 15 15 12 15 15

鹿児島市 34 1 33 27 35 1 34

合　計 9708 119 1 4 4 0 394 9434 7541 10686 131 1 4 4 0 438 10380

注１）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項に基づく届出がなされたものを計上した。
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表Ⅰ－７（１a）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－都道府県別）

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

北海道 6 16 16 2 2 2

青森県 1 7 7 1 1 1

岩手県 1 1 1

宮城県 2 6 6 1 1 1

秋田県

山形県

福島県

茨城県 1 1 1

栃木県 1 1 1

群馬県 1 1 1

埼玉県 1 1 1

千葉県 1 1 1

東京都

神奈川県 1 1 1

新潟県 1 6 3 9

富山県 1 2 2 1 1 1

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県 1 1 1

静岡県 1 9 9

愛知県 1 2 2 3 3 3

三重県 1 1 1

滋賀県

京都府 1 1 1

大阪府

兵庫県 1 1 1 1 1 1

奈良県

和歌山県

鳥取県 1 4 4

島根県 1 1 1

岡山県 1 1 1

広島県 1 3 1 2 2 2 2

山口県 1 2 2 1 3 3

徳島県 1 2 2

香川県 1 2 1 1

愛媛県 2 8 8

高知県

福岡県 1 1 1

佐賀県

長崎県 1 1 1

熊本県 1 1 1

大分県

宮崎県 1 2 2

鹿児島県 1 1 1

沖縄県 1 1 1

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。

硫酸塩ﾊﾟﾙﾌﾟ(ｸﾗﾌﾄﾊﾟﾙﾌﾟ)又は亜硫酸
ﾊﾟﾙﾌﾟ(ｻﾙﾌｧｲﾄﾊﾟﾙﾌﾟ)の製造の用に供する
塩素又は塩素化合物による漂白施設

ｶｰﾊﾞｲﾄﾞ法ｱｾﾁﾚﾝの製造の用に供するｱｾﾁﾚﾝ洗浄施設
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表Ⅰ－７（１b）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－政令市別）

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市 1 1 1

横浜市 1 3 3

川崎市

相模原市

新潟市 1 3 3 1 1 1

静岡市 1 4 4

浜松市 2 5 5

名古屋市

京都市

大阪市

堺市 2 2 2

神戸市

岡山市

広島市 1 1 1

北九州市 2 2 2

福岡市

熊本市

函館市

旭川市 1 3 3

青森市

盛岡市

秋田市 1 1 1

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市 1 1 1 1 1

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市 1 1 1

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市 1 1 1

宮崎市

鹿児島市

合　計 29 77 0 0 0 0 1 76 39 55 4 0 0 0 2 57

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。

硫酸塩ﾊﾟﾙﾌﾟ(ｸﾗﾌﾄﾊﾟﾙﾌﾟ)又は亜硫酸
ﾊﾟﾙﾌﾟ(ｻﾙﾌｧｲﾄﾊﾟﾙﾌﾟ)の製造の用に供する
塩素又は塩素化合物による漂白施設

ｶｰﾊﾞｲﾄﾞ法ｱｾﾁﾚﾝの製造の用に供するｱｾﾁﾚﾝ洗浄施設
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表Ⅰ－７（２a）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－都道府県別）

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県 1 3 1 4

東京都

神奈川県

新潟県 13 1 14

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県 1 2 2

岐阜県 1 1 1

静岡県 1 2 2

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県 1 3 1 4

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。

硫酸ｶﾘｳﾑの製造の用に供する廃ｶﾞｽ洗浄施設 ｱﾙﾐﾅ繊維の製造の用に供する廃ｶﾞｽ洗浄施設
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表Ⅰ－７（２b）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－政令市別）

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 4 0 0 0 0 27

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。

ｱﾙﾐﾅ繊維の製造の用に供する廃ｶﾞｽ洗浄施設硫酸ｶﾘｳﾑの製造の用に供する廃ｶﾞｽ洗浄施設
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表Ⅰ－７（３a）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－都道府県別）

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県 1 9 9

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県 1 2 2

東京都

神奈川県 1 2 2

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県 1 6 6

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県 1 4 4

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県 2 9 9

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。

塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰの製造の用に供する二塩化ｴﾁﾚﾝ洗浄施設
担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生する

ｶﾞｽを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設
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表Ⅰ－７（３b）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－政令市別）

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市 1 2 2

静岡市

浜松市

名古屋市 1 1 1

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市 1 4 4

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 4 7 0 0 0 0 0 7 6 32 0 0 0 0 0 32

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。

担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生する
ｶﾞｽを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設

塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰの製造の用に供する二塩化ｴﾁﾚﾝ洗浄施設
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表Ⅰ－７（４a）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－都道府県別）

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県 1 5 5

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。

ｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ又はｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの製造の用に供する
水洗施設、廃ガス洗浄施設

ｶﾌﾟﾛﾗｸﾀﾑの製造の用に供する硫酸濃縮施設、
ｼｸﾛﾍｷｻﾝ分離施設、廃ガス洗浄施設
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表Ⅰ－７（４b）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－政令市別）

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市 1 2 2

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 1 5 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 2

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。

ｶﾌﾟﾛﾗｸﾀﾑの製造の用に供する硫酸濃縮施設、
ｼｸﾛﾍｷｻﾝ分離施設、廃ガス洗浄施設

ｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ又はｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの製造の用に供する
水洗施設、廃ガス洗浄施設
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表Ⅰ－７（５a）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－都道府県別）

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県 1 3 3

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県 1 3 3

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。

2,3-ｼﾞｸﾛﾛ-1,4-ﾅﾌﾄｷﾉﾝの製造の用に供する
ろ過施設及び廃ガス洗浄施設

4-ｸﾛﾛﾌﾀﾙ酸水素ﾅﾄﾘｳﾑの製造の用に供する
ろ過施設、乾燥施設及び廃ガス洗浄施設
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表Ⅰ－７（５b）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－政令市別）

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 1 3 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 3

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。

2,3-ｼﾞｸﾛﾛ-1,4-ﾅﾌﾄｷﾉﾝの製造の用に供する
ろ過施設及び廃ガス洗浄施設

4-ｸﾛﾛﾌﾀﾙ酸水素ﾅﾄﾘｳﾑの製造の用に供する
ろ過施設、乾燥施設及び廃ガス洗浄施設
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表Ⅰ－７（６a）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－都道府県別）

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県 2 2 2

茨城県 2 4 4

栃木県 1 3 3

群馬県

埼玉県 1 1 1

千葉県 1 1 1

東京都

神奈川県

新潟県

富山県 4 5 5

石川県

福井県 2 5 5

山梨県

長野県

岐阜県 1 1 1

静岡県 5 18 18

愛知県 2 3 3

三重県 1 2 2

滋賀県 3 5 1 4

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県 1 7 7 1 1

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。

ｼﾞｵｷｻｼﾞﾝﾊﾞｲｵﾚｯﾄの製造の用に供するﾆﾄﾛ化誘導体分離施設、
還元誘導体分離施設、ﾆﾄﾛ化誘導体洗浄施設、還元誘導体
洗浄施設、ｼﾞｵｷｻｼﾞﾝﾊﾞｲｵﾚｯﾄ洗浄施設及び熱風乾燥施設

ｱﾙﾐﾆｳﾑ又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、
溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設
のうち廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
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表Ⅰ－７（６b）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－政令市別）

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市 1 3 3

浜松市

名古屋市 1 8 8

京都市 1 6 6

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市 1 1 1

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市 1 1 1

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市 1 2 2

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市 1 1 1

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 1 7 0 0 0 0 0 7 32 73 0 0 0 0 1 72

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。

ｱﾙﾐﾆｳﾑ又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、
溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設
のうち廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設

ｼﾞｵｷｻｼﾞﾝﾊﾞｲｵﾚｯﾄの製造の用に供するﾆﾄﾛ化誘導体分離施設、
還元誘導体分離施設、ﾆﾄﾛ化誘導体洗浄施設、還元誘導体
洗浄施設、ｼﾞｵｷｻｼﾞﾝﾊﾞｲｵﾚｯﾄ洗浄施設及び熱風乾燥施設
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表Ⅰ－７（７a）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－都道府県別）

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

北海道

青森県 1 9 9

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県 1 4 4

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県 5 49 6 55

千葉県

東京都

神奈川県 1 9 9

新潟県

富山県 1 1 1

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県 2 191 191

愛知県 1 1 1

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県 1 1 1

高知県

福岡県 1 7 2 5

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。

亜鉛の回収の用に供する精製施設、
廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設

担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうち
ろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設
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表Ⅰ－７（７b）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－政令市別）

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市 1 6 6

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市 1 16 16

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 8 45 0 0 0 0 2 43 8 249 6 0 0 0 0 255

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。

亜鉛の回収の用に供する精製施設、
廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設

担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうち
ろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設
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表Ⅰ－７（８a）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－都道府県別）

廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの

 廃ガス洗浄施設、 湿式集じん施設  灰の貯留施設

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

規模未
満変更

(e)
注6）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

規模未
満変更

(e)
注6）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

北海道 19 46 4 2 48 8 14 14

青森県 18 41 41 1 14 14

岩手県 5 5 5 1 1 1

宮城県 1 5 5

秋田県 1 3 1 2 5 7 7

山形県 8 8 8 9 9 9

福島県 8 24 24 18 27 1 26

茨城県 30 66 6 60 12 17 2 15

栃木県 1 2 2 6 6 2 8

群馬県 2 3 2 2 3 6 6 6

埼玉県 55 130 1 3 128 21 43 1 3 41

千葉県 34 84 84 15 37 37

東京都 35 142 5 1 146 17 93 1 1 93

神奈川県 13 57 1 2 56 7 19 3 2 20

新潟県 16 24 2 22 16 21 2 19

富山県 5 25 5 20 3 5 1 6

石川県 4 5 5 5 6 6

福井県 9 26 3 23 5 8 8

山梨県 3 5 5 4 4 4

長野県 24 66 66 3 28 28

岐阜県 28 35 1 1 35

静岡県 40 56 56 3 12 12

愛知県 29 50 1 1 50 16 21 1 20

三重県 17 33 1 32 7 9 9

滋賀県 3 10 10 1 2 2

京都府 5 8 8 7 11 11

大阪府 35 83 83 2 23 23

兵庫県 20 45 1 44 28 31 31

奈良県 16 24 24 6 8 8

和歌山県 3 3 3 13 16 16

鳥取県 6 13 13 10 18 18

島根県 15 23 1 22 2 3 3

岡山県 12 17 17 6 12 12

広島県 10 15 1 14 4 5 5

山口県 20 49 2 47 1 3 3

徳島県 16 31 31 6 8 8

香川県 9 16 1 15 8 13 13

愛媛県 7 12 12 2 2 2

高知県 6 9 2 7

福岡県 23 45 5 40 9 16 16

佐賀県 7 11 11 5 5 5

長崎県 8 15 1 14 6 8 8

熊本県 5 8 8 2 3 3

大分県

宮崎県 1 1 1 1 1 1

鹿児島県

沖縄県 18 26 1 27 6 6 6

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。

- 50 -



表Ⅰ－７（８b）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－政令市別）

廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの

 廃ガス洗浄施設、 湿式集じん施設  灰の貯留施設

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

規模未
満変更

(e)
注6）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

規模未
満変更

(e)
注6）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

札幌市 1 9 9 3 7 7

仙台市 4 21 21 7 9 9

さいたま市 2 5 5 5 7 7

千葉市 4 18 1 17 2 11 11

横浜市 4 16 1 15 4 22 2 20

川崎市 13 34 1 35 4 5 1 4

相模原市 9 24 1 23 7 7

新潟市 6 9 9 1 5 2 3

静岡市 5 7 7 2 2 2

浜松市 4 12 12 1 1

名古屋市 5 24 24 1 4 4

京都市 7 17 2 15 6 6

大阪市 13 33 2 2 33 13 1 12

堺市 2 2 2 6 9 9

神戸市 4 11 1 10 3 5 2 7

岡山市 10 11 11 2 4 4

広島市 16 35 35 1 9 9

北九州市 8 29 1 28 6 59 59

福岡市 4 17 17 1 5 5

熊本市 2 2 2 2 2

函館市

旭川市

青森市 3 3 3 2 2 2

盛岡市 1 2 2 1 1 1

秋田市 3 9 9 1 1 1

郡山市 2 2 2 2 2

いわき市 8 24 2 26

宇都宮市 5 13 13 5 5

前橋市 1 2 2 2 7 7

高崎市 1 3 3 2 2 2

川越市 3 4 4 2 4 4

船橋市 1 2 1 1

柏市

横須賀市 3 13 1 14 1 5 5

富山市 4 8 8 1 1 1

金沢市 2 4 1 3 1 1 1

長野市 4 9 9 1 1 1

岐阜市 4 4 4

豊橋市 3 3 3 4 4

岡崎市 2 3 3 2 2

豊田市 2 4 4 4 6 6

大津市 1 3 3 2 3 3

豊中市 1 10 3 4 9 1 1

高槻市 2 12 12 2 2

東大阪市 10 10

姫路市 6 16 3 2 21 1 13 1 12

尼崎市 6 19 19 3 4 4

西宮市 2 3 1 2

奈良市 1 2 2 1 2 2

和歌山市 3 4 4 2 3 3

倉敷市 11 32 32 3 5 5

福山市 6 12 12 2 5 2 3

下関市

高松市 3 3 3 1 2 2

松山市 2 4 4

高知市 2 2 2 1 2 2

久留米市 2 2 2 1 1 1

長崎市 3 4 4 1 2 2

大分市 3 17 1 16 2 2

宮崎市 2 2 1 1 1

鹿児島市 2 3 3

合　計 869 2003 27 5 0 0 0 59 1976 410 893 10 0 0 0 1 23 879

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。
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表Ⅰ－７（９a）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－都道府県別）

小　計

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

規模未
満変更

(e)
注6）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

北海道 27 60 4 2 62 1 5 5

青森県 19 55 55

岩手県 6 6 6

宮城県 1 5 5

秋田県 6 10 1 9

山形県 17 17 17 1 26 26

福島県 26 51 1 50

茨城県 42 83 8 75

栃木県 7 8 2 10

群馬県 8 9 2 2 9 1 2 2

埼玉県 76 173 2 6 169

千葉県 49 121 121

東京都 52 235 6 1 1 239 1 3 3

神奈川県 20 76 4 4 76

新潟県 32 45 4 41

富山県 8 30 1 5 26

石川県 9 11 11

福井県 14 34 3 31

山梨県 7 9 9

長野県 27 94 94

岐阜県 28 35 1 1 35

静岡県 43 68 68

愛知県 45 71 1 2 70 1 1 1

三重県 24 42 1 41

滋賀県 4 12 12

京都府 12 19 19

大阪府 37 106 106

兵庫県 48 76 1 75

奈良県 22 32 32

和歌山県 16 19 19

鳥取県 16 31 31

島根県 17 26 1 25

岡山県 18 29 29

広島県 14 20 1 19 1 1 1

山口県 21 52 2 50

徳島県 22 39 39

香川県 17 29 1 28

愛媛県 9 14 14

高知県 6 9 2 7

福岡県 32 61 5 56

佐賀県 12 16 16

長崎県 14 23 1 22

熊本県 7 11 11

大分県

宮崎県 2 2 2

鹿児島県

沖縄県 24 32 1 33

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。

廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及び
PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設及び分離施設

廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び
灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
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表Ⅰ－７（９b）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－政令市別）

小　計

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

規模未
満変更

(e)
注6）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

札幌市 4 16 16

仙台市 11 30 30

さいたま市 7 12 12

千葉市 6 29 1 28 1 1 1

横浜市 8 38 3 35 2 2 2

川崎市 17 39 1 1 39 1 26 26

相模原市 9 31 1 30

新潟市 7 14 2 12

静岡市 7 9 9

浜松市 4 13 13

名古屋市 6 28 28 1 1 1

京都市 7 23 2 21

大阪市 13 46 2 3 45 2 5 5

堺市 8 11 11

神戸市 7 16 2 1 17

岡山市 12 15 15

広島市 17 44 44 1 1 1

北九州市 14 88 1 87 1 14 14

福岡市 5 22 22

熊本市 2 4 4

函館市

旭川市

青森市 5 5 5

盛岡市 2 3 3

秋田市 4 10 10

郡山市 2 2 2 4

いわき市 8 24 2 26

宇都宮市 5 18 18

前橋市 3 9 9

高崎市 3 5 5

川越市 5 8 8

船橋市 1 2 1 1

柏市

横須賀市 4 18 1 19

富山市 5 9 9 2 2 2

金沢市 3 5 1 4

長野市 5 10 10

岐阜市 4 4 4

豊橋市 3 7 7

岡崎市 2 5 5

豊田市 6 10 10 1 40 40

大津市 3 6 6

豊中市 1 11 3 5 9

高槻市 2 14 14

東大阪市 10 10

姫路市 7 29 3 2 1 33

尼崎市 9 23 23

西宮市 2 3 1 2

奈良市 2 4 4

和歌山市 5 7 7

倉敷市 14 37 37

福山市 8 17 2 15

下関市

高松市 4 5 5

松山市 2 4 4

高知市 3 4 4

久留米市 3 3 3

長崎市 4 6 6

大分市 3 19 1 18

宮崎市 1 3 3

鹿児島市 2 3 3

合　計 1279 2896 37 5 0 0 1 82 2855 18 128 2 0 0 0 0 130

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。

廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び
灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及び

PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設及び分離施設

- 53 -



表Ⅰ－７（１０a）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－都道府県別）

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

北海道 5 5 5

青森県 1 1 1

岩手県 1 1 1

宮城県 1 1 1 1 1 1

秋田県

山形県

福島県

茨城県 3 5 5 4 4 4

栃木県 1 1 1 3 3 3

群馬県 2 3 3 1 2 1 1

埼玉県 3 6 6 10 10 10

千葉県 1 1 1 3 3 3

東京都 21 21 21

神奈川県 1 2 2 13 15 15

新潟県

富山県 1 1 1 2 3 3

石川県

福井県 1 1 1

山梨県 1 1 1

長野県 1 1 1 3 3 3

岐阜県 2 3 3 2 2 2

静岡県 2 3 3 2 2 2

愛知県 3 4 4 8 7 1 8

三重県 2 2 2

滋賀県 1 1 1 2 2 2

京都府 2 2 2

大阪府 1 2 2 12 12 12

兵庫県 5 5 5

奈良県 1 2 2

和歌山県

鳥取県 4 4 4

島根県 1 1 1

岡山県 2 1 1 2

広島県 1 2 2

山口県 1 2 2

徳島県

香川県 1 3 3

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県 1 2 2

長崎県 1 2 1 1

熊本県

大分県

宮崎県 1 1 1

鹿児島県

沖縄県 1 2 2

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。

下水道終末処理施設
ﾌﾛﾝ類の破壊の用に供する施設のうちﾌﾟﾗｽﾞﾏ反応施設、

廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
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表Ⅰ－７（１０b）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－政令市別）

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

札幌市 4 4 4

仙台市 2 2 2

さいたま市

千葉市 2 4 4

横浜市 5 22 3 19

川崎市 3 6 6

相模原市 1 2 2

新潟市 1 1 1 1 1 1

静岡市 1 2 2 3 4 4

浜松市 2 2 2

名古屋市 6 7 7

京都市 4 4 4

大阪市 7 8 1 7

堺市 1 1 1 2 2 2

神戸市 4 4 4

岡山市 1 1

広島市 5 7 7

北九州市 1 2 2 3 4 4

福岡市 3 3 3

熊本市 2 2 2

函館市 1 1 1

旭川市 1 1 1

青森市

盛岡市

秋田市 2 2 2

郡山市 1 1 1

いわき市 1 1 1

宇都宮市

前橋市 1 3 3

高崎市 1 1 1

川越市

船橋市

柏市

横須賀市 2 2 2

富山市 1 1 1 2 2 2

金沢市 1 1 1 3 4 4

長野市 3 3 3

岐阜市 2 2 2

豊橋市 1 1 1

岡崎市

豊田市

大津市 1 1 1

豊中市 1 2 1 1

高槻市 1 4 4

東大阪市 2 2 2

姫路市 1 2 2 2 2 2

尼崎市 2 2 2

西宮市 3 2 1 3

奈良市

和歌山市 2 2 2

倉敷市 1 1 1

福山市 1 1 1

下関市 1 1 1

高松市 2 2 2

松山市

高知市 1 2 2 1 1 1

久留米市

長崎市 1 1 1

大分市

宮崎市 2 2 2

鹿児島市 1 3 3 1 1 1

合　計 38 61 0 0 0 0 0 61 218 258 3 0 8 253

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。

ﾌﾛﾝ類の破壊の用に供する施設のうちﾌﾟﾗｽﾞﾏ反応施設、
廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設

下水道終末処理施設
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表Ⅰ－７（１１a）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－都道府県別）

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

北海道 41 88 4 2 90

青森県 23 73 73

岩手県 1 1 8 9 9

宮城県 2 2 6 16 16

秋田県 1 1 6 11 1 10

山形県 18 43 43

福島県 1 1 30 61 1 60

茨城県 53 106 8 98

栃木県 13 16 2 18

群馬県 13 15 4 3 16

埼玉県 96 240 8 6 242

千葉県 3 4 4 60 136 1 137

東京都 74 259 6 1 1 263

神奈川県 37 105 4 4 105

新潟県 4 9 9 37 73 4 4 73

富山県 18 43 1 5 39

石川県 9 11 11

福井県 17 40 3 37

山梨県 8 10 10

長野県 2 2 32 102 102

岐阜県 35 42 2 1 43

静岡県 1 1 2 57 297 1 298

愛知県 2 2 1 3 67 99 3 2 100

三重県 1 2 2 30 55 1 54

滋賀県 10 20 1 19

京都府 15 22 22

大阪府 50 120 120

兵庫県 56 87 1 86

奈良県 23 34 34

和歌山県 16 19 19

鳥取県 21 39 39

島根県 1 1 19 29 1 28

岡山県 21 31 1 32

広島県 1 1 1 20 29 2 27

山口県 1 1 1 27 69 2 67

徳島県 23 41 41

香川県 1 1 1 21 38 1 2 37

愛媛県 2 5 5 15 36 36

高知県 6 9 2 7

福岡県 1 1 1 35 70 7 63

佐賀県 13 18 18

長崎県 16 26 2 24

熊本県 8 12 12

大分県

宮崎県 1 1 1 5 6 6

鹿児島県 1 1 1

沖縄県 1 1 1 27 36 1 37

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。

合　計
水質基準対象施設を設置する工場又は事業場

から排出される水の処理施設
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表Ⅰ－７（１１b）　　水質基準対象施設の届出等の状況
注１）

（施設種類別・総括－政令市別）

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

事業場

数
注２）

２３年
度末施
設数
(a)

新設
(b)
注3）

既設
(c)
注4）

瀬法か
ら法へ
の移行
(d1)
注5）

法から
瀬法へ
の移行
(d2)
注5）

規模未
満変更
(e)

廃止
(f)

２４年
度末施
設数
(a+b+c-
f)

札幌市 8 20 20

仙台市 13 32 32

さいたま市 7 12 12

千葉市 1 1 1 11 36 1 35

横浜市 2 2 2 18 67 6 61

川崎市 21 71 1 1 71

相模原市 1 2 1 1 11 35 2 33

新潟市 1 1 12 23 2 21

静岡市 13 22 22

浜松市 8 20 20

名古屋市 15 45 45

京都市 12 33 2 31

大阪市 22 59 2 4 57

堺市 13 16 16

神戸市 11 20 2 1 21

岡山市 12 16 1 15

広島市 24 53 53

北九州市 1 1 21 111 1 110

福岡市 8 25 25

熊本市 4 6 6

函館市 1 1 1

旭川市 2 4 4

青森市 5 5 5

盛岡市 2 3 3

秋田市 8 14 14

郡山市 3 3 2 5

いわき市 1 1 11 34 2 36

宇都宮市 1 1 1 6 19 19

前橋市 4 12 12

高崎市 4 6 6

川越市 5 8 8

船橋市 1 2 1 1

柏市

横須賀市 6 20 1 21

富山市 1 1 1 11 15 15

金沢市 1 1 7 11 2 9

長野市 8 13 13

岐阜市 6 6 6

豊橋市 4 8 8

岡崎市 2 5 5

豊田市 8 51 51

大津市 4 7 7

豊中市 2 13 3 6 10

高槻市 3 18 18

東大阪市 2 12 12

姫路市 1 1 1 14 53 4 2 2 57

尼崎市 11 25 25

西宮市 3 1 2 5 8 1 2 7

奈良市 2 4 4

和歌山市 8 10 10

倉敷市 1 1 16 43 43

福山市 9 18 2 16

下関市 2 2 2

高松市 6 7 7

松山市 2 4 4

高知市 5 7 7

久留米市 3 3 3

長崎市 5 7 7

大分市 2 3 3 6 23 1 22

宮崎市 3 5 5

鹿児島市 4 7 7

合　計 27 56 2 0 0 0 3 55 1716 3980 58 5 0 0 1 99 3943

注１）法に基づく届出及び瀬戸内海法に基づく許可等とを総括してとりまとめた。

注２）事業場数については、１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合は、その事業場を最も代表する特定施設の欄に計上した。

注３）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１２条第１項に基づく届出又は瀬戸内海法第５条第１項に基づく

　　　許可がなされたものを計上した。

注４）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、法第１３条第１項または瀬戸内海法第７条第２項に基づく届出が

　　　なされたものを計上した。

注５）「瀬法から法への移行」、「法から瀬法への移行」欄には、事業場からの１日当たりの最大排水量の増減により、

　　　法及び瀬戸内海法の間で適用が変わった施設を計上した。

注６）「規模未満変更」とは、廃棄物焼却炉に係る施設において構造等の変更により水質基準対象施設でなくなったもの。

水質基準対象施設を設置する工場又は事業場
から排出される水の処理施設

合　計
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表Ⅰ－８（１a）　　鉱山保安法等関係法令施設のうち大気基準適用施設に係る状況
（施設種類別－都道府県別）

亜鉛回収施設
焙焼炉 焼結炉 溶鉱炉 溶解炉 乾燥炉 小計

24年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末

事業場数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県 1 1 2

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注１）法第36条の規定に基づき把握された大気基準適用施設に係る施設及び事業場の数を含む。

　　　法に基づく届出がなされた施設を有する事業場と重複する事業場及び当該事業場にある鉱山保安法等関係法令施設の数を

　　　（　）内に再掲した。
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表Ⅰ－８（１b）　　鉱山保安法等関係法令施設のうち大気基準適用施設に係る状況
（施設種類別－政令市別）

亜鉛回収施設
焙焼炉 焼結炉 溶鉱炉 溶解炉 乾燥炉 小計

24年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末

事業場数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

注１）法第36条の規定に基づき把握された大気基準適用施設に係る施設及び事業場の数を含む。

　　　法に基づく届出がなされた施設を有する事業場と重複する事業場及び当該事業場にある鉱山保安法等関係法令施設の数を

　　　（　）内に再掲した。

- 59 -



表Ⅰ－８（２a）　　鉱山保安法等関係法令施設のうち大気基準適用施設に係る状況
（施設種類別－都道府県別）

廃棄物焼却炉

24年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末

事業場数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数

北海道 1 1 1

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県 1 1 1

茨城県

栃木県 1(1) 2(2) 2(2)

群馬県 1

埼玉県

千葉県

東京都 1(1) 1(1) 1(1)

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県 2(2) 2(2) 2 2(2) 2 1(1) 1

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府 1(1) 1(1) 1(1)

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県 1 1 1

香川県

愛媛県 2 3 3 1 1

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県 2(1) 2(2) 2

注１）法第36条の規定に基づき把握された大気基準適用施設に係る施設及び事業場の数を含む。

　　　法に基づく届出がなされた施設を有する事業場と重複する事業場及び当該事業場にある鉱山保安法等関係法令施設の数を

　　　（　）内に再掲した。

4t/h以上 2t/h以上～
4t/h未満

200kg/h以上～
2t/h未満

100kg/h以上～
200kg/h未満

50kg/h以上～
100kg/h未満

50kg/h未満
（0.5㎡以上）
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表Ⅰ－８（２b）　　鉱山保安法等関係法令施設のうち大気基準適用施設に係る状況
（施設種類別－政令市別）

廃棄物焼却炉

24年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末

事業場数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数 施設数

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市 1

横浜市 1(1) 1(1) 1(1)

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市 2 2 2

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 15(7) 7(2) 7(2) 0 0 10(7) 11(3) 3(2) 4 1(1) 1 0 0

注１）法第36条の規定に基づき把握された大気基準適用施設に係る施設及び事業場の数を含む。

　　　法に基づく届出がなされた施設を有する事業場と重複する事業場及び当該事業場にある鉱山保安法等関係法令施設の数を

　　　（　）内に再掲した。

4t/h以上 2t/h以上～
4t/h未満

50kg/h以上～
100kg/h未満

50kg/h未満
（0.5㎡以上）

200kg/h以上～
2t/h未満

100kg/h以上～
200kg/h未満
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表Ⅰ－８（３a）　　鉱山保安法等関係法令施設のうち大気基準適用施設に係る状況
（施設種類別－都道府県別）

 廃棄物焼却炉 合　計
小計

24年度末 23年度末 24年度末 23年度末

施設数 施設数 事業場数 施設数 施設数

北海道 1 1 1 1 1

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県 1 1 1 1 1

茨城県

栃木県 2(2) 2(2) 1(1) 2(2) 2(2)

群馬県 1 3

埼玉県

千葉県

東京都 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1)

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県 5(5) 5 2(2) 5(5) 5

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1)

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県 1 1 1 1 1

香川県

愛媛県 4 4 2 4 4

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県 2(2) 2 2(1) 2(2) 2

注１）法第36条の規定に基づき把握された大気基準適用施設に係る施設及び事業場の数を含む。

　　　法に基づく届出がなされた施設を有する事業場と重複する事業場及び当該事業場にある鉱山保安法等関係法令施設の数を

　　　（　）内に再掲した。
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表Ⅰ－８（３b）　　鉱山保安法等関係法令施設のうち大気基準適用施設に係る状況
（施設種類別－政令市別）

 廃棄物焼却炉 合　計
小計

24年度末 23年度末 24年度末 23年度末

施設数 施設数 事業場数 施設数 施設数

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市 1 1

横浜市 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1)

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市 2 2 2 2 2

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 21(12) 23(5) 15(7) 21(12) 25(5)

注１）法第36条の規定に基づき把握された大気基準適用施設に係る施設及び事業場の数を含む。

　　　法に基づく届出がなされた施設を有する事業場と重複する事業場及び当該事業場にある鉱山保安法等関係法令施設の数を

　　　（　）内に再掲した。
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表Ⅰ－９（１a）　　鉱山保安法等関係法令施設のうち水質基準対象施設に係る状況
（施設種類別－都道府県別）

24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末

 事業場数 施設数 施設数  事業場数 施設数 施設数  事業場数 施設数 施設数  事業場数 施設数 施設数  事業場数 施設数 施設数

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県 1 1 1 1 1 1

茨城県

栃木県 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1)

群馬県 2 2

埼玉県

千葉県

東京都 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1)

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県 2 3 3 2 3 3

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注１）法第36条の規定に基づき把握された水質基準対象施設に係る施設及び事業場の数を含む。

　　　法に基づく届出がなされた施設を有する事業場と重複する事業場及び当該事業場にある鉱山保安法等関係法令施設の数を（　）内に再掲した。

廃ガス洗浄施設、
湿式集じん施設

灰の貯留施設

廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び
灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの

小計

ﾌﾛﾝ類の破壊の用に供する
施設のうちﾌﾟﾗｽﾞﾏ反応施
設、廃ガス洗浄施設及び
湿式集じん施設

廃PCB等又はPCB処理物の分
解施設及びPCB汚染物又は
PCB処理物の洗浄施設及び分

離施設
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表Ⅰ－９（１b）　　鉱山保安法等関係法令施設のうち水質基準対象施設に係る状況
（施設種類別－政令市別）

24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末

事業場数 施設数 施設数 事業場数 施設数 施設数 事業場数 施設数 施設数 事業場数 施設数 施設数 事業場数 施設数 施設数

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1)

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 6(3) 7(3) 9(3) 0 0 0 6(3) 7(3) 9(3) 0 0 0 0 0 0

注１）法第36条の規定に基づき把握された水質基準対象施設に係る施設及び事業場の数を含む。

　　　法に基づく届出がなされた施設を有する事業場と重複する事業場及び当該事業場にある鉱山保安法等関係法令施設の数を（　）内に再掲した。

廃ガス洗浄施設、
湿式集じん施設

灰の貯留施設 小計

ﾌﾛﾝ類の破壊の用に供する
施設のうちﾌﾟﾗｽﾞﾏ反応施
設、廃ガス洗浄施設及び
湿式集じん施設

廃PCB等又はPCB処理物の分
解施設及びPCB汚染物又は
PCB処理物の洗浄施設及び分

離施設

廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び
灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
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表Ⅰ－９（２a）　　鉱山保安法等関係法令施設のうち水質基準対象施設に係る状況
（施設種類別－都道府県別）

24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末

 事業場数 施設数 施設数  事業場数 施設数 施設数  事業場数 施設数 施設数

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県 1 1 1 1 1 1

山形県

福島県 1 1 1

茨城県

栃木県 1(1) 1(1) 1(1) 2(2) 2(2) 2(2)

群馬県 2

埼玉県

千葉県

東京都 1(1) 1(1) 1(1)

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県 2 3 3

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注１）法第36条の規定に基づき把握された水質基準対象施設に係る施設及び事業場の数を含む。

　　　法に基づく届出がなされた施設を有する事業場と重複する事業場及び当該事業場にある鉱山保安法等関係法令施設の数を（　）内に再掲した。

合　計

水質基準対象施設
を設置する工場
又は事業場から

排出される
水の処理施設

下水道終末
処理施設
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表Ⅰ－９（２b）　　鉱山保安法等関係法令施設のうち水質基準対象施設に係る状況
（施設種類別－政令市別）

24年度末 23年度末 24年度末 23年度末 24年度末 23年度末

事業場数 施設数 施設数 事業場数 施設数 施設数 事業場数 施設数 施設数

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市 1(1) 1(1) 1(1)

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 0 0 0 2(1) 2(1) 2(1) 8(4) 9(4) 11(4)

注１）法第36条の規定に基づき把握された水質基準対象施設に係る施設及び事業場の数を含む。

　　　法に基づく届出がなされた施設を有する事業場と重複する事業場及び当該事業場にある鉱山保安法等関係法令施設の数を（　）内に再掲した。

水質基準対象施設
を設置する工場
又は事業場から

排出される
水の処理施設

合　計
下水道終末
処理施設
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表Ⅰ－１０（１a）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・法－都道府県別）

焼結鉱の製造の用に 製鋼用電気炉 亜鉛回収施設

供する焼結炉 焙焼炉 焼結炉

別表第一
法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

北海道 1 1 3 3

青森県 1 1 1 1

岩手県

宮城県 2 2

秋田県

山形県

福島県 2 2

茨城県 2 2 5 5 2 2

栃木県 2 2

群馬県 1 1 1 1

埼玉県 5 3 2

千葉県 3 3

東京都 3 3

神奈川県 1 1

新潟県 3 3

富山県 1 1

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県 3 3 15 10 5 1 1

三重県

滋賀県

京都府

大阪府 4 3 1

兵庫県 1 1 1 1

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県 4 4

岡山県

広島県 2 2

山口県 12 9 3

徳島県

香川県

愛媛県 2 2

高知県

福岡県

佐賀県 1 1

長崎県

熊本県 1 1 1 1

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県 1 1

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+c)

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)
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表Ⅰ－１０（１b）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・法－政令市別）

焼結鉱の製造の用に 製鋼用電気炉 亜鉛回収施設

供する焼結炉 焙焼炉 焼結炉

別表第一
法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

札幌市 1 1

仙台市 1 1

さいたま市

千葉市 2 1 1

横浜市

川崎市 1 1 4 4

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市 1 1

京都市

大阪市 10 9 1

堺市 5 5

神戸市

岡山市

広島市

北九州市 3 3 6 2 1 3

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市 1 1 1 1

宇都宮市 1 1

前橋市

高崎市

川越市

船橋市 1 1

柏市

横須賀市

富山市 1 1

金沢市

長野市

岐阜市 2 2

豊橋市 1 1

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市 5 5 2 1 1 3 3

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市 3 2 1 2 2 1 1

倉敷市 4 4 5 5

福山市 4 4

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市 2 2

宮崎市

鹿児島市

合　計 31 29 2 112 92 7 13 13 10 3 5 1 4

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+b+c)
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表Ⅰ－１０（２a）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・法－都道府県別）

亜鉛回収施設

溶鉱炉 溶解炉 乾燥炉 小　計

北海道

青森県 1 1 2 2

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県 2 2

茨城県 2 2

栃木県

群馬県 1 1 2 2

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県 1 1

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県 1 1 3 3

高知県

福岡県 1 1 1 1 2 2

佐賀県

長崎県

熊本県 1 1

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

別表第
一
(c)
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表Ⅰ－１０（２b）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・法－政令市別）

亜鉛回収施設

溶鉱炉 溶解炉 乾燥炉 小　計

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市 2 2 4 4

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市 6 6 11 1 10

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市 1 1

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 2 1 1 3 2 1 8 2 6 31 16 15

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+c)
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表Ⅰ－１０（３a）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・法－都道府県別）

アルミニウム合金製造施設

焙焼炉 溶解炉 乾燥炉 小　計

北海道 16 3 13 16 3 13

青森県

岩手県

宮城県 1 1 1 1

秋田県

山形県 2 2 2 2

福島県 1 1 24 20 4 2 2 27 23 4

茨城県 3 3 26 26 3 1 2 32 27 5

栃木県 3 3 55 40 15 2 1 1 60 44 16

群馬県 1 1 7 4 3 2 1 1 10 6 4

埼玉県 42 21 21 4 2 2 46 23 23

千葉県 8 5 3 8 5 3

東京都

神奈川県

新潟県 14 4 10 14 4 10

富山県 34 32 2 34 32 2

石川県 1 1 1 1

福井県 15 10 5 2 1 1 17 11 6

山梨県 2 2 1 1 3 3

長野県 13 6 7 2 2 15 6 9

岐阜県 3 2 1 3 2 1

静岡県 5 2 3 58 40 18 7 4 3 70 46 24

愛知県 8 3 5 101 59 42 8 4 4 117 66 51

三重県 2 2 29 22 7 2 1 1 33 25 8

滋賀県 16 9 7 2 1 1 18 10 8

京都府 4 2 2 4 2 2

大阪府 12 12 3 2 1 15 14 1

兵庫県 2 2 4 4 6 4 2

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県 2 2 1 1 3 2 1

広島県 3 3 3 3

山口県 1 1 1 1

徳島県

香川県 1 1 1 1 2 2

愛媛県

高知県

福岡県 19 10 9 2 2 21 10 11

佐賀県 4 2 2 4 2 2

長崎県 1 1 1 1

熊本県 18 5 13 1 1 19 5 14

大分県 1 1 1 1 2 2

宮崎県 1 1 1 1

鹿児島県 2 1 1 2 1 1

沖縄県

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)
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表Ⅰ－１０（３b）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・法－政令市別）

アルミニウム合金製造施設

焙焼炉 溶解炉 乾燥炉 小　計

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市 3 2 1 1 1 4 3 1

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市 20 17 3 20 17 3

浜松市 1 1 1 1

名古屋市 14 13 1 14 13 1

京都市 8 6 2 1 1 9 7 2

大阪市 2 2 2 2

堺市 6 6 1 1 7 7

神戸市

岡山市

広島市 2 1 1 1 1 3 2 1

北九州市 1 1 3 2 1 4 2 2

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市 1 1 1 1

郡山市

いわき市 1 1 1 1

宇都宮市

前橋市 3 2 1 3 2 1

高崎市

川越市 1 1 1 1

船橋市

柏市

横須賀市

富山市 6 6 2 2 8 8

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市 5 4 1 5 4 1

岡崎市 2 1 1 2 1 1

豊田市 29 14 15 3 3 32 14 18

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市 2 2 14 14 16 16

尼崎市

西宮市

奈良市 1 1 1 1

和歌山市

倉敷市 8 8 8 8

福山市

下関市 12 12 12 12

高松市 1 1 1 1

松山市

高知市

久留米市 3 3 3 3

長崎市

大分市 2 2 2 2

宮崎市

鹿児島市 1 1 1 1

合　計 30 15 15 689 464 225 53 25 28 772 504 268

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+c)
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表Ⅰ－１０（４a）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・法－都道府県別）

廃棄物焼却炉

4t/h以上 2t/h以上～4t/h未満 200kg/h以上～2t/h未満

別表第一 別表第一 別表第一
法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

北海道 18 10 8 24 15 6 3 112 75 7 30

青森県 10 5 1 4 22 10 5 7 31 22 3 6

岩手県 2 2 24 16 1 7 26 19 1 6

宮城県 22 3 19 35 25 10 28 22 6

秋田県 3 1 2 13 11 2 44 29 3 12

山形県 7 5 1 1 12 5 1 6 26 13 3 10

福島県 8 3 5 30 27 3 48 36 2 10

茨城県 28 20 8 58 43 4 11 69 50 6 13

栃木県 10 8 2 33 19 2 12 40 33 3 4

群馬県 13 12 1 24 24 38 30 1 7

埼玉県 42 26 16 77 74 3 81 72 1 8

千葉県 46 29 1 16 77 54 5 18 66 47 4 15

東京都 109 64 8 37 49 28 1 20 46 36 5 5

神奈川県 35 25 10 30 26 1 3 27 20 3 4

新潟県 8 6 2 53 43 1 9 57 37 5 15

富山県 6 1 5 17 11 6 17 10 7

石川県 12 10 2 25 21 4

福井県 7 6 1 12 12 28 18 4 6

山梨県 3 3 20 13 7 24 19 5

長野県 7 4 3 27 27 65 42 13 10

岐阜県 2 2 31 14 4 13 69 45 12 12

静岡県 28 19 2 7 45 28 7 10 72 59 3 10

愛知県 46 29 4 13 47 36 4 7 84 66 5 13

三重県 19 14 5 31 24 2 5 60 50 3 7

滋賀県 6 3 3 21 18 3 35 23 1 11

京都府 6 2 4 13 9 4 28 21 3 4

大阪府 33 22 11 35 25 2 8 41 33 1 7

兵庫県 19 14 5 35 32 1 2 65 50 5 10

奈良県 6 5 1 23 17 6 41 36 5

和歌山県 12 6 4 2 34 24 3 7

鳥取県 5 3 2 6 1 3 2 35 25 5 5

島根県 2 2 10 3 1 6 25 17 3 5

岡山県 4 4 15 13 2 47 38 4 5

広島県 9 3 6 20 18 2 48 35 6 7

山口県 10 8 2 24 17 3 4 43 33 3 7

徳島県 1 1 25 20 5 49 33 6 10

香川県 7 4 3 8 6 2 28 26 2

愛媛県 15 8 5 2 19 6 10 3 50 36 9 5

高知県 11 5 2 4 28 20 4 4

福岡県 14 6 8 29 24 5 48 33 5 10

佐賀県 4 4 13 11 2 41 30 3 8

長崎県 8 2 3 3 15 10 5 52 32 4 16

熊本県 2 2 25 14 7 4 37 28 3 6

大分県 3 1 2 12 10 2 19 18 1

宮崎県 11 5 1 5 8 8 17 12 1 4

鹿児島県 23 15 2 6 48 32 2 14

沖縄県 8 2 6 18 13 2 3 32 13 1 18

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)
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表Ⅰ－１０（４b）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・法－政令市別）

廃棄物焼却炉

4t/h以上 2t/h以上～4t/h未満 200kg/h以上～2t/h未満

別表第一 別表第一 別表第一
法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

札幌市 9 4 3 2 8 5 1 2 1 1

仙台市 13 6 7 5 3 2 3 1 2

さいたま市 13 11 2 3 2 1 5 5

千葉市 13 7 2 4 3 3 5 4 1

横浜市 26 17 4 5 4 3 1 5 3 2

川崎市 21 12 9 6 3 3 16 10 6

相模原市 7 4 3 1 1 8 8

新潟市 9 5 4 8 3 2 3 14 9 1 4

静岡市 6 4 2 3 3 8 8

浜松市 8 4 4 11 9 1 1 21 19 2

名古屋市 19 12 2 5 1 1 3 1 2

京都市 21 12 3 6 10 5 2 3

大阪市 26 16 3 7 7 6 1 10 6 2 2

堺市 15 9 6 2 2 5 2 3

神戸市 14 12 2 3 2 1 2 2

岡山市 8 4 3 1 1 1 26 22 1 3

広島市 9 4 5 4 2 2 24 14 1 9

北九州市 17 11 6 3 3 17 8 9

福岡市 9 6 3 4 3 1 5 5

熊本市 4 4 1 1 6 5 1

函館市 3 1 2 3 3

旭川市 2 2 2 1 1 1 1

青森市 8 4 2 2 2 2 2 2

盛岡市 3 3 3 3 5 4 1

秋田市 3 3 3 1 2 6 6

郡山市 4 4 3 1 2 1 1

いわき市 13 8 3 2 6 2 2 2 5 4 1

宇都宮市 6 2 4 4 4 5 2 1 2

前橋市 3 3 4 2 2 3 3

高崎市 3 3 2 1 1 5 3 2

川越市 2 2 3 2 1 2 1 1

船橋市 8 8 1 1

柏市 5 3 2 3 3 2 1 1

横須賀市 5 4 1 3 3 1 1

富山市 3 1 2 10 8 2

金沢市 5 3 2 4 2 2 6 3 1 2

長野市 3 3 1 1 10 9 1

岐阜市 5 5 6 5 1 4 4

豊橋市 3 1 2 4 2 2 3 1 1 1

岡崎市 7 5 2 5 4 1

豊田市 4 1 3 3 1 2 3 2 1

大津市 6 5 1 3 2 1

豊中市 5 1 4 2 2

高槻市 5 5 2 1 1 2 2

東大阪市 8 1 5 2 4 1 3

姫路市 12 4 8 9 5 4 4 2 2

尼崎市 7 3 1 3 3 1 2 3 3

西宮市 5 5 1 1 1 1

奈良市 4 4 4 4

和歌山市 6 6 4 3 1 10 9 1

倉敷市 10 7 3 12 9 3 19 17 1 1

福山市 4 4 6 6 13 12 1

下関市 2 1 1 1 1 8 6 2

高松市 5 2 3 8 7 1

松山市 6 3 3 3 2 1 12 6 6

高知市 3 3 1 1 3 2 1

久留米市 3 3 4 3 1

長崎市 4 4 3 2 1

大分市 9 5 1 3 2 1 1 14 8 2 4

宮崎市 3 3 1 1 1 1

鹿児島市 4 2 2 2 2 13 7 6

合　計 1122 657 90 375 1416 1014 113 289 2476 1795 194 487

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

附則別
表第二

(a)
注１）

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

２４年
度末施
設数
(a+b+c)
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表Ⅰ－１０（５a）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・法－都道府県別）

廃棄物焼却炉

100kg/h以上～200kg/h未満 50kg/h以上～100kg/h未満 50kg/h未満（0.5㎡以上）

別表第一 別表第一 別表第一
法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

北海道 75 27 4 44 19 13 6 10 5 1 4

青森県 54 20 1 33 10 5 5 8 4 2 2

岩手県 65 20 11 34 7 2 2 3 2 1 1

宮城県 48 11 37 9 5 4 5 4 1

秋田県 18 10 8 1 1 5 5

山形県 61 18 43 5 3 2 7 4 3

福島県 18 13 5 14 9 5 9 8 1

茨城県 189 66 3 120 26 15 11 10 4 1 5

栃木県 70 36 34 22 9 13 7 5 2

群馬県 28 15 13 14 3 11 1 1

埼玉県 28 18 3 7 65 24 41 13 7 6

千葉県 130 43 87 27 14 13 16 6 10

東京都 48 28 20 52 26 26 19 12 7

神奈川県 31 18 1 12 12 5 1 6 4 3 1

新潟県 64 23 41 22 14 8 19 16 3

富山県 31 18 13 8 7 1 3 1 2

石川県 41 21 20 6 5 1 1 1

福井県 41 21 20 9 9 6 3 3

山梨県 26 11 15 7 6 1 5 5

長野県 52 28 24 10 6 4 5 3 2

岐阜県 81 76 3 2 45 39 6 9 7 2

静岡県 96 45 12 39 33 19 14 22 7 15

愛知県 49 31 18 24 11 13 6 3 3

三重県 78 42 36 23 15 8 9 5 4

滋賀県 32 24 8 8 7 1 9 8 1

京都府 34 16 18 6 5 1

大阪府 20 15 5 6 6 6 3 1 2

兵庫県 109 74 35 31 20 11 5 4 1

奈良県 106 41 65 16 7 9 3 2 1

和歌山県 31 15 16 7 6 1 5 3 2

鳥取県 42 19 4 19 5 5 1 1

島根県 26 13 13 4 1 3 8 6 2

岡山県 62 22 40 4 3 1 6 5 1

広島県 48 29 19 17 8 9 12 7 5

山口県 43 27 2 14 20 19 1 9 7 2

徳島県 75 34 41 10 8 2 2 2

香川県 62 21 41 13 11 2 5 4 1

愛媛県 71 24 5 42 24 13 1 10 15 6 9

高知県 64 34 30 14 9 5 4 3 1

福岡県 79 41 38 31 29 2 12 11 1

佐賀県 39 22 17 8 5 3 4 2 2

長崎県 33 15 18 3 1 2 4 2 2

熊本県 37 1 6 30 7 5 1 1 8 6 2

大分県 16 6 10 8 7 1 4 4

宮崎県 32 8 24 1 1

鹿児島県 74 31 43 12 7 5 7 6 1

沖縄県 28 5 23 10 1 9 5 1 4

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

- 76 -



表Ⅰ－１０（５b）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・法－政令市別）

廃棄物焼却炉

100kg/h以上～200kg/h未満 50kg/h以上～100kg/h未満 50kg/h未満（0.5㎡以上）

別表第一 別表第一 別表第一
法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

札幌市 4 1 3 2 2 2 2

仙台市 8 6 2 1 1

さいたま市 2 2 4 3 1 2 2

千葉市 16 9 7 8 6 2 1 1

横浜市 12 10 2 26 23 3 5 5

川崎市 1 1 4 4 3 3

相模原市 3 3 1 1

新潟市 19 10 9 7 6 1 2 2

静岡市 19 11 3 5 9 5 4 4 4

浜松市 17 12 5 1 1 1 1

名古屋市 14 4 5 5 8 1 4 3 6 1 2 3

京都市 15 13 2 14 14 2 2

大阪市 3 1 2 7 6 1

堺市 12 6 6 6 6

神戸市 12 8 4 2 1 1 1 1

岡山市 13 8 5 2 2 2 2

広島市 11 9 2 1 1 1 1

北九州市 12 8 4 3 1 2

福岡市 5 2 3

熊本市 9 6 3 1 1

函館市 3 1 2

旭川市 4 2 2 3 3

青森市 12 12 3 3 4 1 3

盛岡市 9 7 2 1 1 2 2

秋田市 3 2 1 1 1

郡山市 6 5 1 3 2 1

いわき市 1 1 2 2

宇都宮市 5 5 2 2 1 1

前橋市 12 2 1 9 3 2 1 1 1

高崎市 7 2 5 7 2 5 3 3

川越市 2 1 1 2 1 1

船橋市 3 3 3 2 1

柏市 4 1 3 2 1 1

横須賀市 4 4 1 1 5 5

富山市 15 5 10 7 2 5 2 1 1

金沢市 8 4 4 6 4 2 1 1

長野市 6 2 4

岐阜市 6 4 2 2 2 1 1

豊橋市 4 2 2

岡崎市 7 6 1 6 5 1

豊田市 4 3 1 2 2

大津市 5 2 3

豊中市 1 1

高槻市 5 2 1 2

東大阪市 2 2 2 1 1

姫路市 11 9 2 5 4 1 1 1

尼崎市 2 2 3 3

西宮市 1 1

奈良市 12 8 4 3 2 1 2 1 1

和歌山市 10 9 1 3 1 2 6 5 1

倉敷市 5 5 2 1 1 1 1

福山市 29 20 9 2 2

下関市 4 2 2 1 1

高松市 9 5 4 2 1 1

松山市 13 9 4 1 1

高知市 18 6 12 2 1 1

久留米市 5 2 3 6 6

長崎市 4 1 3 4 4

大分市 7 1 6 1 1 4 2 1 1

宮崎市 8 4 4 1 1 1 1

鹿児島市 11 5 6 3 2 1

合　計 3077 1462 76 1539 931 578 21 332 412 252 12 148

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)
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表Ⅰ－１０（６a）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・法－都道府県別）

廃棄物焼却炉 合　計

小　計

別表第一 別表第一
法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

北海道 258 145 18 95 278 152 18 108

青森県 135 66 12 57 138 67 12 59

岩手県 126 60 16 50 126 60 16 50

宮城県 147 70 77 150 73 77

秋田県 84 57 3 24 84 57 3 24

山形県 118 48 5 65 120 50 5 65

福島県 127 96 2 29 156 121 2 33

茨城県 380 198 14 168 421 234 14 173

栃木県 182 110 5 67 244 156 5 83

群馬県 118 84 1 33 131 91 1 39

埼玉県 306 221 4 81 357 247 6 104

千葉県 362 193 10 159 373 201 10 162

東京都 323 194 14 115 326 197 14 115

神奈川県 139 97 6 36 140 98 6 36

新潟県 223 139 6 78 240 146 6 88

富山県 82 48 34 117 81 36

石川県 85 58 27 86 59 27

福井県 103 69 4 30 120 80 4 36

山梨県 85 57 28 88 60 28

長野県 166 110 16 40 181 116 16 49

岐阜県 237 183 21 33 240 185 21 34

静岡県 296 177 24 95 366 223 24 119

愛知県 256 176 13 67 392 256 13 123

三重県 220 150 5 65 253 175 5 73

滋賀県 111 83 1 27 129 93 1 35

京都府 87 53 7 27 91 55 7 29

大阪府 141 104 4 33 160 121 4 35

兵庫県 264 194 6 64 272 200 6 66

奈良県 195 108 87 195 108 87

和歌山県 89 54 7 28 89 54 7 28

鳥取県 94 54 14 26 94 54 14 26

島根県 75 40 4 31 79 44 4 31

岡山県 138 85 4 49 141 87 4 50

広島県 154 100 6 48 159 105 6 48

山口県 149 111 9 29 162 120 9 33

徳島県 162 97 6 59 162 97 6 59

香川県 123 72 51 125 74 51

愛媛県 194 93 30 71 197 96 30 71

高知県 121 71 6 44 121 71 6 44

福岡県 213 144 5 64 236 156 5 75

佐賀県 109 70 3 36 114 73 3 38

長崎県 115 62 7 46 116 63 7 46

熊本県 116 56 17 43 137 62 17 58

大分県 62 46 16 64 46 18

宮崎県 69 34 2 33 70 35 2 33

鹿児島県 164 91 4 69 166 92 4 70

沖縄県 101 35 3 63 102 36 3 63

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)
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表Ⅰ－１０（６b）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・法－政令市別）

廃棄物焼却炉 合　計

小　計

別表第一 別表第一
法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

札幌市 26 14 5 7 27 15 5 7

仙台市 30 16 14 31 16 15

さいたま市 29 25 1 3 29 25 1 3

千葉市 46 29 2 15 48 30 2 16

横浜市 78 61 5 12 82 64 5 13

川崎市 51 29 3 19 56 34 3 19

相模原市 20 17 3 20 17 3

新潟市 59 35 3 21 59 35 3 21

静岡市 49 20 22 7 69 37 22 10

浜松市 59 46 1 12 60 47 1 12

名古屋市 51 20 13 18 66 34 13 19

京都市 62 46 5 11 71 53 5 13

大阪市 53 35 5 13 65 46 6 13

堺市 40 23 17 52 35 17

神戸市 34 26 8 34 26 8

岡山市 52 37 4 11 52 37 4 11

広島市 50 30 1 19 53 32 1 20

北九州市 52 31 21 65 38 1 26

福岡市 23 16 7 23 16 7

熊本市 21 17 4 21 17 4

函館市 9 5 4 9 5 4

旭川市 12 5 7 12 5 7

青森市 31 7 4 20 31 7 4 20

盛岡市 23 18 5 23 18 5

秋田市 16 10 6 17 11 6

郡山市 17 13 4 17 13 4

いわき市 27 15 5 7 32 19 5 8

宇都宮市 23 10 5 8 24 10 6 8

前橋市 26 12 1 13 29 14 1 14

高崎市 27 11 2 14 27 11 2 14

川越市 11 5 1 5 12 6 1 5

船橋市 15 13 2 16 14 2

柏市 16 2 9 5 16 2 9 5

横須賀市 19 8 11 19 8 11

富山市 37 17 20 46 18 28

金沢市 30 17 1 12 30 17 1 12

長野市 20 14 6 20 14 6

岐阜市 24 21 1 2 26 23 1 2

豊橋市 14 6 3 5 20 11 3 6

岡崎市 25 20 1 4 27 21 1 5

豊田市 16 6 1 9 48 20 1 27

大津市 14 9 5 14 9 5

豊中市 8 4 4 8 4 4

高槻市 14 10 2 2 14 10 2 2

東大阪市 16 1 9 6 16 1 9 6

姫路市 42 25 17 74 47 27

尼崎市 18 12 1 5 18 12 1 5

西宮市 8 8 8 8

奈良市 25 19 6 26 19 7

和歌山市 39 33 6 45 38 7

倉敷市 49 39 1 9 66 56 1 9

福山市 54 40 14 58 44 14

下関市 16 11 5 28 23 5

高松市 24 15 9 25 16 9

松山市 35 21 1 13 35 21 1 13

高知市 27 10 3 14 27 10 3 14

久留米市 18 14 1 3 21 14 1 6

長崎市 15 11 4 15 11 4

大分市 37 18 4 15 41 22 4 15

宮崎市 15 5 10 15 5 10

鹿児島市 33 16 2 15 34 17 2 15

合　計 9434 5758 506 3170 10380 6399 513 3468

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)
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表Ⅰ－１０（７a）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・鉱山保安法等関係法令施設－都道府県別）

焼結鉱の製造の用に 製鋼用電気炉 亜鉛回収施設

供する焼結炉 焙焼炉 焼結炉

別表第一
法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

附則別
表第二

(a)
注１）

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)
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表Ⅰ－１０（７b）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・鉱山保安法等関係法令施設－政令市別）

焼結鉱の製造の用に 製鋼用電気炉 亜鉛回収施設

供する焼結炉 焙焼炉 焼結炉

別表第一
法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）
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表Ⅰ－１０（８a）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・鉱山保安法等関係法令施設－都道府県別）

亜鉛回収施設

溶鉱炉 溶解炉 乾燥炉 小　計

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

別表第
一
(c)

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)
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表Ⅰ－１０（８b）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・鉱山保安法等関係法令施設－政令市別）

亜鉛回収施設

溶鉱炉 溶解炉 乾燥炉 小　計

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

別表第
一
(c)
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表Ⅰ－１０（９a）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・鉱山保安法等関係法令施設－都道府県別）

アルミニウム合金製造施設

焙焼炉 溶解炉 乾燥炉 小　計

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

別表第
一
(c)

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）
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表Ⅰ－１０（９b）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・鉱山保安法等関係法令施設－政令市別）

アルミニウム合金製造施設

焙焼炉 溶解炉 乾燥炉 小　計

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

別表第
一
(c)

別表第
一
(c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+c)

２４年
度末施
設数
(a+c)

附則別
表第二

(a)
注１）
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表Ⅰ－１０（１０a）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・鉱山保安法等関係法令施設－都道府県別）

廃棄物焼却炉

4t/h以上 2t/h以上～4t/h未満 200kg/h以上～2t/h未満 100kg/h以上～200kg/h未満

別表第一 別表第一 別表第一 別表第一
法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

北海道 1 1

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県 1 1

茨城県

栃木県 2 2

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都 1 1

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県 2 2 2 2

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府 1 1

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県 1 1

香川県

愛媛県 3 3 1 1

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県 2 1 1

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)
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表Ⅰ－１０（１０b）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・鉱山保安法等関係法令施設－政令市別）

廃棄物焼却炉

4t/h以上 2t/h以上～4t/h未満 200kg/h以上～2t/h未満 100kg/h以上～200kg/h未満

別表第一 別表第一 別表第一 別表第一
法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市 1 1

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市 2 2

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 7 7 0 0 0 0 0 0 10 6 1 3 3 1 0 2

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

附則別
表第二

(a)
注１）

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

- 87 -



表Ⅰ－１０（１１a）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・鉱山保安法等関係法令施設－都道府県別）

廃棄物焼却炉 合　計

50kg/h以上～100kg/h未満 50kg/h未満（0.5㎡以上） 小　計

別表第一 別表第一 別表第一 別表第一
法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

北海道 1 1 1 1

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県 1 1 1 1

茨城県

栃木県 2 2 2 2

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都 1 1 1 1

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県 1 1 5 2 3 5 2 3

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府 1 1 1 1

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県 1 1 1 1

香川県

愛媛県 4 3 1 4 3 1

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県 2 1 1 2 1 1

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

附則別
表第二

(a)
注１）

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

２４年
度末施
設数
(a+b+c)
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表Ⅰ－１０（１１b）　　大気基準適用施設に係る基準適用状況
（施設種類別・鉱山保安法等関係法令施設－政令市別）

廃棄物焼却炉 合　計

50kg/h以上～100kg/h未満 50kg/h未満（0.5㎡以上） 小　計

別表第一 別表第一 別表第一 別表第一
法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

法施行
前設置

(b)
注２）

法施行
後設置

(c)
注３）

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市 1 1 1 1

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市 2 2 2 2

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 1 0 0 1 0 0 0 0 21 14 1 6 21 14 1 6

注１）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であって、法施行規則附則別表

　　　第二の排出基準が適用となっている施設数。

注２）法施行の際現に設置されている施設（設置工事がされているものを含む。）であるが、既に大気汚染防止法に

　　　おいて新設の指定物質抑制基準が適用され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

注３）法施行後に設置され、法施行規則別表第一の排出基準が適用となっている施設数。

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

附則別
表第二

(a)
注１）

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

２４年
度末施
設数
(a+b+c)

附則別
表第二

(a)
注１）
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表Ⅰ－１１　　適用除外等の状況（大気関係・水質関係－全国）

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

大気関係 水質関係

法第３５条第２項に基づく通知受理件数 1  2  

法第３６条第２項に基づく要求件数 0  0  

表Ⅰ－１２　　その他の届出等の状況（大気関係・水質関係－全国）

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

大気関係 水質関係

法第１４条第１項に基づく届出件数
注１） 213  84  

法第１８条に基づく届出件数
注２） 657  183  

瀬戸内海法第８条第１項（第４項）に基づく

許可（届出）件数
注３） －　 7  

瀬戸内海法第９条に基づく届出件数
注４） －　 10  

注１）規制対象規模未満への変更以外の変更届出の件数。

注２）使用廃止以外の変更届出の件数。

注３）規制対象規模未満への変更及び法への移行に係る届出以外の許可（届出）件数。

注４）使用廃止以外の変更届出の件数。

- 90 -



表Ⅰ－１３　　適用除外等の状況
（都道府県別） （政令市別）

大気基準適用施設 水質基準対象施設 大気基準適用施設 水質基準対象施設

北海道 札幌市
青森県 仙台市
岩手県 さいたま市
宮城県 千葉市 1
秋田県 横浜市
山形県 川崎市
福島県 1 1 相模原市
茨城県 新潟市
栃木県 静岡市
群馬県 浜松市
埼玉県 名古屋市
千葉県 京都市
東京都 大阪市
神奈川県 堺市
新潟県 神戸市
富山県 岡山市
石川県 広島市
福井県 北九州市
山梨県 福岡市
長野県 熊本市
岐阜県 函館市
静岡県 旭川市
愛知県 青森市
三重県 盛岡市
滋賀県 秋田市
京都府 郡山市
大阪府 いわき市
兵庫県 宇都宮市
奈良県 前橋市
和歌山県 高崎市
鳥取県 川越市
島根県 船橋市
岡山県 柏市
広島県 横須賀市
山口県 富山市
徳島県 金沢市
香川県 長野市
愛媛県 岐阜市
高知県 豊橋市
福岡県 岡崎市
佐賀県 豊田市
長崎県 大津市
熊本県 豊中市
大分県 高槻市
宮崎県 東大阪市
鹿児島県 姫路市
沖縄県 尼崎市

西宮市
奈良市
和歌山市
倉敷市
福山市
下関市
高松市
松山市
高知市
久留米市
長崎市
大分市
宮崎市
鹿児島市
合　計 1 0 2 0

法第36条第2
項に基づく
要求件数

法第35条第2
項に基づく
通知件数

法第36条第2
項に基づく
要求件数

法第35条第2
項に基づく
通知件数

法第35条第2
項に基づく
通知件数

法第36条第2
項に基づく
要求件数

法第35条第2
項に基づく
通知件数

法第36条第2
項に基づく
要求件数
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表Ⅰ－１４（１a）　その他の届出等の状況
（法・瀬戸内海法別－都道府県別）

大気基準適用施設 水質基準対象施設

法 法 瀬戸内海法

14条変更

その他
注１）

18条変更
注２）

14条変更

その他
注１）

18条変更
注２）

８条変更

その他
注３）

９条変更
注２）

北海道 5 11 1 10

青森県 37 4

岩手県

宮城県 13 6

秋田県

山形県 4

福島県 3 5 3 3

茨城県 16 32

栃木県 4 24

群馬県 4 9 1

埼玉県 7 18 2 6

千葉県 5 37 1 6

東京都 2 32 3 15

神奈川県 1 11 3

新潟県 8 14 2 9

富山県 3 1

石川県 1 5

福井県 1 17 1 10

山梨県 4 3

長野県 2 5

岐阜県 1 5

静岡県 10 33 3 16

愛知県 24 19 4 9

三重県 4 13 1 3

滋賀県 4 7

京都府 7 15 2 12 0 0

大阪府 1 7 1 1 0 0

兵庫県 4 9 1 1

奈良県 6 0 0

和歌山県 2 2 0 0

鳥取県 4 8 1 4

島根県 12 2 3

岡山県 4 2 0 0

広島県 4 12 3 1 2

山口県 2 16 2 0 0

徳島県 9 0 2

香川県 7 7 4 1 0 0

愛媛県 5 7 3 0

高知県

福岡県 5 12 2 1 0 0

佐賀県 2

長崎県 1 1

熊本県 10

大分県 1 12 0 0

宮崎県 1 4 5

鹿児島県 5

沖縄県 2

注１）法「14条変更その他」については、規制対象規模未満への変更以外の変更届出の件数を計上した。

注２）法「18条変更」及び瀬戸内海法「９条変更」については、使用廃止以外の変更届出の件数を計上した。

注３）瀬戸内海法「８条変更その他」については、規制対象規模未満への変更及び法への移行に係る届出以外の

　　　許可（届出）件数を計上した。
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表Ⅰ－１４（１b）　その他の届出等の状況
（法・瀬戸内海法別－政令市別）

大気基準適用施設 水質基準対象施設

法 法 瀬戸内海法

14条変更

その他
注１）

18条変更
注２）

14条変更

その他
注１）

18条変更
注２）

８条変更

その他
注３）

９条変更
注２）

札幌市

仙台市 2

さいたま市 1 1

千葉市 4 4

横浜市 1 5 1

川崎市 3 11 7 11

相模原市

新潟市 1 1

静岡市 2 1

浜松市 4 4

名古屋市 4 1 1

京都市 6 8 1 6 0 0

大阪市 5 0 0

堺市 3 5 1 2 0 1

神戸市 1 6 0 0

岡山市 4 1 0 0

広島市 2 2 0 0

北九州市 4 18 0 0

福岡市

熊本市 5

函館市 1

旭川市 1 1

青森市 1

盛岡市 1

秋田市 1 3 1 1

郡山市 1 1

いわき市 1 3 5

宇都宮市

前橋市 3

高崎市

川越市 1

船橋市

柏市

横須賀市 20 9

富山市 7 5

金沢市 2

長野市 1 1 1 1

岐阜市 3 2

豊橋市 2

岡崎市 2

豊田市 2

大津市 2

豊中市 0 0

高槻市 0 0

東大阪市 0 0

姫路市 2 22 2 1 3

尼崎市 0 0

西宮市 0 0

奈良市 0 0

和歌山市 2 1 0

倉敷市 5 3 0 0

福山市 8 1 0 0

下関市 1 0 0

高松市 1 1 0 0

松山市 2 0 0

高知市

久留米市 1

長崎市

大分市 11 0 1

宮崎市 1

鹿児島市

合　計 213 657 84 183 7 10

注１）法「14条変更その他」については、規制対象規模未満への変更以外の変更届出の件数を計上した。

注２）法「18条変更」及び瀬戸内海法「９条変更」については、使用廃止以外の変更届出の件数を計上した。

注３）瀬戸内海法「８条変更その他」については、規制対象規模未満への変更及び法への移行に係る届出以外の

　　　許可（届出）件数を計上した。
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表Ⅱ－１　　報告徴収及び立入検査等件数（大気関係・水質関係－全国）

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

法第３４条第１項に基づく報告徴収件数 46  13  

法第３４条第１項に基づく立入検査件数 4,470  848  

法第３４条第１項の立入検査に伴う測定件数 592  141  

表Ⅱ－２（１）　　命令、指導及び罰則適用件数（大気関係－全国）

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

大気関係

設置者に
よる測定

行政

法第１５条に基づく計画変更命令件数 0  － － － － 0  

法第１５条に基づく計画廃止命令件数 0  － － － － 0  

法第１６条に基づく計画変更命令件数 0  － － － － 0  

法第１６条に基づく計画廃止命令件数 0  － － － － 0  

法第２２条第１項に基づく改善命令件数 5  5  0  5  0  0  

法第２２条第１項に基づく一時停止命令件数 3  3  0  3  0  0  

法第２３条第３項に基づく措置命令件数 0  － － － － 0  

口頭指導件数
注１） 795  30  19  11  583  182  

文書指導件数
注１） 939  32  17  15  827  80  

罰則適用件数 0  － － － － －

注１）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条、１６条）、改善命令及び一時停止命令（法第２２条
　　　第１項）、ならびに措置命令（法第２３条第３項）以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。
注２）基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主
　　　測定であることを示す。
注３）未報告１件に対し、複数の措置が執られている場合がある。

水質関係大気関係

件数

排出基準超過施設への措置状況 設置者に
よる測定
結果未報
告施設へ
の措置状

況
注３）

その他
基準超過判明の

端緒
注２）
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表Ⅱ－２（２）　　命令、指導及び罰則適用件数（水質関係－全国）

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

水質関係

設置者に
よる測定

行政

法第１５条に基づく計画変更命令件数 0  － － － － 0  

法第１５条に基づく計画廃止命令件数 0  － － － － 0  

法第２２条第１項に基づく改善命令件数 0  0  0  0  0  0  

法第２２条第１項に基づく一時停止命令件数 0  0  0  0  0  0  

法第２３条第３項に基づく措置命令件数 0  － － － － 0  

瀬戸内海法第１１条に基づく措置命令件数 0  0  0  0  0  0  

口頭指導件数
注１） 57  0  0  0  21  36  

文書指導件数
注１） 40  0  0  0  39  1  

罰則適用件数 0  － － － － －

注１）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条、１６条）、改善命令及び一時停止命令（法第２２条
　　　ならびに措置命令（法第２３条第３項、瀬戸内海法第１１条）以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。
注２）基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主
　　　測定であることを示す。
注３）未報告１件に対し、複数の措置が執られている場合がある。

その他
基準超過判明の

端緒
注２）件数

排出基準超過施設への措置状況 設置者に
よる測定
結果未報
告施設へ
の措置状

況
注３）
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表Ⅱ－３　排出基準超過施設・事業場への措置状況（大気関係・水質関係－全国）
注１)

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

大気関係 水質関係

件数 基準超過判明の端緒
注２） 件数 基準超過判明の端緒

注２）

設置者によ
る測定

行政
設置者によ

る測定
行政

　基準超過件数 56 注３） 30   26   0 注４） 0   0   

注５）

口頭指導件数 30 19   11   0 0   0   

措 文書指導件数 32 17   15   0 0   0   

置 法第２２条第１項に基づく改善命令件数 5 0   5   0 0   0   

状 法第２２条第１項に基づく一時停止命令件数 3 0   3   0 0   0   

況 1 0   1   0 0   0   

その他 14 注６） 5   9   0 0   0   

基準達成 32 19   13   0 0   0   

対策実施中 17 6   11   0 0   0   

廃止 6 4   2   0 0   0   

未対応 1 1   0   0 0   0   

注１）都道府県・政令市による測定及び設置者による測定において平成２５年度に排出基準超過が判明した施設・事業場に対する

　　　年度内における措置及び対応の状況をまとめた。

　　　同一案件に係る複数回にわたる超過は１件と見なし、継続案件であっても平成２４年度に入り執られた措置は含まない。

注２）基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主測定で

　　　あることを示す。

注３）アルミニウム合金製造用溶解炉３件,廃棄物焼却炉５３件。

注４）該当事業場なし。

注５）表Ⅱ－１及び表Ⅱ－２に計上した命令、指導件数及び測定件数の一部再掲である。

注６）全てにおいて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく措置が執られている。

措
置
後
の
対
応
状
況

法第３４条第１項に基づく立入検査に伴う
測定件数
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表Ⅱ－４（１）　　大気基準適用施設に対する規制事務の実施状況
（都道府県別） （政令市別）

法第３４条第１
項に基づく報告
徴収件数

法第３４条第１
項に基づく立入
検査件数

法第３４条第１
項の立入検査に
伴う測定件数

法第３４条第１
項に基づく報告
徴収件数

法第３４条第１
項に基づく立入
検査件数

法第３４条第１
項の立入検査に
伴う測定件数

北海道 72 22 札幌市 13 4

青森県 88 5 仙台市 13 7

岩手県 3 さいたま市 27 3

宮城県 11 11 千葉市 7 7

秋田県 58 19 横浜市 14 15

山形県 5 89 21 川崎市 26 9

福島県 30 15 相模原市 19 6

茨城県 70 新潟市 1 4 4

栃木県 56 16 静岡市 10 5

群馬県 79 浜松市 5

埼玉県 1 352 37 名古屋市 33 10

千葉県 251 17 京都市 21 8

東京都 32 8 大阪市 64

神奈川県 56 1 堺市 8 8

新潟県 21 3 神戸市 31 7

富山県 岡山市

石川県 15 広島市 18 1

福井県 206 12 北九州市 14 11

山梨県 62 3 福岡市 5

長野県 456 9 熊本市 3

岐阜県 142 5 函館市 2

静岡県 83 12 旭川市 2 2

愛知県 539 8 青森市 20

三重県 74 3 盛岡市

滋賀県 2 32 16 秋田市 3 2

京都府 17 5 郡山市 1 1

大阪府 13 49 8 いわき市 2 2 2

兵庫県 76 4 宇都宮市 3 3

奈良県 10 前橋市 1

和歌山県 2 2 高崎市 5

鳥取県 1 66 16 川越市 12 12

島根県 38 7 船橋市 6 6

岡山県 28 2 柏市 9 2

広島県 114 8 横須賀市 8

山口県 8 3 富山市 3 2

徳島県 21 2 金沢市 2

香川県 72 15 長野市 12 3

愛媛県 8 岐阜市 17

高知県 豊橋市 5 5

福岡県 3 198 5 岡崎市 24 3

佐賀県 1 29 豊田市 10 2

長崎県 162 15 大津市 5 5

熊本県 1 21 10 豊中市

大分県 15 高槻市 10

宮崎県 39 39 東大阪市

鹿児島県 7 7 姫路市 28

沖縄県 3 3 尼崎市

西宮市 4 4 2

奈良市

和歌山市 4 4

倉敷市

福山市 28 8

下関市

高松市 2 2

松山市

高知市

久留米市 14 1

長崎市 12 1 1

大分市 7

宮崎市 7 7

鹿児島市 18 18

合 計 46 4470 592
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表Ⅱ－４（２a）　　大気基準適用施設に対する規制事務の実施状況（都道府県別）

法第２２条第１項に基づく改善命令件数

排出基準超過施設への措置状況

基準超過判明の端緒
注１）

設置者によ
る測定

行政

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県 2 2 2

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県 1 1 1

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県 2 2 2

鹿児島県

沖縄県

注１）基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主測定であることを示す。

注２）未報告１件に対し、複数の措置が執られている場合がある。

注３）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条、１６条）、改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１項）、ならびに

　　　措置命令（法第２３条第３項）以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。

法第１５条
に基づく計
画変更命令
件数

法第１５条
に基づく計
画廃止命令
件数

設置者による
測定結果未報
告施設への措

置状況
注２）

法第１６条
に基づく計
画変更命令
件数

法第１６条
に基づく計
画廃止命令
件数

その他
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表Ⅱ－４（２b）　　大気基準適用施設に対する規制事務の実施状況（政令市別）

法第２２条第１項に基づく改善命令件数

排出基準超過施設への措置状況

基準超過判明の端緒
注１）

設置者によ
る測定

行政

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0

注１）基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主測定であることを示す。

注２）未報告１件に対し、複数の措置が執られている場合がある。

注３）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条、１６条）、改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１項）、ならびに

　　　措置命令（法第２３条第３項）以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。

法第１５条
に基づく計
画変更命令
件数

法第１５条
に基づく計
画廃止命令
件数

法第１６条
に基づく計
画変更命令
件数

法第１６条
に基づく計
画廃止命令
件数

設置者による
測定結果未報
告事業場への

措置状況
注２）

その他
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表Ⅱ－４（３a）　　大気基準適用施設に対する規制事務の実施状況（都道府県別）

法第２２条第１項に基づく一時停止命令件数

排出基準超過施設への措置状況

基準超過判明の端緒
注１）

設置者による測定 行政

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県 1 1 1

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県 2 2 2

鹿児島県

沖縄県

注１）基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主測定であることを示す。

注２）未報告１件に対し、複数の措置が執られている場合がある。

注３）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条、１６条）、改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１項）、ならびに

　　　措置命令（法第２３条第３項）以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。

その他

法第２３条
第３項に基
づく措置命
令件数

設置者による測定
結果未報告施設へ

の措置状況
注２）
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表Ⅱ－４（３b）　　大気基準適用施設に対する規制事務の実施状況（政令市別）

法第２２条第１項に基づく一時停止命令件数

排出基準超過施設への措置状況

基準超過判明の端緒
注１）

設置者による測定 行政

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 3 3 0 3 0 0 0

注１）基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主測定であることを示す。

注２）未報告１件に対し、複数の措置が執られている場合がある。

注３）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条、１６条）、改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１項）、ならびに

　　　措置命令（法第２３条第３項）以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。

法第２３条
第３項に基
づく措置命
令件数

設置者による測定
結果未報告事業場

への措置状況
注２）

その他
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表Ⅱ－４（４a）　　大気基準適用施設に対する規制事務の実施状況（都道府県別）

法に基づかない指導等件数（口頭指導）
注３）

排出基準超過施設への措置状況

基準超過判明の端緒
注１）

設置者による測定 行政

北海道 7 7

青森県 3 1 2

岩手県 9 9

宮城県 5 1 1 4

秋田県

山形県 26 1 1 15 10

福島県 5 5

茨城県 30 8 22

栃木県 16 16

群馬県 16 4 12

埼玉県 28 4 4 18 6

千葉県

東京都 72 72

神奈川県

新潟県 7 2 2 5

富山県 14 14

石川県 6 6

福井県 1 1

山梨県 38 22 16

長野県 1 1

岐阜県 7 7

静岡県 44 5 3 2 39

愛知県 103 10 93

三重県 37 32 5

滋賀県 15 4 4 11

京都府 5 2 3

大阪府 9 9

兵庫県 33 33

奈良県 42 42

和歌山県

鳥取県 3 2 2 1

島根県 3 3

岡山県 17 17

広島県 17 1 1 16

山口県

徳島県 7 7

香川県 4 4

愛媛県 27 27

高知県

福岡県 21 21

佐賀県 8 7 1

長崎県 1 1

熊本県 1 1

大分県 1 1

宮崎県

鹿児島県

沖縄県 6 1 1 5

注１）基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主測定であることを示す。

注２）未報告１件に対し、複数の措置が執られている場合がある。

注３）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条、１６条）、改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１項）、ならびに

　　　措置命令（法第２３条第３項）以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。

設置者による測定結
果未報告施設への

措置状況
注２）

その他
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表Ⅱ－４（４b）　　大気基準適用施設に対する規制事務の実施状況（政令市別）

法に基づかない指導等件数（口頭指導）
注３）

排出基準超過施設への措置状況

基準超過判明の端緒
注１）

設置者による測定 行政

札幌市

仙台市

さいたま市 2 2

千葉市 1 1 1

横浜市

川崎市 2 1 1

相模原市

新潟市 1 1 1

静岡市

浜松市

名古屋市 3 1 1 2

京都市

大阪市 7 2 2 5

堺市

神戸市 1 1 1

岡山市 9 9

広島市 10 9 1

北九州市

福岡市

熊本市

函館市 2 2

旭川市

青森市 23 16 7

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市 1 1

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市 1 1

金沢市 1 1

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市 3 3

尼崎市

西宮市

奈良市 2 2

和歌山市 1 1

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市 5 5

高知市 7 7

久留米市 6 6

長崎市

大分市 9 2 2 7

宮崎市

鹿児島市 3 1 1 2

合　計 795 30 19 11 583 182

注１）基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主測定であることを示す。

注２）未報告１件に対し、複数の措置が執られている場合がある。

注３）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条、１６条）、改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１項）、ならびに

　　　措置命令（法第２３条第３項）以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。

設置者による測定結
果未報告事業場への

措置状況
注２）

その他
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表Ⅱ－４（５a）　　大気基準適用施設に対する規制事務の実施状況（都道府県別）

法に基づかない指導等件数（文書指導）
注３）

排出基準超過施設への措置状況

基準超過判明の端緒
注１）

設置者による測定 行政

北海道 3 3

青森県 1 1 1

岩手県 4 4

宮城県

秋田県

山形県 1 1

福島県

茨城県 6 1 5

栃木県 1 1

群馬県

埼玉県 4 2 2 2

千葉県 27 1 1 26

東京都 29 29

神奈川県 2 2

新潟県 3 3

富山県

石川県 1 1

福井県 4 1 1 3

山梨県 66 65 1

長野県 1 1

岐阜県 1 1 1

静岡県 3 3 1 2

愛知県 3 3

三重県

滋賀県 32 4 4 28

京都府 1 1

大阪府 2 2

兵庫県

奈良県 135 135

和歌山県

鳥取県 22 2 2 20

島根県

岡山県

広島県 2 2

山口県 16 1 1 15

徳島県 65 65

香川県 15 2 2 13

愛媛県

高知県 103 103

福岡県 7 4 4 3

佐賀県

長崎県 1 1 1

熊本県

大分県 2 2

宮崎県

鹿児島県 97 97

沖縄県

注１）基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主測定であることを示す。

注２）未報告１件に対し、複数の措置が執られている場合がある。

注３）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条、１６条）、改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１項）、ならびに

　　　措置命令（法第２３条第３項）以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。

罰則適用
件数設置者による測定

結果未報告施設へ

の措置状況
注２）

その他
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表Ⅱ－４（５b）　　大気基準適用施設に対する規制事務の実施状況（政令市別）

法に基づかない指導等件数（文書指導）
注３）

排出基準超過施設への措置状況

基準超過判明の端緒
注１）

設置者による測定 行政

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市 39 18 21

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市 69 69

静岡市 8 3 3 5

浜松市

名古屋市 3 1 1 2

京都市

大阪市 2 2 2

堺市 34 34

神戸市 13 13

岡山市 27 27

広島市 19 1 1 18

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市 1 1

盛岡市 1 1

秋田市

郡山市

いわき市 16 16

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市 3 3

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市 1 1 1

豊田市

大津市

豊中市

高槻市 1 1

東大阪市

姫路市 4 4

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市 27 27

倉敷市 1 1

福山市 4 4

下関市

高松市

松山市

高知市 5 5

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市 1 1 1

合　計 939 32 17 15 827 80 0

注１）基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主測定であることを示す。

注２）未報告１件に対し、複数の措置が執られている場合がある。

注３）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条、１６条）、改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１項）、ならびに

　　　措置命令（法第２３条第３項）以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。

罰則適用
件数設置者による測定

結果未報告事業場

への措置状況
注２）

その他
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表Ⅱ－５（１）　　水質基準対象施設に対する規制事務の実施状況
（都道府県別） （政令市別）

法第３４条第１項
に基づく報告徴収
件数

法第３４条第１項
に基づく立入検査
件数

法第３４条第１項
の立入検査に伴う
測定件数（水質基
準適用事業場）

法第３４条第１項
に基づく報告徴収
件数

法第３４条第１項
に基づく立入検査
件数

法第３４条第１項
の立入検査に伴う
測定件数（水質基
準適用事業場）

北海道 20 3 札幌市

青森県 24 仙台市 2

岩手県 さいたま市

宮城県 2 1 千葉市 2 2

秋田県 2 横浜市 18 23

山形県 10 川崎市 9 4

福島県 18 4 相模原市

茨城県 7 新潟市 1 1

栃木県 6 静岡市

群馬県 17 浜松市

埼玉県 35 5 名古屋市 3 1

千葉県 28 27 京都市

東京都 80 5 大阪市

神奈川県 20 堺市

新潟県 4 2 神戸市 9

富山県 岡山市 2

石川県 3 広島市 9

福井県 86 2 北九州市 2

山梨県 7 福岡市

長野県 142 熊本市 2

岐阜県 13 函館市 1

静岡県 10 3 旭川市 2 2

愛知県 71 7 青森市

三重県 17 盛岡市

滋賀県 秋田市 1 1

京都府 3 郡山市 1 1

大阪府 3 9 5 いわき市 2 2 2

兵庫県 28 2 宇都宮市

奈良県 前橋市

和歌山県 高崎市

鳥取県 1 2 川越市 1 1

島根県 15 船橋市

岡山県 6 柏市

広島県 14 1 横須賀市 6

山口県 2 2 富山市 3 7

徳島県 金沢市 1

香川県 12 3 長野市 3

愛媛県 岐阜市 6

高知県 豊橋市

福岡県 1 1 岡崎市 3

佐賀県 7 豊田市 1

長崎県 1 1 大津市 1 1

熊本県 2 豊中市

大分県 高槻市 3

宮崎県 13 4 東大阪市

鹿児島県 姫路市

沖縄県 尼崎市

西宮市 2 3 3

奈良市

和歌山市 3 3

倉敷市

福山市 4

下関市

高松市 1 1

松山市

高知市

久留米市 3

長崎市 4 2

大分市 4 4

宮崎市 1 1

鹿児島市 1 1

合　計 13 848 141
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表Ⅱ－５（２a）　　水質基準対象施設に対する規制事務の実施状況（都道府県別）

法第２２条第１項に基づく改善命令件数

排出基準超過事業場への措置状況

基準超過判明の端緒
注１）

設置者による
測定

行政

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注１）基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主測定であることを示す。

注２）未報告１件に対し、複数の措置が執られている場合がある。

注３）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条、１６条）、改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１項）、ならびに

　　　措置命令（法第２３条第３項、瀬戸内海法第１１条）以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。

その他

法第１５条に
基づく計画変
更命令件数

法第１５条に
基づく計画廃
止命令件数

設置者による
測定結果未報
告事業場への

措置状況
注２）
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表Ⅱ－５（２b）　　水質基準対象施設に対する規制事務の実施状況（政令市別）

法第２２条第１項に基づく改善命令件数

排出基準超過事業場への措置状況

基準超過判明の端緒
注１）

設置者による
測定

行政

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 0 0 0 0 0 0 0 0

注１）基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主測定であることを示す。

注２）未報告１件に対し、複数の措置が執られている場合がある。

注３）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条、１６条）、改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１項）、ならびに

　　　措置命令（法第２３条第３項、瀬戸内海法第１１条）以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。

法第１５条に
基づく計画変
更命令件数

法第１５条に
基づく計画廃
止命令件数

設置者による
測定結果未報
告事業場への

措置状況
注２）

その他
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表Ⅱ－５（３a）　　水質基準対象施設に対する規制事務の実施状況（都道府県別）

法第２２条第１項に基づく一時停止命令件数

排出基準超過事業場への措置状況

基準超過判明の端緒
注１）

設置者による測定 行政

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注１）基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主測定であることを示す。

注２）未報告１件に対し、複数の措置が執られている場合がある。

注３）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条、１６条）、改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１項）、ならびに

　　　措置命令（法第２３条第３項、瀬戸内海法第１１条）以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。

設置者による測定結
果未報告事業場への

措置状況
注２）

その他

- 109 -



表Ⅱ－５（３b）　　水質基準対象施設に対する規制事務の実施状況（政令市別）

法第２２条第１項に基づく一時停止命令件数

排出基準超過事業場への措置状況

基準超過判明の端緒
注１）

設置者による測定 行政

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 0 0 0 0 0 0

注１）基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主測定であることを示す。

注２）未報告１件に対し、複数の措置が執られている場合がある。

注３）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条、１６条）、改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１項）、ならびに

　　　措置命令（法第２３条第３項、瀬戸内海法第１１条）以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。

設置者による測定結
果未報告事業場への

措置状況
注２）

その他
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表Ⅱ－５（４a）　　水質基準対象施設に対する規制事務の実施状況（都道府県別）

瀬戸内海法第１１条に基づく措置命令件数

排出基準超過事業場への措置状況

基準超過判明の端緒
注１）

設置者による測定 行政

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注１）基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主測定であることを示す。

注２）未報告１件に対し、複数の措置が執られている場合がある。

注３）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条、１６条）、改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１項）、ならびに

　　　措置命令（法第２３条第３項、瀬戸内海法第１１条）以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。

法第２３条第３項
に基づく措置命令
件数

設置者による測定
結果未報告事業場

への措置状況
注２）

その他
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表Ⅱ－５（４b）　　水質基準対象施設に対する規制事務の実施状況（政令市別）

瀬戸内海法第１１条に基づく措置命令件数

排出基準超過事業場への措置状況

基準超過判明の端緒
注１）

設置者による測定 行政

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 0 0 0 0 0 0 0

注１）基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主測定であることを示す。

注２）未報告１件に対し、複数の措置が執られている場合がある。

注３）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条、１６条）、改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１項）、ならびに

　　　措置命令（法第２３条第３項、瀬戸内海法第１１条）以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。

法第２３条第３項
に基づく措置命令
件数

設置者による測定
結果未報告事業場

への措置状況
注２）

その他
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表Ⅱ－５（５a）　　水質基準対象施設に対する規制事務の実施状況（都道府県別）

法に基づかない指導等件数（口頭指導）
注３）

排出基準超過事業場への措置状況

基準超過判明の端緒
注１）

設置者による測定 行政

北海道

青森県

岩手県 2 2

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県 1 1

埼玉県

千葉県 2 2

東京都

神奈川県

新潟県 1 1

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県 1 1

静岡県 5 5

愛知県 27 27

三重県 8 7 1

滋賀県 1 1

京都府 1 1

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県 3 3

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県 1 1

注１）基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主測定であることを示す。

注２）未報告１件に対し、複数の措置が執られている場合がある。

注３）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条、１６条）、改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１項）、ならびに

　　　措置命令（法第２３条第３項、瀬戸内海法第１１条）以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。

設置者による測定結
果未報告事業場への

措置状況
注２）

その他
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表Ⅱ－５（５b）　　水質基準対象施設に対する規制事務の実施状況（政令市別）

法に基づかない指導等件数（口頭指導）
注３）

排出基準超過事業場への措置状況

基準超過判明の端緒
注１）

設置者による測定 行政

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市 1 1

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市 3 3

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 57 0 0 0 21 36

注１）基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主測定であることを示す。

注２）未報告１件に対し、複数の措置が執られている場合がある。

注３）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条、１６条）、改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１項）、ならびに

　　　措置命令（法第２３条第３項、瀬戸内海法第１１条）以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。

設置者による測定結
果未報告事業場への

措置状況
注２）

その他
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表Ⅱ－５（６a）　　水質基準対象施設に対する規制事務の実施状況（都道府県別）

法に基づかない指導等件数（文書指導）
注３） 罰則適用件数

排出基準超過事業場への措置状況

基準超過判明の端緒
注１）

設置者による測定 行政

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県 2 2

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県 1 1

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県 5 5

徳島県

香川県 1 1

愛媛県

高知県 1 1

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注１）基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主測定であることを示す。

注２）未報告１件に対し、複数の措置が執られている場合がある。

注３）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条、１６条）、改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１項）、ならびに

　　　措置命令（法第２３条第３項、瀬戸内海法第１１条）以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。

その他設置者による測定
結果未報告事業場

への措置状況
注２）
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表Ⅱ－５（６b）　　水質基準対象施設に対する規制事務の実施状況（政令市別）

法に基づかない指導等件数（文書指導）
注３） 罰則適用件数

排出基準超過事業場への措置状況

基準超過判明の端緒
注１）

設置者による測定 行政

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市 22 22

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市 1 1

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市 7 7

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 40 0 0 0 39 1 0

注１）基準超過判明の端緒の「行政」は都道府県・政令市による測定を、「設置者による測定」は設置者による自主測定であることを示す。

注２）未報告１件に対し、複数の措置が執られている場合がある。

注３）法に基づく計画変更命令及び計画廃止命令（法第１５条、１６条）、改善命令及び一時停止命令（法第２２条第１項）、ならびに

　　　措置命令（法第２３条第３項、瀬戸内海法第１１条）以外で、特定施設設置者に対し指導を行った件数。

設置者による測定
結果未報告事業場

への措置状況
注２）

その他
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表Ⅲ－１　　大気基準適用施設設置者による測定結果報告状況（全国）注１）

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

休 止 未測定

ａ ｂ ｃ ｄ ａ+ｂ+ｃ+ｄ

27  －　 －　 4  0  31  

製鋼用電気炉 98  －　 －　 10  2  110  

30  －　 －　 1  0  31  

667  －　 －　 85  23  775  

４t/h以上 984  45  0  73  47  1,104  

２t/h以上
～４t/h未満 1,236  13  4  130  42  1,412  

２t/h未満注３） 4,499  80  5  1,693  714  6,911  

小計 6,719  138  9  1,896  803  9,427  

7,541  138  9  1,996  828  10,374  

注１）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に法第２８条第３項に基づく報告期限
　　　が到来した施設を対象（報告期限到来前に廃止された施設を除く。）に、同期間における報告
　　　等の状況を計上。なお、報告期限については、既設施設にあっては当該施設が特定施設となっ
　　　た日を、新設施設にあっては設置届出書に記載された使用開始予定年月日を基準日としたとき
　　　の１カ年毎を対象期間とした。
注２）「未報告施設数」欄のうち「休止」とは、報告期限に先立つ１カ年間を通じて全く稼働実績が
　　　無い「いわゆる休止状態」の施設であって、使用開始していない施設を含む。また、「未測
　　　定」とは、設置者による測定は行っているが報告のないものを含む。　
注３）焼却能力５０kg/h以上又は火床面積０．５ｍ２以上のもの。

アルミニウム合金製造
施設
（焙焼炉、溶解炉、乾
燥炉）

報告対象
施設数

未報告施設数注２）
ばいじ
ん等の
み報告
施設数

うち、
ばいじ
ん等未
測定施
設数

合計

大気基準適用施設

廃
棄
物
焼
却
炉

報告施設数

焼結鉱の製造の用に
供する焼結炉

亜鉛回収施設
（焙焼炉、焼結炉、溶鉱
炉、溶解炉、乾燥炉）
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表Ⅲ－２　報告期限到来前廃止施設における設置者による測定結果報告状況
（大気・全国）注１）

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

うち、
ばいじん
等未測定
施設数

0  －　 －　 0  

製鋼用電気炉 0  －　 －　 2  

0  －　 －　 0  

7  －　 －　 27  

４t/h以上 6  1  0  14  

２t/h以上
～４t/h未満 1  0  0  21  

２t/h未満注２） 61  21  2  259  

小計 68  22  2  294  

75  22  2  323  

注１）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に法第２８条第３項に基づく
　　　報告期限が到来する前に廃止された施設を対象に、報告等の状況を計上。なお、報告
　　　期限については、既設施設にあっては当該施設が特定施設となった日を、新設施設に
　　　あっては設置届出書に記載された使用開始予定年月日を基準日としたときの１カ年毎
　　　を対象期間とした。
注２）焼却能力５０kg/h以上又は火床面積０．５ｍ２以上のもの。

合計

大気基準適用施設

廃
棄
物
焼
却
炉

報告期限到来
前に廃止届出
がなされた
施設数

ばいじん等
のみ報告
施設数

報告施設数

焼結鉱の製造の用に
供する焼結炉

亜鉛回収施設
（焙焼炉、焼結炉、溶鉱
炉、溶解炉、乾燥炉）

アルミニウム合金製造施設
（焙焼炉、溶解炉、乾燥
炉）
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表Ⅲ－３　水質基準適用事業場設置者による測定結果報告状況（全国）
注１）注２）注３）

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

未報告事業場数
注４）

休止ｂ 未測定ｃ

硫酸塩ﾊﾟﾙﾌﾟ(ｸﾗﾌﾄﾊﾟﾙﾌﾟ)又は亜硫酸ﾊﾟﾙﾌﾟ(ｻﾙﾌｧｲﾄ
ﾊﾟﾙﾌﾟ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物に
よる漂白施設

34  1  1  36  

ｶｰﾊﾞｲﾄﾞ法ｱｾﾁﾚﾝの製造の用に供するｱｾﾁﾚﾝ洗浄施
設

3  1  3  7  

硫酸ｶﾘｳﾑの製造の用に供する廃ｶﾞｽ洗浄施設 0  0  0  0  

ｱﾙﾐﾅ繊維の製造の用に供する廃ｶﾞｽ洗浄施設 1  0  0  1  

担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生
するｶﾞｽを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設

1  0  0  1  

塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰの製造の用に供する二塩化ｴﾁﾚﾝ洗浄
施設

5  0  0  5  

ｶﾌﾟﾛﾗｸﾀﾑの製造の用に供する硫酸濃縮施設等 1  0  0  1  

ｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ又はｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの製造の用に供する水
洗施設等

1  0  0  1  

4-ｸﾛﾛﾌﾀﾙ酸水素ﾅﾄﾘｳﾑの製造の用に供するろ過施
設、乾燥施設及び廃ｶﾞｽ洗浄施設

1  0  0  1  

2,3-ｼﾞｸﾛﾛ-1,4-ﾅﾌﾄｷﾉﾝの製造の用に供するろ過施
設及び廃ｶﾞｽ洗浄施設

1  0  0  1  

ｼﾞｵｷｻｼﾞﾝﾊﾞｲｵﾚｯﾄの製造の用に供するﾆﾄﾛ化誘導体
分離施設等

1  0  0  1  

ｱﾙﾐﾆｳﾑ又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、
溶解炉又は乾燥炉に係る廃ｶﾞｽ洗浄施設、湿式集
じん施設

10  0  0  10  

亜鉛の回収の用に供する精製施設、廃ｶﾞｽ洗浄施
設及び湿式集じん施設

4  0  0  4  

担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設
のうちろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設

2  0  0  2  

廃棄物焼却炉に係る廃ｶﾞｽ洗浄施設、湿式集じん
施設及び灰の貯留施設であって汚水または廃液を
排出するもの

269  44  14  327  

廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物
又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設

5  0  0  5  

ﾌﾛﾝ類の破壊の用に供する施設のうちﾌﾟﾗｽﾞﾏ反応
施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設

17  2  0  19  

下水道終末処理施設 210  4  1  215  

水質基準対象施設を設置する工場又は
事業場から排出される水の処理施設

25  2  1  28  

合計 591  54  20  665  

注１）特定事業場から公共用水域に排出されるダイオキシン類を含む排出水について法第２８条第１項

　　　の測定が義務付けられており、公共用水域に水の排出のないものは測定義務の対象外である。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に法第２８条第３項に基づく報告期限が

　　　到来した事業場を対象（報告期限到来前に廃止された施設を除く。）に、同期間における報告等

　　　の状況を計上。なお、報告期限については、既設施設にあっては当該施設が特定施設となった日

　　　を、新設施設にあっては設置届出書に記載された使用開始予定年月日を基準日としたときの１カ

　　　年毎を対象期間とした。

注３）１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計

　　　上した。

注４）「未報告事業場」欄のうち「休止」とは、報告期限に先立つ１カ年間を通じて全く当該特定施設

　　　に係る稼働実績が無い「いわゆる休止」状態の事業場であって、当該施設を使用開始していない

　　　事業場を含む。また、「未測定」とは、設置者による測定は行っているが報告のないものを含む。

報告
事業場数

ａ

報告対象
事業場数
ａ+ｂ+ｃ

水質基準対象施設
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表Ⅲ－４　報告期限到来前廃止施設における設置者による測定結果報告状況
（水質・全国）注１)注２)注３)

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

水質基準対象施設 報告事業場数
報告期限到来前
に廃止届出がな
された事業場数

硫酸塩ﾊﾟﾙﾌﾟ(ｸﾗﾌﾄﾊﾟﾙﾌﾟ)又は亜硫酸ﾊﾟﾙﾌﾟ(ｻﾙﾌｧｲﾄﾊﾟﾙﾌﾟ)の製造
の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 0  0  

ｶｰﾊﾞｲﾄﾞ法ｱｾﾁﾚﾝの製造の用に供するｱｾﾁﾚﾝ洗浄施設 0  0  

硫酸ｶﾘｳﾑの製造の用に供する廃ｶﾞｽ洗浄施設 0  0  

ｱﾙﾐﾅ繊維の製造の用に供する廃ｶﾞｽ洗浄施設 0  0  

担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生するｶﾞｽを処
理する施設のうち廃ガス洗浄施設 0  0  

塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰの製造の用に供する二塩化ｴﾁﾚﾝ洗浄施設 0  0  

ｶﾌﾟﾛﾗｸﾀﾑの製造の用に供する硫酸濃縮施設等 0  0  

ｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ又はｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの製造の用に供する水洗施設等 0  0  

4-ｸﾛﾛﾌﾀﾙ酸水素ﾅﾄﾘｳﾑの製造の用に供するろ過施設、乾燥施設
及び廃ｶﾞｽ洗浄施設 0  0  

2,3-ｼﾞｸﾛﾛ-1,4-ﾅﾌﾄｷﾉﾝの製造の用に供するろ過施設及び廃ｶﾞｽ
洗浄施設 0  0  

ｼﾞｵｷｻｼﾞﾝﾊﾞｲｵﾚｯﾄの製造の用に供するﾆﾄﾛ化誘導体分離施設等 0  0  

ｱﾙﾐﾆｳﾑ又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾
燥炉に係る廃ｶﾞｽ洗浄施設、湿式集じん施設 0  1  

亜鉛の回収の用に供する精製施設、廃ｶﾞｽ洗浄施設及び湿式集
じん施設 0  0  

担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうちろ過施
設、精製施設及び廃ガス洗浄施設 0  0  

廃棄物焼却炉に係る廃ｶﾞｽ洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の
貯留施設であって汚水または廃液を排出するもの 2  16  

廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB処理物
の洗浄施設又は分離施設 0  0  

ﾌﾛﾝ類の破壊の用に供する施設のうちﾌﾟﾗｽﾞﾏ反応施設、廃ガス
洗浄施設及び湿式集じん施設 0  0  

下水道終末処理施設 1  3  

水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水
の処理施設 0  0  

合計 3  20  

注１）特定事業場から公共用水域に排出されるダイオキシン類を含む排出水について法第２８条第１項
　　　の測定が義務付けられており、公共用水域に水の排出のないものは測定義務の対象外である。
注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に法第２８条第３項に基づく報告期限が
　　　到来する前に廃止した事業場を対象に、同期間における報告等の状況を計上。なお、報告期限に
　　　ついては、既設施設にあっては当該施設が特定施設となった日を、新設施設にあっては設置届出
　　　書に記載された使用開始予定年月日を基準日としたときの１カ年毎を対象期間とした。
注３）１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計
　　　上した。
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表Ⅲ－５（１a）　　大気基準適用施設設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－都道府県別）

焼結鉱の製造の用に供する焼結炉 製鋼用電気炉 亜鉛回収施設

焙焼炉
未報告施設数 未報告施設数 未報告施設数
休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

北海道 1 1 3 3

青森県 1 1

岩手県

宮城県 2 2

秋田県

山形県

福島県 2 2

茨城県 2 2 4 1 5 2 2

栃木県 2 2

群馬県 1 1 1 1

埼玉県 5 5

千葉県 3 3

東京都 1 2 3

神奈川県 1 1

新潟県 3 3

富山県 1 1

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県 3 3 11 2 13 1 1

三重県

滋賀県

京都府

大阪府 4 4

兵庫県 1 1 1 1

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県 3 1 4

岡山県

広島県 2 2

山口県 7 5 12

徳島県

香川県

愛媛県 2 2

高知県

福岡県

佐賀県 1 1

長崎県

熊本県 1 1 1 1

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県 1 1

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した施設を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)
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表Ⅲ－５（１b）　　大気基準適用施設設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－政令市別）

焼結鉱の製造の用に供する焼結炉 製鋼用電気炉 亜鉛回収施設

焙焼炉

未報告施設数 未報告施設数 未報告施設数
休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

札幌市 1 1

仙台市 1 1

さいたま市

千葉市 1 1 2

横浜市

川崎市 1 1 4 4

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市 1 1

京都市

大阪市 10 10

堺市 5 5

神戸市

岡山市

広島市

北九州市 2 1 3 5 1 6

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市 1 1

宇都宮市 1 1

前橋市

高崎市

川越市

船橋市 1 1

柏市

横須賀市

富山市 1 1

金沢市

長野市

岐阜市 2 2

豊橋市 1 1

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市 5 5 2 2

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市 3 3 2 2 1 1

倉敷市 4 4 5 5

福山市 2 2 4

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市 2 2

宮崎市

鹿児島市

合　計 27 4 0 31 98 10 2 110 12 1 0 13

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した施設を対象に同期間における
　　報告等の状況を計上。

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)
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表Ⅲ－５（２a）　　大気基準適用施設設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－都道府県別）

亜鉛回収施設

焼結炉 溶鉱炉 溶解炉
未報告施設数 未報告施設数 未報告施設数
休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

北海道

青森県 1 1 1 1

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県 1 1

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県 1 1

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した施設を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)
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表Ⅲ－５（２b）　　大気基準適用施設設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－政令市別）

亜鉛回収施設

焼結炉 溶鉱炉 溶解炉

未報告施設数 未報告施設数 未報告施設数
休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市 1 1 2 2

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市 3 3

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 5 0 0 5 2 0 0 2 3 0 0 3

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した施設を対象に同期間における
　　報告等の状況を計上。

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)
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表Ⅲ－５（３a）　　大気基準適用施設設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－都道府県別）

亜鉛回収施設 アルミニウム合金製造施設

乾燥炉 小　計 焙焼炉
未報告施設数 未報告施設数 未報告施設数
休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

北海道

青森県 2 2

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県 2 2

茨城県 2 2 2 1 3

栃木県 3 3

群馬県 2 2 1 1

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県 4 1 5

愛知県 1 1 8 8

三重県 2 2

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県 1 1 2

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県 1 1

愛媛県 1 1 3 3

高知県

福岡県 1 1 2 2

佐賀県

長崎県

熊本県 1 1

大分県 1 1

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した施設を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)
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表Ⅲ－５（３b）　　大気基準適用施設設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－政令市別）

亜鉛回収施設 アルミニウム合金製造施設

乾燥炉 小　計 焙焼炉

未報告施設数 未報告施設数 未報告施設数
休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市 1 1

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市 4 4

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市 6 6 11 11 2 2

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市 1 1

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 8 0 0 8 30 1 0 31 25 2 2 29

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した施設を対象に同期間における
　　報告等の状況を計上。

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)
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表Ⅲ－５（４a）　　大気基準適用施設設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－都道府県別）

アルミニウム合金製造施設

溶解炉 乾燥炉 小　計
未報告施設数 未報告施設数 未報告施設数
休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

北海道 14 1 1 16 14 1 1 16

青森県

岩手県

宮城県 1 1 1 1

秋田県

山形県 2 2 2 2

福島県 16 2 18 1 1 17 2 19

茨城県 20 6 26 2 1 3 24 8 32

栃木県 43 12 55 2 2 48 12 60

群馬県 4 3 7 2 2 7 3 10

埼玉県 29 7 4 40 4 4 33 7 4 44

千葉県 7 1 8 7 1 8

東京都

神奈川県

新潟県 11 2 1 14 11 2 1 14

富山県 33 3 36 33 3 36

石川県 1 1 1 1

福井県 15 15 2 2 17 17

山梨県 2 2 2 2

長野県 12 1 13 2 2 14 1 15

岐阜県 1 1 1 3 1 1 1 3

静岡県 48 9 57 5 2 7 57 9 3 69

愛知県 105 4 109 6 2 8 119 6 125

三重県 28 2 30 2 2 32 2 34

滋賀県 12 4 16 2 2 14 4 18

京都府 4 4 4 4

大阪府 8 4 12 2 1 3 10 5 15

兵庫県 5 1 6 6 1 1 8

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県 2 2 1 1 3 3

広島県 3 3 3 3

山口県 2 2 1 1 3 3

徳島県

香川県 1 1 1 1 2

愛媛県

高知県

福岡県 17 1 1 19 2 2 19 1 1 21

佐賀県 3 1 4 3 1 4

長崎県 1 1 1 1

熊本県 18 18 1 1 19 19

大分県 1 1 2 2

宮崎県 1 1 1 1

鹿児島県 1 1 2 1 1 2

沖縄県

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した施設を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)
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表Ⅲ－５（４b）　　大気基準適用施設設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－政令市別）

アルミニウム合金製造施設

溶解炉 乾燥炉 小　計

未報告施設数 未報告施設数 未報告施設数
休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市 3 3 1 1 4 4

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市 18 2 20 18 2 20

浜松市 1 1 1 1

名古屋市 13 1 14 13 1 14

京都市 5 3 8 1 1 6 3 9

大阪市 2 2 2 2

堺市 6 6 1 1 7 7

神戸市

岡山市

広島市 2 2 1 1 3 3

北九州市 2 1 3 3 1 4

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市 1 1 1 1

郡山市

いわき市 1 1 1 1

宇都宮市

前橋市 3 3 3 3

高崎市

川越市 1 1 1 1

船橋市

柏市

横須賀市

富山市 6 1 7 2 2 6 3 9

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市 3 2 5 3 2 5

岡崎市 2 2 2 2

豊田市 27 1 28 3 3 30 1 31

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市 9 5 14 11 5 16

尼崎市

西宮市

奈良市 1 1 1 1

和歌山市

倉敷市 8 8 8 8

福山市

下関市 9 3 12 9 3 12

高松市 1 1 1 1

松山市

高知市

久留米市 3 3 3 3

長崎市

大分市 2 2 2 2

宮崎市

鹿児島市 1 1 1 1

合　計 598 77 19 694 44 6 2 52 667 85 23 775

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した施設を対象に同期間における
　　報告等の状況を計上。

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+c+d)
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表Ⅲ－５（５a）　　大気基準適用施設設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－都道府県別）

廃棄物焼却炉

4t/h以上 2t/h以上～4t/h未満
未報告施設数 未報告施設数
休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

北海道 13 5 18 24 2 26

青森県 8 2 10 19 1 3 22

岩手県 2 2 24 24

宮城県 4 1 17 22 24 11 35

秋田県 3 3 12 1 13

山形県 7 7 10 2 12

福島県 5 5 26 4 30

茨城県 29 29 57 57

栃木県 10 2 12 24 3 2 29

群馬県 13 13 25 25

埼玉県 41 1 42 71 6 2 79

千葉県 45 1 46 67 8 2 77

東京都 92 32 8 9 109 29 1 4 8 8 49

神奈川県 26 1 27 24 5 29

新潟県 8 8 48 3 51

富山県 6 6 11 1 12

石川県 12 12

福井県 6 1 1 7 12 4 12

山梨県 3 3 20 20

長野県 7 7 25 3 28

岐阜県 2 2 29 2 31

静岡県 26 2 28 34 9 43

愛知県 39 6 45 43 5 48

三重県 12 3 3 18 24 9 3 36

滋賀県 6 6 19 2 21

京都府 6 6 13 13

大阪府 33 33 32 2 34

兵庫県 18 1 19 35 35

奈良県 6 6 19 3 1 23

和歌山県 12 12

鳥取県 5 5 5 1 6

島根県 2 2 8 2 10

岡山県 4 4 13 1 14

広島県 9 9 17 3 20

山口県 9 2 1 10 22 2 2 24

徳島県 1 1 15 8 2 25

香川県 7 1 7 5 3 8

愛媛県 17 7 1 18 18 2 1 19

高知県 11 11

福岡県 13 3 16 23 5 1 29

佐賀県 1 3 4 11 2 13

長崎県 8 8 11 4 15

熊本県 2 2 24 1 25

大分県 1 1 12 12

宮崎県 7 2 9 8 8

鹿児島県 22 1 23

沖縄県 8 8 16 2 18

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した施設を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+b+c+
d)

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+b+c+
d)

うちば
いじん
等未測
定施設
数

ばいじ
ん等の
み報告
施設数
(b)

うちば
いじん
等未測
定施設
数

ばいじ
ん等の
み報告
施設数
(b)
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表Ⅲ－５（５b）　　大気基準適用施設設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－政令市別）

廃棄物焼却炉

4t/h以上 2t/h以上～4t/h未満

未報告施設数 未報告施設数
休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

札幌市 9 9 8 8

仙台市 12 1 13 5 5

さいたま市 11 11 3 3

千葉市 13 13 3 3

横浜市 22 4 26 1 3 4

川崎市 18 1 19 6 6

相模原市 7 7 1 1

新潟市 2 4 6 8 8

静岡市 6 6 3 3

浜松市 7 1 8 6 5 11

名古屋市 14 5 19 1 1

京都市 15 6 21

大阪市 24 2 26 7 7

堺市 11 4 15 2 2

神戸市 14 2 14 3 3

岡山市 8 8 1 1

広島市 7 7 2 2 2 4

北九州市 17 17 3 3

福岡市 9 9 4 4

熊本市 4 4 1 1

函館市 3 3

旭川市 2 2 2 2

青森市 6 6 2 2

盛岡市 3 3 2 1 3

秋田市 3 3 3 3

郡山市 4 4 2 2

いわき市 13 13 6 6

宇都宮市 5 1 6 3 1 4

前橋市 3 3 3 1 4

高崎市 3 3 2 2

川越市 2 2 3 3

船橋市 7 1 8 2 2

柏市 5 5 3 3

横須賀市 5 5 3 1 3

富山市 3 3

金沢市 5 5 4 4

長野市 3 3 1 1

岐阜市 4 1 5 6 6

豊橋市 3 3 4 4

岡崎市 4 3 7

豊田市 4 4 3 3

大津市 6 6

豊中市 1 4 5 2 2

高槻市 4 1 5 2 2

東大阪市 8 8 4 4

姫路市 10 1 11 9 9

尼崎市 6 1 7 1 2 3

西宮市 7 7 1 1

奈良市 4 4

和歌山市 6 6 4 4

倉敷市 10 2 12 9 3 12

福山市 4 4 5 1 6

下関市 2 2 1 1

高松市 5 5

松山市 5 5 1 2 3

高知市 3 3 1 1

久留米市 3 3

長崎市 4 4

大分市 9 9 1 1 2

宮崎市 3 3 1 1

鹿児島市 4 4 2 2

合　計 984 45 0 73 47 1104 1236 13 4 130 42 1412

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した施設を対象に同期間における
　　報告等の状況を計上。

ばいじ
ん等の
み報告
施設数
(b)

報告
対象
施設数
(a+b+c+
d)

報告
施設数
(a)

うちば
いじん
等未測
定施設
数

ばいじ
ん等の
み報告
施設数
(b)

報告
対象
施設数
(a+b+c+
d)

報告
施設数
(a)

うちば
いじん
等未測
定施設
数
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表Ⅲ－５（６a）　　大気基準適用施設設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－都道府県別）

廃棄物焼却炉

200kg/h以上～2t/h未満 100kg/h以上～200kg/h未満
未報告施設数 未報告施設数
休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

北海道 78 1 26 7 111 58 4 8 5 71

青森県 22 1 7 2 31 39 14 1 54

岩手県 19 7 26 52 11 2 65

宮城県 14 5 9 28 29 7 12 48

秋田県 35 8 43 16 2 18

山形県 15 10 1 26 56 1 3 59

福島県 36 10 46 8 9 1 18

茨城県 55 14 69 86 90 13 189

栃木県 26 14 1 41 43 15 12 70

群馬県 26 14 40 23 6 1 30

埼玉県 59 18 5 82 10 13 6 29

千葉県 54 12 66 56 57 17 130

東京都 26 2 2 6 13 47 26 1 2 20 48

神奈川県 22 8 30 19 1 7 1 27

新潟県 46 9 55 44 15 4 63

富山県 14 4 18 29 3 4 36

石川県 17 5 3 25 25 1 11 5 41

福井県 24 2 6 30 31 1 12 43

山梨県 14 10 24 19 7 26

長野県 46 2 20 66 40 4 12 52

岐阜県 42 22 6 70 60 15 5 80

静岡県 55 18 6 79 71 20 10 101

愛知県 67 20 2 89 37 17 54

三重県 40 12 2 54 31 19 22 72

滋賀県 26 8 34 23 6 3 32

京都府 26 3 29 28 4 2 34

大阪府 20 19 2 41 12 4 4 20

兵庫県 47 14 8 69 71 2 22 18 111

奈良県 35 5 1 41 43 31 32 106

和歌山県 32 2 34 22 9 1 32

鳥取県 25 5 4 34 20 9 12 41

島根県 22 3 25 20 4 3 27

岡山県 32 12 1 45 43 10 53

広島県 40 10 50 32 12 6 50

山口県 33 7 40 38 1 8 46

徳島県 34 9 7 50 35 1 19 21 75

香川県 20 8 28 35 16 10 61

愛媛県 40 3 3 8 51 34 1 20 18 72

高知県 13 1 12 2 28 25 1 14 24 63

福岡県 25 7 18 50 40 7 35 82

佐賀県 24 14 3 41 25 9 5 39

長崎県 36 16 52 17 15 1 33

熊本県 37 37 28 6 3 37

大分県 15 1 3 1 19 10 3 5 1 16

宮崎県 15 1 16 31 1 32

鹿児島県 41 1 7 48 54 1 14 1 70

沖縄県 26 4 4 34 16 8 4 28

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した施設を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+b+c+
d)

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+b+c+
d)

うちば
いじん
等未測
定施設
数

ばいじ
ん等の
み報告
施設数
(b)

うちば
いじん
等未測
定施設
数

ばいじ
ん等の
み報告
施設数
(b)

- 131 -



表Ⅲ－５（６b）　　大気基準適用施設設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－政令市別）

廃棄物焼却炉

200kg/h以上～2t/h未満 100kg/h以上～200kg/h未満

未報告施設数 未報告施設数
休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

札幌市 1 1 3 1 4

仙台市 3 3 7 1 8

さいたま市 5 5 1 1 1 2

千葉市 1 2 1 4 7 9 1 17

横浜市 6 1 6 4 3 8 12

川崎市 14 1 15 1 1

相模原市 6 2 8 3 3

新潟市 9 3 12 9 7 3 19

静岡市 7 1 8 18 1 19

浜松市 8 11 2 21 11 4 2 17

名古屋市 3 3 8 5 1 14

京都市 8 2 10 4 2 11 15

大阪市 5 4 9 2 1 3

堺市 3 2 5 8 3 1 12

神戸市 1 1 2 7 1 5 12

岡山市 19 4 3 26 12 1 13

広島市 15 9 24 9 2 11

北九州市 11 6 17 6 5 11

福岡市 4 1 5 4 1 5

熊本市 4 1 5 7 2 9

函館市 1 2 3 3 3

旭川市 1 1 4 4

青森市 1 1 2 9 2 11

盛岡市 4 1 5 8 1 9

秋田市 3 3 6 3 3

郡山市 1 1 6 1 7

いわき市 3 2 5 1 1

宇都宮市 5 5 3 2 5

前橋市 2 1 3 7 7 1 15

高崎市 4 1 1 5 5 3 2 7

川越市 2 1 2 2 2

船橋市 1 1 1 2 3

柏市 1 1 2 1 4 5

横須賀市 1 1 1 2 1 2

富山市 9 1 10 9 3 3 15

金沢市 3 3 6 5 1 1 7

長野市 6 4 10 5 1 6

岐阜市 2 2 4 4 1 1 6

豊橋市 3 3 3 1 4

岡崎市 3 2 5 5 1 6

豊田市 3 3 4 4

大津市 3 3 2 3 5

豊中市

高槻市 2 2 4 1 5

東大阪市 2 2

姫路市 4 2 6 8 1 1 10

尼崎市 3 3 1 1 2

西宮市 1 1

奈良市 3 1 4 5 1 5 2 12

和歌山市 8 2 10 7 2 1 10

倉敷市 17 2 19 5 5

福山市 5 6 2 13 20 7 2 29

下関市 7 1 8 3 1 4

高松市 6 2 8 8 1 1 9

松山市 6 4 10 8 4 2 14

高知市 2 1 3 9 5 4 18

久留米市 4 4 3 2 5

長崎市 3 3 2 1 1 4

大分市 9 5 14 4 2 1 7

宮崎市 1 1 5 3 8

鹿児島市 8 5 13 9 1 1 11

合　計 1800 17 3 559 127 2489 1935 35 2 755 384 3076

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した施設を対象に同期間における
　　報告等の状況を計上。

報告
施設数
(a)

うちば
いじん
等未測
定施設
数

ばいじ
ん等の
み報告
施設数
(b)

報告
対象
施設数
(a+b+c+
d)

報告
施設数
(a)

うちば
いじん
等未測
定施設
数

ばいじ
ん等の
み報告
施設数
(b)

報告
対象
施設数
(a+b+c+
d)
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表Ⅲ－５（７a）　　大気基準適用施設設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－都道府県別）

廃棄物焼却炉

50kg/h以上～100kg/h未満 50kg/h未満（0.5m
2
以上）

未報告施設数 未報告施設数
休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

北海道 16 1 3 19 8 1 9

青森県 6 2 3 1 10 7 1 8

岩手県 7 2 7 2 2

宮城県 6 3 9 2 1 2 5

秋田県 1 1 5 1 6

山形県 3 2 5 5 1 6

福島県 10 4 14 6 3 9

茨城県 8 9 9 26 6 4 10

栃木県 11 7 3 21 7 7

群馬県 5 10 15 2 2

埼玉県 27 24 12 63 8 3 2 13

千葉県 12 12 3 27 13 3 16

東京都 21 4 5 26 52 12 7 19

神奈川県 8 2 3 1 12 2 1 2 4

新潟県 12 10 22 9 6 4 19

富山県 5 2 1 8 2 1 3

石川県 3 1 2 6 1 1

福井県 6 4 10 3 3 6

山梨県 7 7 4 1 5

長野県 8 2 10 4 1 5

岐阜県 24 13 9 46 6 1 2 9

静岡県 20 11 4 35 11 11 22

愛知県 20 4 24 4 3 7

三重県 9 7 4 20 5 2 2 9

滋賀県 8 8 6 3 9

京都府 6 6

大阪府 5 1 6 3 1 4

兵庫県 13 12 6 31 5 5

奈良県 4 2 10 16 2 1 3

和歌山県 2 5 7 3 2 5

鳥取県 1 4 5 2 2

島根県 4 1 4 4 2 2 8

岡山県 1 3 4 5 1 6

広島県 15 2 2 17 8 1 4 12

山口県 12 9 21 3 6 9

徳島県 10 10 2 2

香川県 9 4 13 4 1 1 6

愛媛県 5 1 5 15 25 12 2 14

高知県 2 7 4 13 4 4

福岡県 4 4 22 30 2 9 11

佐賀県 5 2 1 8 3 1 4

長崎県 2 1 3 3 1 4

熊本県 4 3 7 6 2 8

大分県 4 1 3 1 8 3 1 4

宮崎県 1 1

鹿児島県 11 1 12 7 7

沖縄県 7 3 10 1 4 5

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した施設を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+b+c+
d)

報告
施設数
(a)

報告
対象
施設数
(a+b+c+
d)

うちば
いじん
等未測
定施設
数

ばいじ
ん等の
み報告
施設数
(b)

うちば
いじん
等未測
定施設
数

ばいじ
ん等の
み報告
施設数
(b)
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表Ⅲ－５（７b）　　大気基準適用施設設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－政令市別）

廃棄物焼却炉

50kg/h以上～100kg/h未満 50kg/h未満（0.5m
2
以上）

未報告施設数 未報告施設数
休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

札幌市 2 2 2 2

仙台市 1 1

さいたま市 3 1 4 1 1 2

千葉市 5 3 1 9 1 2 3

横浜市 5 1 21 26 5 5

川崎市 4 1 4 2 1 3

相模原市 2 2

新潟市 5 2 7 1 1 2

静岡市 5 1 3 9 2 2 4

浜松市 1 1 1 1

名古屋市 5 1 2 8 5 1 6

京都市 4 10 14 2 2

大阪市 6 1 7

堺市 4 2 6

神戸市 2 1 2 1 1

岡山市 1 1 2 2 2

広島市 1 1 1 1

北九州市 2 1 3

福岡市

熊本市 1 1

函館市

旭川市 1 2 3

青森市 3 3 1 3 4

盛岡市 1 1 1 1 2

秋田市 1 1

郡山市 3 1 4

いわき市 2 2

宇都宮市 1 1 2 1 1

前橋市 3 3 1 1

高崎市 3 3 1 7 2 1 3

川越市 2 1 2

船橋市 2 1 3

柏市 1 1

横須賀市 1 1 1 5 5 5

富山市 3 2 1 6 2 2

金沢市 4 3 7 1 1

長野市

岐阜市 1 1 2 1 1

豊橋市

岡崎市 6 6

豊田市 2 2

大津市

豊中市 1 1

高槻市

東大阪市 2 2

姫路市 4 1 5 1 1

尼崎市 3 3

西宮市 2 2

奈良市 1 2 3 2 2

和歌山市 2 1 3 1 5 6

倉敷市 1 1 2 1 1

福山市 1 1 2

下関市 1 1

高松市 1 1 2

松山市

高知市 1 1 2

久留米市 3 3 6

長崎市 2 2 4

大分市 1 1 1 2 1 4

宮崎市 1 1 1 1

鹿児島市 3 3 1 1

合　計 507 21 0 265 159 931 257 7 0 114 44 415

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した施設を対象に同期間における
　　報告等の状況を計上。

ばいじ
ん等の
み報告
施設数
(b)

報告
対象
施設数
(a+b+c+
d)

報告
施設数
(a)

うちば
いじん
等未測
定施設
数

ばいじ
ん等の
み報告
施設数
(b)

報告
対象
施設数
(a+b+c+
d)

報告
施設数
(a)

うちば
いじん
等未測
定施設
数
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表Ⅲ－５（８a）　　大気基準適用施設設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－都道府県別）

廃棄物焼却炉 合　計

小　計
未報告施設数 未報告施設数
休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

北海道 197 6 40 17 254 215 6 41 18 274

青森県 101 4 29 5 135 104 4 29 5 138

岩手県 106 2 18 2 126 106 2 18 2 126

宮城県 79 14 54 147 82 14 54 150

秋田県 72 12 84 72 12 84

山形県 96 1 17 2 115 98 1 17 2 117

福島県 91 30 1 122 110 32 1 143

茨城県 241 117 22 380 273 126 22 421

栃木県 121 41 18 180 171 53 18 242

群馬県 92 32 1 125 102 32 4 138

埼玉県 216 65 27 308 254 72 31 357

千葉県 247 93 22 362 257 93 23 373

東京都 206 40 6 29 83 324 207 40 6 29 85 327

神奈川県 101 4 26 2 129 102 4 26 2 130

新潟県 167 43 8 218 181 45 9 235

富山県 67 9 7 83 101 9 10 120

石川県 57 1 18 10 85 58 1 18 10 86

福井県 82 8 26 108 99 8 26 125

山梨県 67 18 85 69 18 87

長野県 130 6 38 168 144 6 39 183

岐阜県 163 53 22 238 164 54 23 241

静岡県 217 71 20 308 274 80 23 377

愛知県 210 55 2 267 344 63 2 409

三重県 121 52 36 209 153 54 36 243

滋賀県 88 19 3 110 102 23 3 128

京都府 79 7 2 88 83 7 2 92

大阪府 105 27 6 138 119 32 6 157

兵庫県 189 2 49 32 270 197 2 50 33 280

奈良県 109 42 44 195 109 42 44 195

和歌山県 71 18 1 90 71 18 1 90

鳥取県 58 14 21 93 58 14 21 93

島根県 60 1 11 5 76 63 1 12 5 80

岡山県 98 27 1 126 101 27 1 129

広島県 121 3 31 6 158 126 3 31 6 163

山口県 117 5 33 150 127 5 38 165

徳島県 96 1 37 30 163 96 1 37 30 163

香川県 80 1 29 14 123 81 1 29 15 125

愛媛県 126 14 31 42 199 129 14 31 42 202

高知県 51 1 1 33 34 119 51 1 1 33 34 119

福岡県 107 26 85 218 128 27 86 241

佐賀県 69 26 14 109 73 26 15 114

長崎県 77 37 1 115 78 37 1 116

熊本県 101 12 3 116 122 12 3 137

大分県 45 5 12 3 60 47 5 12 3 62

宮崎県 62 4 66 63 4 67

鹿児島県 135 1 1 23 1 160 136 1 1 24 1 162

沖縄県 74 19 10 103 75 19 10 104

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した施設を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

ばいじ
ん等の
み報告
施設数
(b)

報告
対象
施設数
(a+b+c+
d)

報告
施設数
(a)

うちば
いじん
等未測
定施設
数

ばいじ
ん等の
み報告
施設数
(b)

報告
対象
施設数
(a+b+c+
d)

報告
施設数
(a)

うちば
いじん
等未測
定施設
数

- 135 -



表Ⅲ－５（８b）　　大気基準適用施設設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－政令市別）

廃棄物焼却炉 合　計

小　計

未報告施設数 未報告施設数
休止
(c)

未測定
(d)

休止
(c)

未測定
(d)

札幌市 25 1 26 26 1 27

仙台市 28 1 1 30 29 1 1 31

さいたま市 24 1 2 1 27 24 1 2 1 27

千葉市 30 14 5 49 31 15 5 51

横浜市 38 5 41 79 42 5 41 83

川崎市 45 1 2 1 48 50 1 2 1 53

相模原市 19 2 21 19 2 21

新潟市 34 11 9 54 34 11 9 54

静岡市 39 5 5 49 57 7 5 69

浜松市 33 22 4 59 33 22 5 60

名古屋市 36 12 3 51 50 13 3 66

京都市 31 2 31 62 37 2 34 71

大阪市 44 8 52 56 8 64

堺市 28 11 1 40 40 11 1 52

神戸市 27 4 7 34 27 4 7 34

岡山市 42 7 3 52 42 7 3 52

広島市 35 2 13 48 38 2 13 51

北九州市 39 12 51 49 15 64

福岡市 21 2 23 21 2 23

熊本市 16 4 20 16 4 20

函館市 7 2 9 7 2 9

旭川市 10 2 12 10 2 12

青森市 22 6 28 22 6 28

盛岡市 19 3 1 23 19 3 1 23

秋田市 13 3 16 14 3 17

郡山市 16 2 18 16 2 18

いわき市 25 2 27 30 2 32

宇都宮市 18 5 23 19 5 24

前橋市 18 10 1 29 21 10 1 32

高崎市 19 4 7 1 27 19 4 7 1 27

川越市 11 2 11 12 2 12

船橋市 12 2 3 17 13 2 3 18

柏市 10 6 16 10 6 16

横須賀市 17 9 17 17 9 17

富山市 26 6 4 36 33 9 4 46

金沢市 22 7 1 30 22 7 1 30

長野市 15 5 20 15 5 20

岐阜市 18 5 1 24 20 5 1 26

豊橋市 13 1 14 17 3 20

岡崎市 18 6 24 20 6 26

豊田市 16 16 46 1 47

大津市 11 3 14 11 3 14

豊中市 4 4 8 4 4 8

高槻市 12 2 14 12 2 14

東大阪市 16 16 16 16

姫路市 36 4 2 42 63 9 2 74

尼崎市 14 4 18 14 4 18

西宮市 11 11 11 11

奈良市 13 1 10 2 25 13 1 11 2 26

和歌山市 28 10 1 39 33 11 1 45

倉敷市 43 8 51 60 8 68

福山市 35 15 4 54 37 17 4 58

下関市 14 2 16 23 5 28

高松市 20 1 4 24 21 1 4 25

松山市 20 10 2 32 20 10 2 32

高知市 16 6 5 27 16 6 5 27

久留米市 13 5 18 16 5 21

長崎市 11 1 3 15 11 1 3 15

大分市 24 11 2 37 28 11 2 41

宮崎市 7 1 7 15 7 1 7 15

鹿児島市 27 6 1 34 27 6 2 35

合　計 6719 138 9 1896 803 9427 7541 138 9 1996 828 10374

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した施設を対象に同期間における
　　報告等の状況を計上。

ばいじ
ん等の
み報告
施設数
(b)

報告
対象
施設数
(a+b+c+
d)

報告
施設数
(a)

うちば
いじん
等未測
定施設
数

ばいじ
ん等の
み報告
施設数
(b)

報告
対象
施設数
(a+b+c+
d)

報告
施設数
(a)

うちば
いじん
等未測
定施設
数
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表Ⅲ－６（１a）　　報告期限到来前廃止施設における設置者による測定結果報告状況
（大気・施設種類別－都道府県別）

製鋼用電気炉 亜鉛回収施設

焙焼炉 焼結炉 溶鉱炉 溶解炉 乾燥炉

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県 1

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

用に供する焼結炉

焼結鉱の製造の 

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数
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表Ⅲ－６（１b）　　報告期限到来前廃止施設における設置者による測定結果報告状況
（大気・施設種類別－政令市別）

製鋼用電気炉 亜鉛回収施設

焙焼炉 焼結炉 溶鉱炉 溶解炉 乾燥炉

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市 1

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

焼結鉱の製造の 

用に供する焼結炉

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数
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表Ⅲ－６（２a）　　報告期限到来前廃止施設における設置者による測定結果報告状況
（大気・施設種類別－都道府県別）

亜鉛回収施設 アルミニウム合金製造施設 廃棄物焼却炉

小　計 焙焼炉 溶解炉 乾燥炉 小　計 4t/h以上

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県 2 2

茨城県 3 3

栃木県 2 2

群馬県

埼玉県 1 1 1 1 1

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県 2 2

山梨県 1 1

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県 1 4 5

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県 1 1 1 1 2 2

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県 1

佐賀県

長崎県

熊本県 6 6

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

うちばい
じん等未
測定施設
数

ばいじん
等のみ報
告
施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

- 139 -



表Ⅲ－６（２b）　　報告期限到来前廃止施設における設置者による測定結果報告状況
（大気・施設種類別－政令市別）

亜鉛回収施設 アルミニウム合金製造施設 廃棄物焼却炉

小　計 焙焼炉 溶解炉 乾燥炉 小　計 4t/h以上

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市 3

相模原市

新潟市 3

静岡市

浜松市

名古屋市 3 4 3 4

京都市

大阪市

堺市

神戸市 1 1 1

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市 1 1 1 1 2

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市 2 2

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 0 0 0 1 6 24 1 2 7 27 6 1 0 14

ばいじん
等のみ報
告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

うちばい
じん等未
測定施設
数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数
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表Ⅲ－６（３a）　　報告期限到来前廃止施設における設置者による測定結果報告状況
（大気・施設種類別－都道府県別）

廃棄物焼却炉

2t/h以上～4t/h未満 200kg/h以上～2t/h未満 100kg/h以上～200kg/h未満

北海道 1 1 4 2 4

青森県 1

岩手県 1 1 3 3

宮城県

秋田県 2 2 2 2 2 2

山形県

福島県 1 2

茨城県 5 1 1 6

栃木県 1 4 1

群馬県

埼玉県 2 4 2

千葉県 1 8

東京都 2 1 2 1 4

神奈川県 2

新潟県 2 4 1 4

富山県

石川県 2

福井県 1 1 1 1 1 3

山梨県

長野県 1

岐阜県 4

静岡県 9 5

愛知県 1 3

三重県 1 1 1

滋賀県 1 5

京都府 1

大阪府 2 2 1

兵庫県 1 1

奈良県 2

和歌山県 1

鳥取県 1

島根県 1 1

岡山県 1

広島県 2

山口県 3 3

徳島県 2 2

香川県 2 2 2

愛媛県 4 1 2

高知県 2 1

福岡県 1 3 5

佐賀県 1 3 1 1

長崎県

熊本県 2

大分県 1 1

宮崎県 1

鹿児島県 1 2

沖縄県 1 1

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

うちばい
じん等未
測定施設
数

ばいじん
等のみ報
告
施設数

うちばい
じん等未
測定施設
数

ばいじん
等のみ報
告
施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

うちばい
じん等未
測定施設
数

ばいじん
等のみ報
告
施設数
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表Ⅲ－６（３b）　　報告期限到来前廃止施設における設置者による測定結果報告状況
（大気・施設種類別－政令市別）

廃棄物焼却炉

2t/h以上～4t/h未満 200kg/h以上～2t/h未満 100kg/h以上～200kg/h未満

札幌市

仙台市 2

さいたま市

千葉市 1 1 1 1 1 1

横浜市 1

川崎市 1

相模原市

新潟市 2 2 1 1

静岡市 3 3

浜松市 1

名古屋市 1 2

京都市 1

大阪市 1 1 1

堺市

神戸市

岡山市

広島市 3 5 1

北九州市 1

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市 1

盛岡市 1

秋田市

郡山市

いわき市 1 1

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市 1

岡崎市

豊田市

大津市 1 1

豊中市 1

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市 1 1

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市 2 2 2

大分市 1

宮崎市

鹿児島市

合　計 1 0 0 21 16 6 1 77 27 9 1 103

ばいじん
等のみ報
告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

うちばい
じん等未
測定施設
数

ばいじん
等のみ報
告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

うちばい
じん等未
測定施設
数

ばいじん
等のみ報
告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

うちばい
じん等未
測定施設
数
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表Ⅲ－６（４a）　　報告期限到来前廃止施設における設置者による測定結果報告状況
（大気・施設種類別－都道府県別）

廃棄物焼却炉

50kg/h以上～100kg/h未満 50kg/h未満（0.5m
2
以上） 小　計

北海道 1 2 2 2 5 3 11

青森県 1

岩手県 4 4

宮城県

秋田県 4 4 4

山形県

福島県 1 2

茨城県 3 3 1 18

栃木県 2 1 7

群馬県

埼玉県 11 20

千葉県 1 3 1 12

東京都 1 1 3 1 8

神奈川県 1 2 1 4

新潟県 1 1 2 11

富山県

石川県 2

福井県 1 1 1 3 1 7

山梨県 1 1 2

長野県 1

岐阜県 1 1 1 5

静岡県 2 16

愛知県 1 3

三重県 1 1 1 2

滋賀県 4 10

京都府 1

大阪府 1 1 2 1 8

兵庫県 3 5

奈良県 2

和歌山県 1 2

鳥取県 1

島根県 2

岡山県 1

広島県 2

山口県 3 3

徳島県 4

香川県 1 1 1 3 3 3

愛媛県 1 2 2 8

高知県 2 5

福岡県 4 2 1 15

佐賀県 2 4

長崎県

熊本県 2

大分県 2

宮崎県 1 2

鹿児島県 1 4

沖縄県 1 1 2 2

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

うちばい
じん等未
測定施設
数

ばいじん
等のみ報
告
施設数

うちばい
じん等未
測定施設
数

ばいじん
等のみ報
告
施設数

報告
施設数

うちばい
じん等未
測定施設
数

ばいじん
等のみ報
告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数
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表Ⅲ－６（４b）　　報告期限到来前廃止施設における設置者による測定結果報告状況
（大気・施設種類別－政令市別）

廃棄物焼却炉

50kg/h以上～100kg/h未満 50kg/h未満（0.5m
2
以上） 小　計

札幌市

仙台市 2

さいたま市 1 1

千葉市 1 1 1 2 2 2 5 5 5

横浜市 1 2

川崎市 4

相模原市

新潟市 2 1 10

静岡市 2 2 5 5

浜松市 1

名古屋市 1 2

京都市 1

大阪市 1 1 1

堺市 1 1

神戸市 1 1 1 2

岡山市

広島市 1 3 7

北九州市 1

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市 1

盛岡市 2 3

秋田市

郡山市

いわき市 2

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市 1 1 1 2

岡崎市

豊田市

大津市 1 1

豊中市 1

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市 1 1 1 1

倉敷市 2 2

福山市 1 3

下関市

高松市

松山市 2 2

高知市

久留米市

長崎市 2 2 2

大分市 1

宮崎市

鹿児島市

合　計 14 2 0 58 4 4 0 21 68 22 2 294

報告
施設数

うちばい
じん等未
測定施設
数

ばいじん
等のみ報
告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

ばいじん
等のみ報
告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

ばいじん
等のみ報
告
施設数

報告期限
到来前に
廃止届出
がなされ
た施設数

報告
施設数

うちばい
じん等未
測定施設
数

報告
施設数

うちばい
じん等未
測定施設
数
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表Ⅲ－６（５a）　　報告期限到来前廃止施設における設置者による測定結果報告状況
（大気・施設種類別－都道府県別）

合　計

北海道 5 3 11

青森県 1

岩手県 4 4

宮城県

秋田県 4 4 4

山形県

福島県 1 4

茨城県 3 1 18

栃木県 1 9

群馬県

埼玉県 1 21

千葉県 1 12

東京都 3 1 8

神奈川県 1 4

新潟県 2 11

富山県

石川県 2

福井県 3 1 9

山梨県 3

長野県 1

岐阜県 1 5

静岡県 16

愛知県 1 9

三重県 1 1 2

滋賀県 10

京都府 1

大阪府 1 8

兵庫県 5

奈良県 2

和歌山県 2

鳥取県 1

島根県 2

岡山県 1

広島県 2

山口県 5 5

徳島県 4

香川県 3 3 3

愛媛県 2 8

高知県 5

福岡県 1 15

佐賀県 2 4

長崎県

熊本県 8

大分県 2

宮崎県 2

鹿児島県 4

沖縄県 2 2

ばいじん等
のみ報告
施設数

報告期限到
来前に廃止
届出がなさ
れた施設数

報告
施設数

うちばいじ
ん等未測定
施設数
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表Ⅲ－６（５b）　　報告期限到来前廃止施設における設置者による測定結果報告状況
（大気・施設種類別－政令市別）

合　計

札幌市

仙台市 2

さいたま市 1

千葉市 5 5 5

横浜市 2

川崎市 4

相模原市

新潟市 1 10

静岡市 5 5

浜松市 1

名古屋市 4 6

京都市 1

大阪市 1 1 1

堺市 1

神戸市 1 1 2

岡山市

広島市 3 7

北九州市 1

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市 1

盛岡市 3

秋田市

郡山市

いわき市 2

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市 1 2

岡崎市

豊田市 1 2

大津市 1 1

豊中市 1

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市 1 1

倉敷市 3

福山市 3

下関市

高松市

松山市 2 2

高知市

久留米市

長崎市 2 2 2

大分市 1

宮崎市

鹿児島市

合　計 75 22 2 323

ばいじん等
のみ報告
施設数

報告期限到
来前に廃止
届出がなさ
れた施設数

報告
施設数

うちばいじ
ん等未測定
施設数
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表Ⅲ－７（１a）　　水質基準適用事業場設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－都道府県別）

未報告事業場数 未報告事業場数 未報告事業場数
休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

北海道 5 1 6 2 2

青森県 1 1

岩手県 1 1

宮城県 2 2

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県 1 1

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県 1 1

富山県 1 1

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県 1 1

静岡県 1 1

愛知県 1 1

三重県 8 8

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県 1 1

奈良県

和歌山県

鳥取県 1 1

島根県 1 1

岡山県

広島県 2 2

山口県 1 1

徳島県 1 1

香川県 1 1

愛媛県 1 1

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県 1 1

大分県

宮崎県 1 1

鹿児島県 1 1

沖縄県

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した事業場を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

硫酸塩ﾊﾟﾙﾌﾟ(ｸﾗﾌﾄﾊﾟﾙﾌﾟ)又は
亜硫酸ﾊﾟﾙﾌﾟ(ｻﾙﾌｧｲﾄﾊﾟﾙﾌﾟ)の
製造の用に供する塩素又は
塩素化合物による漂白施設

ｶｰﾊﾞｲﾄﾞ法ｱｾﾁﾚﾝの製造の用に供する
ｱｾﾁﾚﾝ洗浄施設

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

硫酸ｶﾘｳﾑの製造の用に供する
廃ｶﾞｽ洗浄施設

報告
事業場
数
(a)
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表Ⅲ－７（１b）　　水質基準適用事業場設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－政令市別）

未報告事業場数 未報告事業場数 未報告事業場数
休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市 1 1

川崎市

相模原市

新潟市 1 1

静岡市

浜松市 1 1

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市 1 1

青森市

盛岡市

秋田市 1 1

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 34 1 1 36 3 1 3 7 0 0 0 0

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した事業場を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

硫酸塩ﾊﾟﾙﾌﾟ(ｸﾗﾌﾄﾊﾟﾙﾌﾟ)又は
亜硫酸ﾊﾟﾙﾌﾟ(ｻﾙﾌｧｲﾄﾊﾟﾙﾌﾟ)の
製造の用に供する塩素又は
塩素化合物による漂白施設

ｶｰﾊﾞｲﾄﾞ法ｱｾﾁﾚﾝの製造の用に供する
ｱｾﾁﾚﾝ洗浄施設

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

硫酸ｶﾘｳﾑの製造の用に供する
廃ｶﾞｽ洗浄施設

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)
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表Ⅲ－７（２a）　　水質基準適用事業場設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－都道府県別）

未報告事業場数 未報告事業場数 未報告事業場数
休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県 1 1

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県 1 1

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県 1 1

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県 2 2

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した事業場を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

ｱﾙﾐﾅ繊維の製造の用に供する
廃ｶﾞｽ洗浄施設

担体付き触媒の製造の用に供する
焼成炉から発生するガスを処理する
施設のうち廃ガス洗浄施設

塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰの製造の用に
供する二塩化ｴﾁﾚﾝ洗浄施設

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)
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表Ⅲ－７（２b）　　水質基準適用事業場設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－政令市別）

未報告事業場数 未報告事業場数 未報告事業場数
休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市 1 1

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市 1 1

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 1 0 0 1 1 0 0 1 5 0 0 5

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した事業場を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

ｱﾙﾐﾅ繊維の製造の用に供する
廃ｶﾞｽ洗浄施設

塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰの製造の用に
供する二塩化ｴﾁﾚﾝ洗浄施設

担体付き触媒の製造の用に供する
焼成炉から発生するガスを処理する
施設のうち廃ガス洗浄施設

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

報告
事業場
数
(a)
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表Ⅲ－７（３a）　　水質基準適用事業場設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－都道府県別）

未報告事業場数 未報告事業場数 未報告事業場数
休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県 1 1

愛知県 1 1

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した事業場を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

報告
事業場
数
(a)

報告
事業場
数
(a)

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

ｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ又はｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの製造の
用に供する水洗施設、廃ガス洗浄施

設

4-ｸﾛﾛﾌﾀﾙ酸水素ﾅﾄﾘｳﾑの
製造の用に供するろ過施設、
乾燥施設及び廃ガス洗浄施設

ｶﾌﾟﾛﾗｸﾀﾑの製造の用に供する
硫酸濃縮施設、ｼｸﾛﾍｷｻﾝ分離施設、

廃ガス洗浄施設

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)
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表Ⅲ－７（３b）　　水質基準適用事業場設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－政令市別）

未報告事業場数 未報告事業場数 未報告事業場数
休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市 1 1

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した事業場を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

ｶﾌﾟﾛﾗｸﾀﾑの製造の用に供する
硫酸濃縮施設、ｼｸﾛﾍｷｻﾝ分離施設、

廃ガス洗浄施設

報告
事業場
数
(a)

ｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ又はｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの製造の
用に供する水洗施設、廃ガス洗浄施

設

4-ｸﾛﾛﾌﾀﾙ酸水素ﾅﾄﾘｳﾑの
製造の用に供するろ過施設、
乾燥施設及び廃ガス洗浄施設

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)
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表Ⅲ－７（４a）　　水質基準適用事業場設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－都道府県別）

未報告事業場数 未報告事業場数 未報告事業場数
休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県 1 1

茨城県

栃木県 1 1

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県 3 3

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県 3 3

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県 1 1

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した事業場を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

ｱﾙﾐﾆｳﾑ又はその合金の製造の用に供
する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から
発生するガスを処理する施設のうち
廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設

ｼﾞｵｷｻｼﾞﾝﾊﾞｲｵﾚｯﾄの製造の用に供する

ﾆﾄﾛ化誘導体分離施設、還元誘導体

分離施設、ﾆﾄﾛ化誘導体洗浄施設、

還元誘導体洗浄施設、ｼﾞｵｷｻｼﾞﾝ

ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ洗浄施設及び熱風乾燥施設

2,3-ｼﾞｸﾛﾛ-1,4-ﾅﾌﾄｷﾉﾝの
製造の用に供する

ろ過施設及び廃ガス洗浄施設

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)
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表Ⅲ－７（４b）　　水質基準適用事業場設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－政令市別）

未報告事業場数 未報告事業場数 未報告事業場数
休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市 1 1

浜松市

名古屋市 1 1

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市 1 1

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 1 0 0 1 1 0 0 1 10 0 0 10

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した事業場を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

ｱﾙﾐﾆｳﾑ又はその合金の製造の用に供
する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から
発生するガスを処理する施設のうち
廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設

ｼﾞｵｷｻｼﾞﾝﾊﾞｲｵﾚｯﾄの製造の用に供する

ﾆﾄﾛ化誘導体分離施設、還元誘導体

分離施設、ﾆﾄﾛ化誘導体洗浄施設、

還元誘導体洗浄施設、ｼﾞｵｷｻｼﾞﾝ

ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ洗浄施設及び熱風乾燥施設

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

報告
事業場
数
(a)

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

2,3-ｼﾞｸﾛﾛ-1,4-ﾅﾌﾄｷﾉﾝの
製造の用に供する

ろ過施設及び廃ガス洗浄施設

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)
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表Ⅲ－７（５a）　　水質基準適用事業場設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－都道府県別）

未報告事業場数 未報告事業場数 未報告事業場数
休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

北海道 5 4 9

青森県 1 1 3 3

岩手県 2 2

宮城県 1 1

秋田県

山形県

福島県 6 2 8

茨城県 11 1 12

栃木県 1 1 2

群馬県 3 1 4

埼玉県 6 2 8

千葉県 15 1 16

東京都 1 1

神奈川県 1 1 2

新潟県 8 2 10

富山県 4 1 5

石川県 3 1 4

福井県 5 2 7

山梨県

長野県

岐阜県 8 3 11

静岡県 2 2 24 7 4 35

愛知県 15 3 18

三重県 4 1 1 6

滋賀県 1 1

京都府 3 3

大阪府 5 5 10

兵庫県 4 1 5

奈良県 1 1

和歌山県 2 2

鳥取県 1 1

島根県 2 1 3

岡山県

広島県 4 4

山口県 11 11

徳島県 6 6

香川県 3 3

愛媛県 1 1 4 4

高知県 1 1

福岡県 1 1 4 2 6

佐賀県 1 1

長崎県

熊本県 1 1

大分県

宮崎県 1 1

鹿児島県

沖縄県 1 1

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した事業場を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

報告
事業場
数
(a)

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

報告
事業場
数
(a)

廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄装
置、湿式集じん施設及び灰の貯留施
設であって、汚水又は廃液を排出す

るもの

亜鉛の回収の用に供する精製施設、
廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設

担体付き触媒からの金属の回収の用
に供する施設のうち
ろ過施設、精製施設及び
廃ガス洗浄施設
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表Ⅲ－７（５b）　　水質基準適用事業場設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－政令市別）

未報告事業場数 未報告事業場数 未報告事業場数
休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

札幌市

仙台市

さいたま市 4 4

千葉市 3 3

横浜市 8 8

川崎市 12 12

相模原市

新潟市 1 1

静岡市 3 2 5

浜松市 1 1

名古屋市 3 3

京都市

大阪市 1 1

堺市

神戸市

岡山市 2 2

広島市

北九州市 2 1 3

福岡市

熊本市 1 1

函館市

旭川市

青森市 1 1

盛岡市 1 1

秋田市 2 2

郡山市 2 2

いわき市 1 1 6 6

宇都宮市 1 1

前橋市 2 2

高崎市 1 1

川越市 1 1

船橋市

柏市

横須賀市

富山市 3 3

金沢市

長野市

岐阜市 1 1

豊橋市 2 2

岡崎市

豊田市

大津市 1 1

豊中市 1 1

高槻市

東大阪市

姫路市 4 4

尼崎市 3 3

西宮市

奈良市

和歌山市 3 3

倉敷市 6 6

福山市 1 1 2

下関市

高松市

松山市 1 1 2

高知市 2 2

久留米市 1 1

長崎市 3 1 4

大分市 2 2

宮崎市

鹿児島市

合　計 4 0 0 4 2 0 0 2 269 44 14 327

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した事業場を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

亜鉛の回収の用に供する精製施設、
廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設

担体付き触媒からの金属の回収の用
に供する施設のうち
ろ過施設、精製施設及び
廃ガス洗浄施設

廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄装
置、湿式集じん施設及び灰の貯留施
設であって、汚水又は廃液を排出す

るもの

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)
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表Ⅲ－７（６a）　　水質基準適用事業場設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－都道府県別）

未報告事業場数 未報告事業場数 未報告事業場数
休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

北海道 1 1 4 1 5

青森県 1 1

岩手県 1 1

宮城県 1 1

秋田県

山形県

福島県

茨城県 2 2 4 4

栃木県 3 3

群馬県 1 1 2 1 1 2

埼玉県 2 2 10 10

千葉県 1 1 3 3

東京都 20 1 21

神奈川県 13 13

新潟県

富山県 1 1 2 2

石川県

福井県 1 1

山梨県

長野県 3 3

岐阜県 1 1

静岡県 2 2 2 2

愛知県 1 1 8 8

三重県 2 2

滋賀県 2 2

京都府 2 2

大阪府 1 1 12 12

兵庫県 5 5

奈良県 1 1

和歌山県

鳥取県 4 4

島根県 1 1

岡山県 1 1

広島県

山口県 1 1

徳島県

香川県 1 1

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県 2 2

熊本県

大分県

宮崎県 1 1

鹿児島県

沖縄県 1 1

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した事業場を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

下水道終末処理施設

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

廃PCB等又はPCB処理物の分解施設
及びPCB汚染物又はPCB処理物の
洗浄施設及び分離施設

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

報告
事業場
数
(a)

ﾌﾛﾝ類の破壊の用に供する施設の
うちﾌﾟﾗｽﾞﾏ反応施設、廃ガス洗浄

施設及び湿式集じん施設
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表Ⅲ－７（６b）　　水質基準適用事業場設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－政令市別）

未報告事業場数 未報告事業場数 未報告事業場数
休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

札幌市 4 4

仙台市 2 2

さいたま市

千葉市 1 1 2 2

横浜市 2 2 5 5

川崎市 1 1 3 3

相模原市

新潟市 1 1 1 1

静岡市 1 1 3 3

浜松市 2 2

名古屋市 5 5

京都市 4 4

大阪市 7 7

堺市 2 2

神戸市 4 4

岡山市

広島市 5 5

北九州市 3 3

福岡市 3 3

熊本市 2 2

函館市 1 1

旭川市 1 1

青森市

盛岡市

秋田市 1 1 2

郡山市 1 1

いわき市 1 1

宇都宮市

前橋市 1 1

高崎市 1 1

川越市

船橋市

柏市

横須賀市 2 2

富山市 1 1 2 2

金沢市 3 3

長野市 3 3

岐阜市 2 2

豊橋市 1 1

岡崎市

豊田市

大津市 1 1

豊中市 1 1

高槻市 1 1

東大阪市 2 2

姫路市 2 2

尼崎市 2 2

西宮市 2 2

奈良市

和歌山市 2 2

倉敷市 1 1

福山市 1 1

下関市 1 1

高松市 2 2

松山市

高知市 1 1 1 1

久留米市

長崎市 1 1

大分市

宮崎市 2 2

鹿児島市 1 1

合　計 5 0 0 5 17 2 0 19 210 4 1 215

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した事業場を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

廃PCB等又はPCB処理物の分解施設
及びPCB汚染物又はPCB処理物の
洗浄施設及び分離施設

ﾌﾛﾝ類の破壊の用に供する施設の
うちﾌﾟﾗｽﾞﾏ反応施設、廃ガス洗浄

施設及び湿式集じん施設
下水道終末処理施設

報告
事業場
数
(a)

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)
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表Ⅲ－７（７a）　　水質基準適用事業場設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－都道府県別）

未報告事業場数 未報告事業場数
休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

北海道 15 2 6 23

青森県 6 6

岩手県 4 4

宮城県 4 4

秋田県 2 2 2 2

山形県

福島県 7 2 9

茨城県 18 1 19

栃木県 1 1 5 2 7

群馬県 6 3 9

埼玉県 18 2 20

千葉県 3 3 23 1 24

東京都 21 1 22

神奈川県 14 1 15

新潟県 4 4 13 2 15

富山県 11 1 12

石川県 3 1 4

福井県 6 2 8

山梨県

長野県 3 3

岐阜県 9 3 1 13

静岡県 35 7 4 46

愛知県 2 2 28 3 31

三重県 1 1 15 1 1 17

滋賀県 3 3

京都府 5 5

大阪府 18 5 23

兵庫県 11 1 12

奈良県 2 2

和歌山県 2 2

鳥取県 6 6

島根県 4 1 5

岡山県 1 1

広島県 1 1 6 1 7

山口県 1 1 16 16

徳島県 7 7

香川県 1 1 5 1 6

愛媛県 2 2 9 9

高知県 1 1

福岡県 1 1 6 2 8

佐賀県 1 1

長崎県 2 2

熊本県 2 2

大分県

宮崎県 1 1 4 4

鹿児島県 1 1

沖縄県 1 1 2

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した事業場を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

合　計

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

水質基準対象施設を設置する工場又
は事業場から排出される水の処理施

設

報告
事業場
数
(a)
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表Ⅲ－７（７b）　　水質基準適用事業場設置者による測定結果報告状況
（施設種類別－政令市別）

未報告事業場数 未報告事業場数
休止
(b)

未測定
(c)

休止
(b)

未測定
(c)

札幌市 4 4

仙台市 2 2

さいたま市 4 4

千葉市 1 1 7 7

横浜市 1 1 2 17 1 18

川崎市 16 16

相模原市

新潟市 3 1 4

静岡市 8 2 10

浜松市 3 1 4

名古屋市 10 10

京都市 4 4

大阪市 8 8

堺市 2 2

神戸市 4 4

岡山市 2 2

広島市 5 5

北九州市 5 1 6

福岡市 3 3

熊本市 3 3

函館市 1 1

旭川市 2 2

青森市 1 1

盛岡市 1 1

秋田市 4 1 5

郡山市 3 3

いわき市 9 9

宇都宮市 1 1 2 2

前橋市 3 3

高崎市 2 2

川越市 1 1

船橋市

柏市

横須賀市 2 2

富山市 1 1 6 1 7

金沢市 3 3

長野市 3 3

岐阜市 3 3

豊橋市 3 3

岡崎市

豊田市

大津市 2 2

豊中市 1 1 2

高槻市 1 1

東大阪市 2 2

姫路市 1 1 7 7

尼崎市 5 5

西宮市 2 2

奈良市

和歌山市 5 5

倉敷市 8 8

福山市 2 1 3

下関市 2 2

高松市 2 2

松山市 1 1 2

高知市 2 2 4

久留米市 1 1

長崎市 4 1 5

大分市 2 2 4 4

宮崎市 2 2

鹿児島市 1 1

合　計 25 2 1 28 591 54 20 665

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に報告期限が到来した事業場を対象に同期間における

　　報告等の状況を計上。

水質基準対象施設を設置する工場又
は事業場から排出される水の処理施

設
合　計

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

報告
事業場
数
(a)

報告対
象事業
場数
(a+b+c)

報告
事業場
数
(a)
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表Ⅲ－８（１a）　　報告期限到来前廃止施設における設置者による測定結果報告状況
（水質・施設種類別－都道府県・政令市別）

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県 1

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

ｼﾞｵｷｻｼﾞﾝﾊﾞｲｵﾚｯﾄの製造の用に供する
ﾆﾄﾛ化誘導体分離施設、還元誘導体
分離施設、ﾆﾄﾛ化誘導体洗浄施設、
還元誘導体洗浄施設、ｼﾞｵｷｻｼﾞﾝ
ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ洗浄施設及び熱風乾燥施設

ｱﾙﾐﾆｳﾑ又はその合金の製造の用に供す
る焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生
するガスを処理する施設のうち廃ガス

洗浄施設及び湿式集じん施設

2,3-ｼﾞｸﾛﾛ-1,4-ﾅﾌﾄｷﾉﾝの
製造の用に供する

ろ過施設及び廃ガス洗浄施設
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表Ⅲ－８（１b）　　報告期限到来前廃止施設における設置者による測定結果報告状況
（水質・施設種類別－都道府県・政令市別）

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 0 0 0 0 0 1

ｼﾞｵｷｻｼﾞﾝﾊﾞｲｵﾚｯﾄの製造の用に供する
ﾆﾄﾛ化誘導体分離施設、還元誘導体
分離施設、ﾆﾄﾛ化誘導体洗浄施設、
還元誘導体洗浄施設、ｼﾞｵｷｻｼﾞﾝ
ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ洗浄施設及び熱風乾燥施設

ｱﾙﾐﾆｳﾑ又はその合金の製造の用に供す
る焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生
するガスを処理する施設のうち廃ガス

洗浄施設及び湿式集じん施設

2,3-ｼﾞｸﾛﾛ-1,4-ﾅﾌﾄｷﾉﾝの
製造の用に供する

ろ過施設及び廃ガス洗浄施設
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表Ⅲ－８（２a）　　報告期限到来前廃止施設における設置者による測定結果報告状況
（水質・施設種類別－都道府県・政令市別）

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県 1

新潟県 2

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県 1

静岡県

愛知県 1

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県 1

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県 1

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県 1

福岡県 1 1

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

担体付き触媒からの金属の回収の用に
供する施設のうちろ過施設、
精製施設及び廃ガス洗浄施設

亜鉛の回収の用に供する精製施設、
廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設

廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄
装置、湿式集じん施設及び
灰の貯留施設であって、

汚水又は廃液を排出するもの
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表Ⅲ－８（２b）　　報告期限到来前廃止施設における設置者による測定結果報告状況
（水質・施設種類別－都道府県・政令市別）

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市 1 1

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市 1

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市 5

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 0 0 0 0 2 16

担体付き触媒からの金属の回収の用に
供する施設のうちろ過施設、
精製施設及び廃ガス洗浄施設

亜鉛の回収の用に供する精製施設、
廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設

廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄
装置、湿式集じん施設及び
灰の貯留施設であって、

汚水又は廃液を排出するもの
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表Ⅲ－８（３a）　　報告期限到来前廃止施設における設置者による測定結果報告状況
（水質・施設種類別－都道府県・政令市別）

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

廃PCB等又はPCB処理物の分解施設
及びPCB汚染物又はPCB処理物の

洗浄施設及び分離施設

ﾌﾛﾝ類の破壊の用に供する施設のうちﾌﾟ
ﾗｽﾞﾏ反応施設、廃ガス洗浄施設

及び湿式集じん施設
下水道終末処理施設
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表Ⅲ－８（３b）　　報告期限到来前廃止施設における設置者による測定結果報告状況
（水質・施設種類別－都道府県・政令市別）

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市 1 1

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市 1

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市 1

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 0 0 0 0 1 3

廃PCB等又はPCB処理物の分解施設
及びPCB汚染物又はPCB処理物の

洗浄施設及び分離施設

ﾌﾛﾝ類の破壊の用に供する施設のうちﾌﾟ
ﾗｽﾞﾏ反応施設、廃ガス洗浄施設

及び湿式集じん施設
下水道終末処理施設
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表Ⅲ－８（４a）　　報告期限到来前廃止施設における設置者による測定結果報告状況
（水質・施設種類別－都道府県・政令市別）

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県 1

新潟県 2

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県 1

静岡県

愛知県 1

三重県

滋賀県 1

京都府

大阪府

兵庫県 1

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県 1

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県 1

福岡県 1 1

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

合　計
水質基準対象施設を設置する

工場又は事業場から排出される
水の処理施設
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表Ⅲ－８（４b）　　報告期限到来前廃止施設における設置者による測定結果報告状況
（水質・施設種類別－都道府県・政令市別）

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

報告事業場数 報告期限到来前に
廃止届出がなされ
た事業場数

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市 1 1

川崎市 1 1

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市 1

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市 1

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市 6

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 0 0 3 20

合　計
水質基準対象施設を設置する

工場又は事業場から排出される
水の処理施設
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表Ⅲ－９　　設置者による測定結果未報告施設・事業場への措置状況

　　　　　　（大気関係・水質関係－全国）

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

大気関係 水質関係

口頭指導件数 433    17    

文書指導件数 770    39    

一時使用停止命令 0    0    

その他 3    0    

注）未報告１件に対し、平成２４年度中に複数の措置が執られている場合には、年度内の最終

　　措置に該当する区分を計上した。表Ⅱ－２に計上した指導件数から一部再掲。
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表Ⅲ－１０（a）　　設置者による測定結果未報告施設・事業場への措置状況
（都道府県別）

大気基準適用施設 水質基準適用事業場

口頭指導 文書指導 一時使用停止
命令

その他 口頭指導 文書指導 一時使用停止
命令

その他

北海道 7 3

青森県 1

岩手県 9 4 2

宮城県 1 2

秋田県

山形県 15 1

福島県 5

茨城県 1 1

栃木県 16 1

群馬県 4

埼玉県 14

千葉県 26

東京都 72 29

神奈川県 2

新潟県 5 3 1

富山県 14

石川県 6 1

福井県 1 3

山梨県 12 55 2

長野県

岐阜県 1 1

静岡県 8 1

愛知県 7 3

三重県 10 7

滋賀県 6 28 1 1

京都府 2

大阪府 2 2

兵庫県 33

奈良県 42 135

和歌山県

鳥取県 20

島根県 3

岡山県 17

広島県 5

山口県 15 5

徳島県 7 56

香川県 1 1 1

愛媛県 14

高知県 103 1

福岡県 21 3

佐賀県 3

長崎県 1

熊本県 1

大分県 1 2

宮崎県

鹿児島県 97

沖縄県 5 1

注）未報告１件に対し、平成２４年度中に複数の措置が執られている場合には、年度内の最終措置に該当する区分を計上。
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表Ⅲ－１０（b）　　設置者による測定結果未報告施設・事業場への措置状況
（政令市別）

大気基準適用施設 水質基準適用事業場

口頭指導 文書指導 一時使用停止
命令

その他 口頭指導 文書指導 一時使用停止
命令

その他

札幌市

仙台市

さいたま市 2

千葉市 18

横浜市

川崎市 1

相模原市

新潟市 69 22

静岡市 5

浜松市

名古屋市 2 2

京都市

大阪市 4

堺市 34

神戸市 13

岡山市 3

広島市 8

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市 11

盛岡市 1

秋田市

郡山市

いわき市 16 7

宇都宮市

前橋市 1

高崎市

川越市

船橋市 3

柏市

横須賀市 3

富山市 1

金沢市 1

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市 3 4

尼崎市

西宮市

奈良市 2

和歌山市 1

倉敷市

福山市 4

下関市

高松市

松山市 1

高知市 7 5

久留米市 6

長崎市

大分市 7

宮崎市

鹿児島市 2

合　計 433 770 0 3 17 39 0 0

注）未報告１件に対し、平成２４年度中に複数の措置が執られている場合には、年度内の最終措置に該当する区分を計上。
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表Ⅲ－１１　　設置者による測定における基準超過施設・事業場への措置状況
　　　　　　　（大気関係・水質関係－全国）

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

措　置　状　況 大気関係 水質関係

基準超過件数 30    0    

口頭指導件数 19    0    

文書指導件数 17    0    

法第２２条第１項に基づく改善命令件数 0    0    

法第２２条第１項に基づく一時停止命令件数 0    0    

法第３４条第１項に基づく立入検査に伴う
測定件数 0    0    

その他 5    0    

注）表Ⅱ－３排出基準超過施設・事業場への措置状況から一部再掲。設置者による測定におい
　　て平成２４年度に排出基準超過が判明した施設・事業場に対し、年度内に講じられた措置
　　状況をまとめた。よって、表の措置件数の合計は基準超過件数と必ずしも一致しない。
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表Ⅳ－１　　土壌汚染対策地域の指定及び対策計画策定状況（全国）

平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日

 法第２９条第１項に基づく対策地域の指定件数 0    

 法第３１条第１項に基づく対策計画の策定件数 0    

 法第３２条第１項に基づく対策計画の変更件数 0    

平成２５年３月３１日現在

 対策地域指定件数（累計） 5    

 対策事業を完了し対策地域の指定が解除された件数 （※1） 3    

 対策事業が完了したものの地域指定は解除されていない地域数 （※2） 1    

 対策事業実施中の指定対策地域数 （※3） 1    

(※1)

(※2)

(※3)

表Ⅳ－２　　報告徴収及び立入検査等件数（土壌関係－全国）

（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日）

事業場数 件　数

法第３４条第１項に基づく報告徴収件数 0    0    

法第３４条第１項に基づく立入検査件数 0    0    

法第３４条第１項に基づく立入検査に伴う測定件数 2    2    

　（* 当該地域は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い設定された帰還困難区域に
　 　 指定されている。）

 ・東京都大田区大森南

 　指定面積：365ｍ
2

 　指定年月日：平成13年6月14日、解除年月日：平成18年6月19日

 ・和歌山県橋本市野字上山谷田

 　指定面積：4,930ｍ
2

 　指定年月日：平成14年4月5日、解除年月日：平成17年8月9日

 ・香川県高松市新開西公園

 　指定面積：342ｍ
2

 　指定年月日：平成17年3月4日、解除年月日：平成17年8月12日

 ・東京都北区豊島五丁目

 　指定面積：13,409ｍ
2

 　指定年月日：平成18年3月6日

 ・福島県大熊町大字小入野

 　指定面積：8,970ｍ
2

 　指定年月日：平成19年1月16日

   区域変更：平成22年3月9日 （変更後の面積：257.8ｍ
2
）
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表Ⅳ－３（a）　　法第３４条第１項に基づく立入検査の実施状況
　　（特定事業場種類別－都道府県別）

事業場数 件　数 事業場数 件　数 事業場数 件　数

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注）土壌のダイオキシン類による汚染により人の健康に係る被害が生じることを防止するため

　　におこなった立入検査の件数

大気基準適用施設のみ
を設置する事業場

水質基準対象施設のみ
を設置する事業場

大気基準適用施設
及び水質基準対象施設
を設置する事業場
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表Ⅳ－３（b）　　法第３４条第１項に基づく立入検査の実施状況
　　（特定事業場種類別－政令市別）

事業場数 件　数 事業場数 件　数 事業場数 件　数

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 0 0 0 0 0 0

注）土壌のダイオキシン類による汚染により人の健康に係る被害が生じることを防止するため

　　におこなった立入検査の件数

大気基準適用施設のみ
を設置する事業場

水質基準対象施設のみ
を設置する事業場

大気基準適用施設
及び水質基準対象施設
を設置する事業場
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表Ⅴ－１　　都道府県・政令市における条例制定状況（全国）

平成２５年３月３１日現在

大気関係 水質関係 土壌関係

法第８条第３項に基づく
条例の制定状況
（上乗せ排出基準関係）

な　し な　し

１４団体 ６団体 ５団体

岩手県、福島県、
埼玉県、東京都、
神奈川県、岐阜県、
三重県、熊本県、
さいたま市、
横浜市、川崎市、
名古屋市、柏市、
高知市

岩手県、神奈川県、
山梨県、三重県、
横浜市、川崎市

神奈川県、三重県、
大阪府、横浜市、
川崎市

注）「地方公共団体独自条例」とは、法に基づかないダイオキシン類対策に係る条例を意味す

　　るが、都道府県及び政令市以外の地方公共団体における制定状況については調査を行って

　　いない。

地方公共団体独自条例の
制定状況
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表
Ⅵ

－
１

　
　

水
質

基
準

対
象

施
設

の
届

出
等

の
状

況
（

届
出

内
容

別
・

法
－

全
国

）
注

１
）

瀬
戸

内
瀬

戸
内

鉱
山

保
安

法
等

関
係

法
令

施
設

 
注

7
）

平
成

2
4
年

法
か

ら
法

へ
の

平
成

2
5
年
3
月

3
1
日

特
定

平
成

2
4
年

平
成

2
5
年

3
月

3
1
日

現
在

新
設

既
設

の
移

行
移

行
廃

止
等

現
在

の
設

置
基

数
事

業
場

数
3
月

3
1
日

3
月

3
1
日

特
定

の
設

置
基

数
注

2
）

注
3
）

注
4
）

注
4
）

注
5
）

ａ
+
ｂ
+
ｃ

+
ｄ

1
注

6
）

現
在

の
現

在
の

事
業

場
数

ａ
ｂ

ｃ
ｄ

1
ｄ

2
ｅ

-
ｄ

2
-
ｅ

設
置

基
数

設
置

基
数

注
6
）

6
3

0
0

0
0

0
6
3

2
4

0
0

0

5
2

4
0

0
0

2
5
4

3
6

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2
3

4
0

0
0

0
2
7

5
0

0
0

7
0

0
0

0
0

7
4

0
0

0

1
5

0
0

0
0

0
1
5

2
0

0
0

5
0

0
0

0
0

5
1

0
0

0

2
0

0
0

0
0

2
1

0
0

0

3
0

0
0

0
0

3
1

0
0

0

3
0

0
0

0
0

3
1

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

7
1

0
0

0
0

1
7
0

3
1

0
0

0

3
4

0
0

0
0

2
3
2

7
0

0
0

2
4
9

6
0

0
0

0
2
5
5

8
0

0
0

 
廃
ガ
ス
洗
浄
施

設
、

 
湿
式
集
じ
ん
施
設

1
,
8
2
3

2
4

3
0

0
5
7

1
,
7
9
3

8
0
2

9
(
3
)

7
(
3
)

6
(
3
)

 
灰
の
貯
留
施
設

8
6
5

1
0

0
0

0
2
4

8
5
1

3
9
9

0
0

0

小
計

2
,
6
8
8

3
4

3
0

0
8
1

2
,
6
4
4

1
,
2
0
1

9
(
3
)

7
(
3
)

6
(
3
)

1
2
8

2
0

0
0

0
1
3
0

1
8

0
0

0

6
0

0
0

0
0

0
6
0

3
7

0
0

0

下
水
道
終
末
処
理
施
設

2
5
8

3
0

－
－

8
2
5
3

2
1
8

0
0

0

4
4

2
0

0
0

3
4
3

2
0

2
(
1
)

2
(
1
)

2
(
1
)

　
合
　
計

3
,
7
0
5

5
5

3
0

0
9
7

3
,
6
6
6

1
,
6
1
5

1
1
(
4
)

9
(
4
)

8
(
4
)

注
１
）
瀬
戸
内
海
法
に
基
づ
く
許
可
等
は
含
ま
な
い
。
ま
た
、
別
に
鉱
山

保
安

法
等

関
係

法
令

施
設

を
計

上
し

た
。

注
２
）
平
成
2
4
年
4
月

1
日
か
ら
平
成
2
5
年
3
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
、
法
第

１
２

条
第

１
項

に
基

づ
く

届
出

が
な

さ
れ

た
も

の
を

計
上

し
た

。

注
３
）
平
成
2
4
年
4
月

1
日
か
ら
平
成
2
5
年
3
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
、
法
第

１
３

条
第

１
項

に
基

づ
く

届
出

が
な

さ
れ

た
も

の
を

計
上

し
た

。

注
４
）
事
業
場
か
ら
の
１
日
当
た
り
の
最
大
排
水
量
の
増
減
に
よ
り
、
法

及
び

瀬
戸

内
海

法
の

間
で

適
用

が
変

わ
っ

た
施

設
を

計
上

し
た

。

注
５
）
廃
棄
物
焼
却
炉
に
係
る
施
設
に
お
い
て
構
造
等
の
変
更
に
よ
り
水

質
基

準
対

象
施

設
で

な
く

な
っ

た
も

の
を

含
む

。

注
６
）
１
つ
の
特
定
事
業
場
に
複
数
の
特
定
施
設
を
有
す
る
場
合
は
、
そ

の
事

業
場

を
最

も
代

表
す

る
特

定
施

設
の

欄
に

計
上

し
た

。

注
７
）
法
に
基
づ
く
届
出
が
な
さ
れ
た
施
設
を
有
す
る
事
業
場
と
重
複
す

る
事

業
場

及
び

当
該

事
業

場
に

あ
る

鉱
山

保
安

法
等

関
係

法
令

施
設

の
数

を
（

　
　

）
に

再
掲

し
た

。

塩
化
ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ﾓ
ﾉ
ﾏ
ｰ
の
製
造
の
用
に
供
す
る
二
塩
化
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ
洗
浄
施
設

担
体
付
き
触
媒
か
ら
の
金
属
の
回
収
の
用
に
供
す
る
施
設
の
う
ち
ろ
過

施
設
、
精
製
施
設
及
び
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

ﾌ
ﾛ
ﾝ
類
の
破
壊
の
用
に

供
す
る
施
設
の
う
ち
ﾌ
ﾟ
ﾗ
ｽ
ﾞ
ﾏ
反
応
施
設
、
廃
ガ

ス
洗
浄
施
設
及
び
湿
式
集
じ
ん
施
設

硫
酸
塩
ﾊ
ﾟ
ﾙ
ﾌ
ﾟ
(
ｸ
ﾗ
ﾌ
ﾄ
ﾊ
ﾟ
ﾙ
ﾌ
ﾟ
)
又
は
亜
硫
酸
ﾊ
ﾟ
ﾙ
ﾌ
ﾟ
(
ｻ
ﾙ
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾄ
ﾊ
ﾟ
ﾙ
ﾌ
ﾟ
)
の
製

造
の
用
に
供
す
る
塩
素
又
は
塩
素
化
合
物
に
よ
る
漂
白
施
設

ｶ
ｰ
ﾊ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
法
ｱ
ｾ
ﾁ
ﾚ
ﾝ
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ｱ
ｾ
ﾁ
ﾚ
ﾝ
洗
浄
施
設

硫
酸
ｶ
ﾘ
ｳ
ﾑ
の
製
造
の
用
に
供
す
る
廃
ｶ
ﾞ
ｽ
洗
浄
施
設

ｱ
ﾙ
ﾐ
ﾅ
繊
維
の
製
造
の
用
に
供
す
る
廃
ｶ
ﾞ
ｽ
洗
浄
施
設

担
体
付
き
触
媒
の
製
造
の
用
に
供
す
る
焼
成
炉
か
ら
発
生
す
る
ｶ
ﾞ
ｽ
を

処
理
す
る
施
設
の
う
ち
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

4
-
ｸ
ﾛ
ﾛ
ﾌ
ﾀ
ﾙ
酸
水
素
ﾅ
ﾄ
ﾘ
ｳ
ﾑ
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施
設
、
乾
燥
施

設
及
び
廃
ｶ
ﾞ
ｽ
洗
浄
施

設
2
,
3
-
ｼ
ﾞ
ｸ
ﾛ
ﾛ
-
1
,
4
-
ﾅ
ﾌ
ﾄ
ｷ
ﾉ
ﾝ
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施
設
及
び
廃
ｶ
ﾞ

ｽ
洗
浄
施
設

亜
鉛
の
回
収
の
用
に
供
す
る
精
製
施
設
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
及
び
湿
式

集
じ
ん
施
設

廃
P
C
B
等
又
は
P
C
B
処
理
物
の
分
解
施
設
及
び
P
C
B
汚
染
物
又
は
P
C
B
処
理

物
の
洗
浄
施
設
及
び
分
離
施
設

水
質
基
準
対
象
施
設
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る

水
の
処
理
施
設

廃
棄
物
焼
却
炉
に
係
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
、

湿
式
集
じ
ん
施
設
及
び
灰
の
貯
留
施
設
で

あ
っ
て
汚
水
又
は
廃
液
を
排
出
す
る
も
の

ｼ
ﾞ
ｵ
ｷ
ｻ
ｼ
ﾞ
ﾝ
ﾊ
ﾞ
ｲ
ｵ
ﾚ
ｯ
ﾄ
の

製
造
の
用
に
供
す
る
ﾆ
ﾄ
ﾛ
化
誘
導
体
分
離
施
設
、

還
元
誘
導
体
分
離
施
設
、
ﾆ
ﾄ
ﾛ
化
誘
導
体
洗
浄
施
設
、
還
元
誘
導
体
洗

浄
施
設
、
ｼ
ﾞ
ｵ
ｷ
ｻ
ｼ
ﾞ
ﾝ
ﾊ
ﾞ
ｲ
ｵ
ﾚ
ｯ
ﾄ
洗
浄
施
設
及
び
熱
風
乾
燥
施
設

ｶ
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ﾗ
ｸ
ﾀ
ﾑ
の
製
造
の
用
に
供
す
る
硫
酸
濃
縮
施
設
、
ｼ
ｸ
ﾛ
ﾍ
ｷ
ｻ
ﾝ
分
離
施

設
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

ｸ
ﾛ
ﾛ
ﾍ
ﾞ
ﾝ
ｾ
ﾞ
ﾝ
又
は
ｼ
ﾞ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ﾍ
ﾞ
ﾝ
ｾ
ﾞ
ﾝ
の
製
造
の
用
に
供
す
る
水
洗
施
設
、
廃

ガ
ス
洗
浄
施
設

ｱ
ﾙ
ﾐ
ﾆ
ｳ
ﾑ
又
は
そ
の
合
金
の
製
造
の
用
に
供
す
る
焙
焼
炉
、
溶
解
炉
又
は

乾
燥
炉
に
係
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
、
湿
式
集
じ
ん
施
設
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表
Ⅵ
－
２
　
　
水
質
基
準
対
象
施
設
の
届
出
等
の
状
況
（
許
可
及
び
届
出
内
容
別
・
瀬
戸
内
海
法
－
全
域
）

注
１

）

平
成
2
4
年

法
か
ら

法
へ
の

平
成
2
5
年
3
月
3
1
日

特
定

瀬
戸
内
海

3
月
3
1
日
現
在
の

新
設

既
設

の
移
行

移
行

廃
止
等

現
在
の
設
置
基
数

事
業
場
数

法
５
条

設
置
基
数

注
2
）

注
3
）

注
4
）

注
4
）

注
5
）

ａ
+
ｂ
+
ｃ
+
ｄ
1

注
6
）

不
許
可

ａ
ｂ

ｃ
ｄ
1

ｄ
2

ｅ
-
ｄ
2
-
ｅ

件
数

1
4

0
0

0
0

1
1
3

5
0

3
0

0
0

0
0

3
3

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1
7

0
0

0
0

0
1
7

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

7
0

0
0

0
0

7
1

0

2
0

0
0

0
0

2
1

0

1
1

0
0

0
0

0
1
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

 
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
、

 
湿
式
集
じ
ん
施
設

1
8
0

3
2

0
0

2
1
8
3

6
7

0

 
灰
の
貯
留
施
設

2
8

0
0

0
0

0
2
8

1
1

0

小
計

2
0
8

3
2

0
0

2
2
1
1

7
8

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1
0

0
0

0
0

1
1

0

下
水

道
終

末
処

理
施
設

－
－

－
－

－
－

－
－

－

1
2

0
0

0
0

0
1
2

7
0

　
合

　
計

2
7
5

3
2

0
0

3
2
7
7

1
0
1

0

注
１

）
法

に
基

づ
く
届
出
は
含
ま
な
い
。

注
２

）
平

成
2
4
年
4
月
1
日
か
ら
平
成
2
5
年
3
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
、
瀬
戸
内
海
法
第
５
条
第
１
項
に
基
づ
く
許
可
が
な
さ
れ
た
も
の
を
計
上
し
た
。

注
３

）
平

成
2
4
年
4
月
1
日
か
ら
平
成
2
5
年
3
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
、
瀬
戸
内
海
法
第
７
条
第
２
項
に
基
づ
く
届
出
が
な
さ
れ
た
も
の
を
計
上
し
た
。

注
４

）
事

業
場

か
ら
の
１
日
当
た
り
の
最
大
排
水
量
の
増
減
に
よ
り
、
法
及
び
瀬
戸
内
海
法
の
間
で
適
用
が
変
わ
っ
た
施
設
を
計
上
し
た
。

注
５

）
廃

棄
物

焼
却
炉
に
係
る
施
設
に
お
い
て
構
造
等
の
変
更
に
よ
り
水
質
基
準
対
象
施
設
で
な
く
な
っ
た
も
の
を
含
む
。

注
６

）
１

つ
の

特
定
事
業
場
に
複
数
の
特
定
施
設
を
有
す
る
場
合
は
、
そ
の
事
業
場
を
最
も
代
表
す
る
特
定
施
設
の
欄
に
計
上
し
た
。

担
体

付
き

触
媒

の
製
造
の
用
に
供
す
る
焼
成
炉
か
ら
発
生
す
る
ｶ
ﾞ
ｽ
を
処

理
す

る
施

設
の

う
ち
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

担
体

付
き

触
媒

か
ら
の
金
属
の
回
収
の
用
に
供
す
る
施
設
の
う
ち
ろ
過

施
設

、
精

製
施

設
及
び
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

ﾌ
ﾛ
ﾝ
類

の
破

壊
の
用
に
供
す
る
施
設
の
う
ち
ﾌ
ﾟ
ﾗ
ｽ
ﾞ
ﾏ
反
応
施

設
、
廃
ガ
ス

洗
浄

施
設

及
び

湿
式
集
じ
ん
施
設

硫
酸

塩
ﾊ
ﾟ
ﾙ
ﾌ
ﾟ
(
ｸ
ﾗ
ﾌ
ﾄ
ﾊ
ﾟ
ﾙ
ﾌ
ﾟ
)
又
は
亜
硫
酸
ﾊ
ﾟ
ﾙ
ﾌ
ﾟ
(
ｻ
ﾙ
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾄ
ﾊ
ﾟ
ﾙ
ﾌ
ﾟ
)
の
製

造
の

用
に

供
す

る
塩
素
又
は
塩
素
化
合
物
に
よ
る
漂
白
施
設

ｶ
ｰ
ﾊ
ﾞ
ｲ
ﾄ
ﾞ
法

ｱ
ｾ
ﾁ
ﾚ
ﾝ
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ｱ
ｾ
ﾁ
ﾚ
ﾝ
洗
浄
施
設

硫
酸

ｶ
ﾘ
ｳ
ﾑ
の

製
造
の
用
に
供
す
る
廃
ｶ
ﾞ
ｽ
洗
浄
施
設

ｱ
ﾙ
ﾐ
ﾅ
繊

維
の

製
造
の
用
に
供
す
る
廃
ｶ
ﾞ
ｽ
洗
浄
施
設

塩
化

ﾋ
ﾞ
ﾆ
ﾙ
ﾓ
ﾉ
ﾏ
ｰ
の
製
造
の
用
に
供
す
る
二
塩
化
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ
洗
浄
施
設

ｶ
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ﾗ
ｸ
ﾀ
ﾑ
の

製
造
の
用
に
供
す
る
硫
酸
濃
縮
施
設
、
ｼ
ｸ
ﾛ
ﾍ
ｷ
ｻ
ﾝ
分
離
施

設
、

廃
ガ

ス
洗

浄
施
設

ｸ
ﾛ
ﾛ
ﾍ
ﾞ
ﾝ
ｾ
ﾞ
ﾝ
又

は
ｼ
ﾞ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ﾍ
ﾞ
ﾝ
ｾ
ﾞ
ﾝ
の
製
造
の
用
に
供
す
る
水
洗
施
設
、
廃

ガ
ス

洗
浄

施
設

亜
鉛

の
回

収
の

用
に
供
す
る
精
製
施
設
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
及
び
湿
式

集
じ

ん
施

設

廃
P
C
B
等

又
は

P
C
B
処
理
物
の
分
解
施
設
及
び
P
C
B
汚
染
物
又

は
P
C
B
処
理

物
の

洗
浄

施
設

及
び
分
離
施
設

水
質

基
準

対
象

施
設
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る

水
の

処
理

施
設

廃
棄

物
焼

却
炉

に
係
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
、

湿
式

集
じ

ん
施

設
及
び
灰
の
貯
留
施
設
で

あ
っ

て
汚

水
又

は
廃
液
を
排
出
す
る
も
の

ｼ
ﾞ
ｵ
ｷ
ｻ
ｼ
ﾞ
ﾝ
ﾊ
ﾞ
ｲ
ｵ
ﾚ
ｯ
ﾄ
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ﾆ
ﾄ
ﾛ
化
誘
導
体
分

離
施
設
、

還
元

誘
導

体
分

離
施
設
、
ﾆ
ﾄ
ﾛ
化
誘
導
体
洗
浄
施
設
、
還
元
誘
導
体
洗
浄

施
設

、
ｼ
ﾞ
ｵ
ｷ
ｻ
ｼ
ﾞ
ﾝ
ﾊ
ﾞ
ｲ
ｵ
ﾚ
ｯ
ﾄ
洗
浄
施
設
及
び
熱
風
乾
燥
施
設

4
-
ｸ
ﾛ
ﾛ
ﾌ
ﾀ
ﾙ
酸

水
素
ﾅ
ﾄ
ﾘ
ｳ
ﾑ
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施
設
、
乾
燥
施
設

及
び

廃
ｶ
ﾞ
ｽ
洗

浄
施
設

2
,
3
-
ｼ
ﾞ
ｸ
ﾛ
ﾛ
-
1
,
4
-
ﾅ
ﾌ
ﾄ
ｷ
ﾉ
ﾝ
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施
設

及
び
廃
ｶ
ﾞ
ｽ

洗
浄

施
設

ｱ
ﾙ
ﾐ
ﾆ
ｳ
ﾑ
又

は
そ
の
合
金
の
製
造
の
用
に
供
す
る
焙
焼
炉
、
溶
解
炉
又
は

乾
燥

炉
に

係
る

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
、
湿
式
集
じ
ん
施
設
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表Ⅵ－３　大気基準適用施設における排出基準超過事例の概要及び措置状況
注１）

アルミニウム合金製造用溶解炉 既設

測定結果
（ng-TEQ/m

3
N）

基準値
（ng-TEQ/m

3
N）

測定者 措置の概要及び措置後の状況
注２） 自治体

14.00 5 設置者
改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(2.8ng-TEQ/m
3
N)。〈集合煙突での測定〉

滋賀県

14.00 5 設置者
改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(2.8ng-TEQ/m
3
N)。〈集合煙突での測定〉

滋賀県

14.00 5 設置者
改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(2.8ng-TEQ/m
3
N)。〈集合煙突での測定〉

滋賀県

廃棄物焼却炉（4t/時以上）　新設

測定結果
（ng-TEQ/m

3
N）

基準値
（ng-TEQ/m

3
N）

測定者 措置の概要及び措置後の状況
注２） 自治体

0.40 0.1 設置者
改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(0.020ng-TEQ/m
3
N)。

山形県

※平成９年１２月２日以降に設置の工事が着手された既設の廃棄物焼却炉（火格子面積2m
2
以上又は焼却能力が200kg/時以上のものに

　限る。）を含む。

廃棄物焼却炉（4t/時以上）　既設

測定結果
（ng-TEQ/m

3
N）

基準値
（ng-TEQ/m

3
N）

測定者 措置の概要及び措置後の状況
注２） 自治体

1.4 1 設置者
改善等を文書指導。H25.4.22施設使用廃止届出。
〈集合煙突での測定〉

大阪市

1.4 1 設置者
改善等を文書指導。H25.4.22施設使用廃止届出。
〈集合煙突での測定〉

大阪市

2.6 1 設置者
改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(0.19ng-TEQ/m
3
N)。

広島市

廃棄物焼却炉（2t/時～4t/時）　新設

測定結果
（ng-TEQ/m

3
N）

基準値
（ng-TEQ/m

3
N）

測定者 措置の概要及び措置後の状況
注２） 自治体

2.9 1 行政
改善等を文書指導。改善後の行政検査で基準値以下

(0.17ng-TEQ/m
3
N)。

香川県

※平成９年１２月２日以降に設置の工事が着手された既設の廃棄物焼却炉（火格子面積2m
2
以上又は焼却能力が200kg/時以上のものに

　限る。）を含む。

廃棄物焼却炉（2t/時～4t/時）　既設

測定結果
（ng-TEQ/m

3
N）

基準値
（ng-TEQ/m

3
N）

測定者 措置の概要及び措置後の状況
注２） 自治体

6 5 行政
改善命令［廃棄物処理法に基づく措置］。改善後の

設置者による測定で基準値以下(1.2ng-TEQ/m
3
N)。

埼玉県

19 5 行政
改善命令。改善後の設置者による測定で基準値以下

(2.0ng-TEQ/m
3
N)。

埼玉県

6.4 5 設置者

改善等を口頭指導［廃棄物処理法に基づく措置］。
改善後の設置者による測定で基準値以下(0.98ng-

TEQ/m
3
N)。

新潟県

8.7 5 設置者
改善後の設置者による測定で基準値以下(1.2ng-

TEQ/m
3
N)。

熊本県
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廃棄物焼却炉（2t/時～4t/時）　既設

測定結果
（ng-TEQ/m

3
N）

基準値
（ng-TEQ/m

3
N）

測定者 措置の概要及び措置後の状況
注２） 自治体

10 5 行政
改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(0.25ng-TEQ/m
3
N)。

神戸市

廃棄物焼却炉（2t/時未満）　新設

測定結果
（ng-TEQ/m

3
N）

基準値
（ng-TEQ/m

3
N）

測定者 措置の概要及び措置後の状況
注２） 自治体

6.7 5 設置者
改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(0.26ng-TEQ/m
3
N)。

青森県

5.7 5 設置者
改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(1.4ng-TEQ/m
3
N)。

宮城県

18 5 行政 改善命令。H24.12.19施設使用廃止届出。 埼玉県

5.4 5 設置者 改善等を文書指導。施設使用停止継続中。 千葉県

5.2 5 設置者 改善等を口頭指導。H24.12.26施設使用廃止届出。 新潟県

7.7 5 設置者

改善等を文書指導［廃棄物処理法に基づく措置］。
改善後の設置者による測定で基準値以下(0.53ng-

TEQ/m
3
N)。

福井県

5.1 5 設置者
改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(2.1ng-TEQ/m
3
N)。

静岡県

8.5 5 設置者
改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(2.1ng-TEQ/m
3
N)。

静岡県

7.2 5 設置者
改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(2.0ng-TEQ/m
3
N)。

静岡県

6.2 5 設置者
改善等を口頭指導。改善後の行政検査で基準値以下

(0.73ng-TEQ/m
3
N)。

滋賀県

9.3 5 行政
改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(3.5ng-TEQ/m
3
N)。

鳥取県

5.8 5 行政
改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(0.72ng-TEQ/m
3
N)。

広島県

7.6 5 設置者 改善等を文書指導。H24.9.18施設使用廃止届出。 山口県

5.8 5 設置者
改善等を口頭指導。改善対策実施中。施設使用停止
継続中。

沖縄県

8.9 5 行政
改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(0.91ng-TEQ/m
3
N)。

静岡市

8.6 5 行政
改善等を文書指導［廃棄物処理法に基づく措置］。
改善対策実施中。

広島市

5.9 5 行政
改善等を文書指導［廃棄物処理法に基づく措置］。
改善対策実施中。

広島市

10 5 設置者

改善等を口頭指導［廃棄物処理法に基づく措置］。
改善後の設置者による測定で基準値以下(2.8ng-

TEQ/m
3
N)。

大分市

6.3 5 行政

改善等を口頭指導［廃棄物処理法に基づく措置］。
改善後の設置者による測定で基準値以下(0.34ng-

TEQ/m
3
N)。

大分市

11 5 設置者
改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(1.6ng-TEQ/m
3
N)。

鹿児島市

5.7 5 設置者 改善等を口頭指導。H24.4.10施設使用廃止届出。 鹿児島市

※平成９年１２月２日以降に設置の工事が着手された既設の廃棄物焼却炉（火格子面積2m
2
以上又は焼却能力が200kg/時以上のものに

　限る。）を含む。
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廃棄物焼却炉（2t/時未満）　既設

測定結果
（ng-TEQ/m

3
N）

基準値
（ng-TEQ/m

3
N）

測定者 措置の概要及び措置後の状況
注２） 自治体

16 10 行政
改善命令［廃棄物処理法に基づく措置］。改善後の

設置者による測定で基準値以下(4.4ng-TEQ/m
3
N)。

埼玉県

31 10 行政 改善等を文書指導。H25.4.9施設使用廃止届出。 岐阜県

15 10 行政
改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(0.071ng-TEQ/m
3
N)。

静岡県

29 10 行政
改善等を口頭指導。改善対策実施中。施設使用停止
継続中。

静岡県

23 10 行政
改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(6.2ng-TEQ/m
3
N)。

鳥取県

13 10 設置者
改善等を文書指導。改善後の行政検査で基準値以下

(1.1ng-TEQ/m
3
N)。〈集合煙突での測定〉

福岡県

13 10 設置者
改善等を文書指導。改善後の行政検査で基準値以下

(1.1ng-TEQ/m
3
N)。〈集合煙突での測定〉

福岡県

13 10 設置者
改善等を文書指導。改善後の行政検査で基準値以下

(1.1ng-TEQ/m
3
N)。〈集合煙突での測定〉

福岡県

28 10 設置者 改善等を文書指導。H25.3.29施設使用廃止届出。 福岡県

14 10 行政
改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(6ng-TEQ/m
3
N)。

長崎県

38 10 行政

改善等を文書指導［廃棄物処理法に基づく措置］。
改善後の設置者による測定で基準値以下(7.3ng-

TEQ/m
3
N)。

熊本県

26 10 行政
改善命令及び一時停止命令。改善後の設置者による

測定で基準値以下(3.1ng-TEQ/m
3
N)。

宮崎県

17 10 行政
改善命令及び一時停止命令。改善後の設置者による

測定で基準値以下(4.7ng-TEQ/m
3
N)。

宮崎県

42 10 設置者
改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(0.0067ng-TEQ/m
3
N)。

千葉市

52 10 設置者
改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(3.0ng-TEQ/m
3
N)。

新潟市

130 10 行政
改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(7.3ng-TEQ/m
3
N)。

静岡市

16 10 行政
改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(0.14ng-TEQ/m
3
N)。

静岡市

23 10 行政 改善等を口頭指導。H24.9.19施設使用廃止届出。 名古屋市

12 10 行政
改善等を文書指導。改善対策実施中。施設使用停止
継続中。

岡崎市

120 10 行政
改善命令［廃棄物処理法に基づく措置］。改善後の

設置者による測定で基準値以下(1.6ng-TEQ/m
3
N)。

福山市

18 10 設置者
改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下(0.46ng-TEQ/m
3
N)。

大分市
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廃棄物焼却炉（2t/時未満）　既設

測定結果
（ng-TEQ/m

3
N）

基準値
（ng-TEQ/m

3
N）

測定者 措置の概要及び措置後の状況
注２） 自治体

17 10 行政

改善等を口頭指導［廃棄物処理法に基づく措置］。
改善後の設置者による測定で基準値以下(1.3ng-

TEQ/m
3
N)。

大分市

注１）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、都道府県・政令市による測定及び設置者

　　　による測定において排出基準超過が判明した事例をまとめた。なお、同一施設・事業場における一連

　　　の案件については、複数回にわたる測定であっても１件とみなし、測定結果欄には最も値の大きい結

　　　果を代表として記載した（必ずしも基準超過判明の端緒となった測定結果とは一致しない）。測定者

　　　欄の「行政」は都道府県・政令市による測定、「設置者」は設置者による測定であることを示す。

注２）平成２４年度中及び平成２５年４月１日から平成２５年８月１５日までの間に講じられた措置及び対

　　　応状況を記載した。「廃棄物処理法に基づく措置」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を根拠

　　　とする措置を含む措置が執られたことを示す。
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表Ⅵ－４　水質基準適用事業場における排出基準超過事例の概要及び措置状況注１）

測定結果
（pg-TEQ/L）

基準値
（pg-TEQ/L）

施設種類 測定者 措置の概要及び措置後の状況注２） 自治体

注１）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に、都道府県・政令市による測定及び設置者によ
　　　る測定において排出基準超過が判明した事例をまとめた。なお、同一施設・事業場における一連の案件に
　　　ついては、複数回にわたる測定であっても１件とみなし、測定結果欄には最も値の大きい結果を代表とし
　　　て記載した（必ずしも基準超過判明の端緒となった測定結果とは一致しない）。測定者欄の「行政」は都
　　　道府県・政令市による測定、「設置者」は設置者による測定であることを示す。

注２）平成２４年度中及び平成２５年４月１日から平成２５年８月１５日までの間に講じられた措置及び対応状
　　　況を記載した。

※該当事業場なし。
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表Ⅵ－５　　排出基準超過施設・事業場における対応状況
　　　　　　（大気関係・水質関係－全国）注)

平成２５年８月１５日現在

大気関係 水質関係

　基準超過件数 56      0      

基準達成 41      0      

対策実施中 5      0      

廃止 9      0      

休止 1      0      

注）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間の状況を取りまとめた表Ⅱ－３
　　に、それ以降の状況（平成２５年８月１５日）を反映させた。

措
置
後
の
対
応
状
況
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表Ⅵ－６　　設置者による測定結果未報告施設・事業場への措置状況
　　　　　　（大気関係・水質関係－全国）

（平成２５年４月１日～平成２５年８月１５日）

大気関係 水質関係

口頭指導件数 260      6      

文書指導件数 168      0      

一時使用停止命令 1      0      

法第３４条第１項に基づく立入検査に伴う
測定件数 2      0      

その他 10      2      

注）表Ⅲ－１（大気基準適用施設）及び表Ⅲ－３（水質基準適用事業場）の設置者による
　　測定結果未報告施設・事業場に対し、平成２５年４月１日から平成２５年８月１５日
　　までの間に都道府県・政令市が講じた措置の状況について、参考にまとめた。

- 185 -



表Ⅵ－７（a）　　設置者による測定結果未報告施設・事業場への措置状況
（都道府県別）

大気基準適用施設 水質基準適用事業場

口頭指導 文書指導 一時使用
停止命令

法34条第1
項の立入
検査に伴
う測定を
実施

その他 口頭指導 文書指導 一時使用
停止命令

法34条第1
項の立入
検査に伴
う測定を
実施

その他

北海道 11 2 2

青森県

岩手県

宮城県 54

秋田県

山形県 2

福島県

茨城県 3 1

栃木県 3 9

群馬県 4

埼玉県 11

千葉県 23

東京都

神奈川県 2

新潟県 4

富山県 5

石川県 3

福井県

山梨県

長野県

岐阜県 6 1

静岡県 2

愛知県

三重県 15 1

滋賀県 5 1 1

京都府 2

大阪府 4 2

兵庫県 16

奈良県 1

和歌山県

鳥取県 1 1

島根県 2 1

岡山県 1 1

広島県 4 1 1

山口県

徳島県 12

香川県 1

愛媛県 10 13

高知県 103

福岡県 8 2

佐賀県 4 4

長崎県 1

熊本県 3

大分県 1

宮崎県

鹿児島県 1

沖縄県 4 1

注）表Ⅲ－５及び表Ⅲ－７の設置者による測定結果未報告施設・事業場に対し、平成２５年４月１日から８月１５日までの間に

　　執られた措置の状況を計上した。
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表Ⅵ－７（b）　　設置者による測定結果未報告施設・事業場への措置状況
（政令市別）

大気基準適用施設 水質基準適用事業場

口頭指導 文書指導 一時使用
停止命令

法34条第1
項の立入
検査に伴
う測定を
実施

その他 口頭指導 文書指導 一時使用
停止命令

法34条第1
項の立入
検査に伴
う測定を
実施

その他

札幌市

仙台市

さいたま市 1 1

千葉市 9

横浜市

川崎市

相模原市 2

新潟市

静岡市 4 4

浜松市 4

名古屋市

京都市

大阪市

堺市 7 7

神戸市

岡山市 3 3

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市 1

高崎市

川越市

船橋市 3

柏市

横須賀市

富山市 3

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市 1 3 1

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市 2

和歌山市 1

倉敷市

福山市 1

下関市

高松市

松山市 1

高知市 2

久留米市 5

長崎市

大分市 1

宮崎市 2

鹿児島市

合　計 260 168 1 2 10 6 0 0 0 2

注）表Ⅲ－５及び表Ⅲ－７の設置者による測定結果未報告施設・事業場に対し、平成２５年４月１日から８月１５日までの間に

　　執られた措置の状況を計上した。
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表Ⅵ－８　　設置者による測定結果未報告の大気基準適用施設からの報告状況等（全国）

（平成２５年４月１日～平成２５年８月１５日）

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

4  0  0  4  0  0  

製鋼用電気炉 10  2  2  4  0  6  

1  0  0  1  0  0  

85  23  7  79  10  12  

４t/h以上 73  47  38  68  2  12  

２t/h以上
～４t/h未満 130  42  31  114  10  17  

２t/h未満注６） 1,693  714  203  1,592  100  512  

小計 1,896  803  272  1,774  112  541  

1,996  828  281  1,862  122  559  

注１）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に法第２８条第３項に基づく報告期限
　　　が到来した施設を対象に、同期間における報告等の状況を計上。なお、報告期限については、
　　　既設施設にあっては当該施設が特定施設となった日を、新設施設にあっては設置届出書に記載
　　　された使用開始予定年月日を基準日としたときの１カ年毎を対象期間とした。
注２）「未報告施設数」欄のうち「休止」とは、報告期限に先立つ１カ年間を通じて全く稼働実績が
　　　無い「いわゆる休止状態」の施設であって、使用開始していない施設を含む。また、「未測
　　　定」とは、設置者による測定は行っているが報告のないものを含む。　
注３）「報告」とは、注１）の期間における測定について、平成２５年４月１日から平成２５年８月
　　　１５日までの間になされた報告。
注４）「休止」とは、平成２３年度から引き続き休止状態にある施設及び平成２５年４月１日から
　　　平成２５年８月１５日までの間に休止状態に入り、その状態が継続している施設を計上。
注５）「廃止等」には、平成２５年４月１日から平成２５年８月１５日までの間に廃止届出がなされ
　　　たもの、及び構造等変更がなされたもののうち規模が小さくなることにより排出基準の適用を
　　　受けなくなった施設を計上。
注６）焼却能力５０kg/h以上又は火床面積０．５ｍ２以上のもの。

合計

平成２５年３月３１日
現在の未報告施設数

左記に計上した施設の平成２５年８月
１５日までの状況

大気基準適用施設

廃
棄
物
焼
却
炉

焼結鉱の製造の用に
供する焼結炉

亜鉛回収施設
（焙焼炉、焼結炉、溶鉱
炉、溶解炉、乾燥炉）

アルミニウム合金製造施設
（焙焼炉、溶解炉、乾燥
炉）

注１）注２） 注３）注４）注５）
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表Ⅵ－９　設置者による測定結果未報告の水質基準適用事業場からの報告状況等（全国）注１)注３）

（平成２５年４月１日～平成２５年８月１５日）

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

硫酸塩ﾊﾟﾙﾌﾟ(ｸﾗﾌﾄﾊﾟﾙﾌﾟ)又は亜硫酸ﾊﾟﾙﾌﾟ(ｻﾙﾌｧｲﾄ
ﾊﾟﾙﾌﾟ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物に
よる漂白施設

1  1  1  1  0  0  

ｶｰﾊﾞｲﾄﾞ法ｱｾﾁﾚﾝの製造の用に供するｱｾﾁﾚﾝ洗浄施設 1  3  1  1  0  2  

硫酸ｶﾘｳﾑの製造の用に供する廃ｶﾞｽ洗浄施設 0  0  0  0  0  0  

ｱﾙﾐﾅ繊維の製造の用に供する廃ｶﾞｽ洗浄施設 0  0  0  0  0  0  

担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生
するｶﾞｽを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設

0  0  0  0  0  0  

塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰの製造の用に供する二塩化ｴﾁﾚﾝ洗浄
施設

0  0  0  0  0  0  

ｶﾌﾟﾛﾗｸﾀﾑの製造の用に供する硫酸濃縮施設等 0  0  0  0  0  0  

ｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ又はｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝの製造の用に供する水
洗施設等

0  0  0  0  0  0  

4-ｸﾛﾛﾌﾀﾙ酸水素ﾅﾄﾘｳﾑの製造の用に供するろ過施
設、乾燥施設及び廃ｶﾞｽ洗浄施設

0  0  0  0  0  0  

2,3-ｼﾞｸﾛﾛ-1,4-ﾅﾌﾄｷﾉﾝの製造の用に供するろ過施
設及び廃ｶﾞｽ洗浄施設

0  0  0  0  0  0  

ｼﾞｵｷｻｼﾞﾝﾊﾞｲｵﾚｯﾄの製造の用に供するﾆﾄﾛ化誘導体
分離施設等

0  0  0  0  0  0  

ｱﾙﾐﾆｳﾑ又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、
溶解炉又は乾燥炉に係る廃ｶﾞｽ洗浄施設、湿式集じ
ん施設

0  0  0  0  0  0  

亜鉛の回収の用に供する精製施設、廃ｶﾞｽ洗浄施設
及び湿式集じん施設

0  0  0  0  0  0  

担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設
のうちろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設

0  0  0  0  0  0  

廃棄物焼却炉に係る廃ｶﾞｽ洗浄施設、湿式集じん施
設及び灰の貯留施設であって汚水または廃液を排
出するもの

44  14  6  35  4  13  

廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又
はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設

0  0  0  0  0  0  

ﾌﾛﾝ類の破壊の用に供する施設のうちﾌﾟﾗｽﾞﾏ反応施
設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設

2  0  0  2  0  0  

下水道終末処理施設 4  1  1  3  1  0  

水質基準対象施設を設置する工場又は
事業場から排出される水の処理施設

2  1  1  1  1  0  

合計 54  20  10  43  6  15  

注１）特定事業場から公共用水域に排出されるダイオキシン類を含む排出水について法第２８条第１項の測定が義務

　　　付けられており、公共用水域に水の排出のないものは測定義務の対象外である。

注２）平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に法第２８条第３項に基づく報告期限が到来した事業

　　　場を対象に、同期間における報告等の状況を計上。なお、報告期限については、既設施設にあっては当該施設

　　　が特定施設となった日を、新設施設にあっては設置届出書に記載された使用開始予定年月日を基準日としたと

　　　きの１カ年毎を対象期間とした。

注３）１つの特定事業場に複数の特定施設を有する場合、最もその事業場を代表する特定施設の欄に計上した。

注４）「未報告事業場」欄のうち「休止」とは、報告期限に先立つ１カ年間を通じて全く当該特定施設に係る稼働実

　　　績が無い「いわゆる休止」状態の事業場であって、当該施設を使用開始していない事業場を含む。また、「未

　　　測定」とは、設置者による測定は行っているが報告のないものを含む。

注５）「報告」とは、注２）の期間における測定について、平成２５年４月１日から平成２５年８月１５日までの間

　　　になされた報告。

注６）「休止」とは、平成２３年度から引き続き休止状態にある事業場及び平成２５年４月１日から平成２５年８月

　　　１５日までの間に休止状態に入り、その状態が継続している事業場を計上。

 注７）「廃止等」とは、平成２５年４月１日から８月１５日までの間に廃止届を受理した事業場数、または構造

　　 変更等がなされたもののうち規模が小さくなることにより排出基準の適用を受けなくなった事業場数を計上。

水質基準対象施設

平成２５年３月
３１日現在の未
報告事業場数

左記に計上した事業場の平成２５
年８月１５日までの状況

注２）注４） 注５）注６）注７）
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表Ⅵ－１０（１a）　　設置者による測定結果未報告の大気基準適用施設からの報告状況等
（施設種類別－都道府県別）

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県 1 1

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都 2 2

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県 2 2

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県 1 1

岡山県

広島県

山口県 5 5

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注）表Ⅲ－５の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

焼結鉱の製造の用に供する焼結炉 製鋼用電気炉

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況
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表Ⅵ－１０（１b）　　設置者による測定結果未報告の大気基準適用施設からの報告状況等
（施設種類別－政令市別）

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市 1 1

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市 1 1 1 1

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市 2 2

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 4 0 0 4 0 0 10 2 2 4 0 6

注）表Ⅲ－５の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

焼結鉱の製造の用に供する焼結炉 製鋼用電気炉
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表Ⅵ－１０（２a）　　設置者による測定結果未報告の大気基準適用施設からの報告状況等
（施設種類別－都道府県別）

亜鉛回収施設

焙焼炉 焼結炉

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注）表Ⅲ－５の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数
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表Ⅵ－１０（２b）　　設置者による測定結果未報告の大気基準適用施設からの報告状況等
（施設種類別－政令市別）

亜鉛回収施設

焙焼炉 焼結炉

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市 1 1

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

注）表Ⅲ－５の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況
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表Ⅵ－１０（３a）　　設置者による測定結果未報告の大気基準適用施設からの報告状況等
（施設種類別－都道府県別）

亜鉛回収施設

溶鉱炉 溶解炉

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注）表Ⅲ－５の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数
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表Ⅵ－１０（３b）　　設置者による測定結果未報告の大気基準適用施設からの報告状況等
（施設種類別－政令市別）

亜鉛回収施設

溶鉱炉 溶解炉

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注）表Ⅲ－５の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況
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表Ⅵ－１０（４a）　　設置者による測定結果未報告の大気基準適用施設からの報告状況等
（施設種類別－都道府県別）

亜鉛回収施設

乾燥炉 小　計

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注）表Ⅲ－５の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数
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表Ⅵ－１０（４b）　　設置者による測定結果未報告の大気基準適用施設からの報告状況等
（施設種類別－政令市別）

亜鉛回収施設

乾燥炉 小　計

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市 1 1

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

注）表Ⅲ－５の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況
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表Ⅵ－１０（５a）　　設置者による測定結果未報告の大気基準適用施設からの報告状況等
（施設種類別－都道府県別）

アルミニウム合金製造施設

焙焼炉 溶解炉

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

北海道 1 1 1 1

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県 2 2

茨城県 1 1 6 6

栃木県 12 4 8

群馬県 3 3

埼玉県 7 4 9 2

千葉県 1 1

東京都

神奈川県

新潟県 2 1 1 2

富山県 3 1 2

石川県

福井県

山梨県

長野県 1 1

岐阜県 1 1 1 1

静岡県 1 1 9 9

愛知県 4 4

三重県 2 2

滋賀県 4 3 1

京都府

大阪府 4 4

兵庫県 1 1 1 1

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県 1 1

愛媛県

高知県

福岡県 1 1 1 1

佐賀県 1 1

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県 1 1

沖縄県

注）表Ⅲ－５の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況
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表Ⅵ－１０（５b）　　設置者による測定結果未報告の大気基準適用施設からの報告状況等
（施設種類別－政令市別）

アルミニウム合金製造施設

焙焼炉 溶解炉

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市 2 2

浜松市 1 1

名古屋市 1 1

京都市 3 3

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市 1 1

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市 1 1

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市 2 2

岡崎市

豊田市 1 1

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市 5 5

尼崎市

西宮市

奈良市 1 1

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市 3 3

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市 1 1

合　計 2 2 1 2 0 1 77 19 4 71 10 11

注）表Ⅲ－５の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況
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表Ⅵ－１０（６a）　　設置者による測定結果未報告の大気基準適用施設からの報告状況等
（施設種類別－都道府県別）

アルミニウム合金製造施設

乾燥炉 小　計

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

北海道 1 1 1 1

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県 2 2

茨城県 1 1 8 8

栃木県 12 4 8

群馬県 3 3

埼玉県 7 4 9 2

千葉県 1 1

東京都

神奈川県

新潟県 2 1 1 2

富山県 3 1 2

石川県

福井県

山梨県

長野県 1 1

岐阜県 1 1 1 1

静岡県 2 2 9 3 2 9 1

愛知県 2 2 6 6

三重県 2 2

滋賀県 4 3 1

京都府

大阪府 1 1 5 5

兵庫県 1 1 1 1

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県 1 1

愛媛県

高知県

福岡県 1 1 1 1

佐賀県 1 1

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県 1 1

沖縄県

注）表Ⅲ－５の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況
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表Ⅵ－１０（６b）　　設置者による測定結果未報告の大気基準適用施設からの報告状況等
（施設種類別－政令市別）

アルミニウム合金製造施設

乾燥炉 小　計

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市 2 2

浜松市 1 1

名古屋市 1 1

京都市 3 3

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市 1 1

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市 2 2 3 3

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市 2 2

岡崎市

豊田市 1 1

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市 5 5

尼崎市

西宮市

奈良市 1 1

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市 3 3

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市 1 1

合　計 6 2 2 6 0 0 85 23 7 79 10 12

注）表Ⅲ－５の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況
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表Ⅵ－１０（７a）　　設置者による測定結果未報告の大気基準適用施設からの報告状況等
（施設種類別－都道府県別）

廃棄物焼却炉

4t/h以上 2t/h以上～4t/h未満

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

北海道 5 4 1 2 2

青森県 2 2 3 3

岩手県

宮城県 1 17 17 1 11 11

秋田県 1 1

山形県 2 2

福島県 4 4

茨城県

栃木県 2 2 3 2 2 3

群馬県

埼玉県 1 1 6 2 2 6

千葉県 1 1 8 2 1 8 1

東京都 8 9 2 8 7 8 8 4 8 4

神奈川県 1 1 5 4 1

新潟県 3 3

富山県 1 1

石川県

福井県 1 1

山梨県

長野県 3 3

岐阜県 2 2

静岡県 2 2 9 6 3

愛知県 6 6 5 5

三重県 3 3 3 3 9 3 6 3 3

滋賀県 2 2

京都府

大阪府 2 1 1

兵庫県 1 1

奈良県 3 1 3 1

和歌山県

鳥取県 1 1

島根県 2 2

岡山県 1 1

広島県 3 3

山口県 1 1 2 2

徳島県 1 1 8 2 2 8

香川県 3 2 1

愛媛県 1 1 1 1

高知県

福岡県 3 3 5 1 3 3

佐賀県 3 3 2 2

長崎県 4 4

熊本県 1 1

大分県

宮崎県 2 2

鹿児島県 1 1

沖縄県 2 2

注）表Ⅲ－５の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数
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表Ⅵ－１０（７b）　　設置者による測定結果未報告の大気基準適用施設からの報告状況等
（施設種類別－政令市別）

廃棄物焼却炉

4t/h以上 2t/h以上～4t/h未満

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

札幌市

仙台市 1 1

さいたま市

千葉市

横浜市 4 4 3 3

川崎市 1 1

相模原市

新潟市 4 4

静岡市

浜松市 1 1 5 5

名古屋市 5 5

京都市 6 5 1

大阪市 2 1 1

堺市 4 4

神戸市

岡山市 1 1

広島市 2 2

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市 1 1

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市 1 1 1 1

前橋市 1 1

高崎市

川越市

船橋市 1 1

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市 1 1

豊橋市

岡崎市 3 3

豊田市

大津市

豊中市 4 4

高槻市 1 1

東大阪市

姫路市 1 1

尼崎市 1 1 2 2

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市 2 2 3 3

福山市 1 1

下関市

高松市

松山市 2 2

高知市

久留米市

長崎市

大分市 1 1

宮崎市 3 3

鹿児島市

合　計 73 47 38 68 2 12 130 42 31 114 10 17

注）表Ⅲ－５の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況
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表Ⅵ－１０（８a）　　設置者による測定結果未報告の大気基準適用施設からの報告状況等
（施設種類別－都道府県別）

廃棄物焼却炉

200kg/h以上～2t/h未満 100kg/h以上～200kg/h未満

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

北海道 26 7 6 17 10 8 5 1 10 1 1

青森県 7 2 8 1 14 1 1 14

岩手県 7 7 11 2 1 11 1

宮城県 5 9 9 5 7 12 12 7

秋田県 8 8 2 2

山形県 10 1 10 1 3 3

福島県 10 10 9 1 9 1

茨城県 14 13 1 90 13 91 1 11

栃木県 14 1 14 1 15 12 6 14 1 6

群馬県 14 12 2 6 1 4 2 1

埼玉県 18 5 3 19 1 13 6 3 14 2

千葉県 12 12 57 17 2 57 1 14

東京都 6 13 3 6 10 2 20 5 2 1 14

神奈川県 8 6 2 7 1 7 1

新潟県 9 9 15 4 4 15

富山県 4 3 1 3 4 2 2 3

石川県 5 3 2 5 1 11 5 1 10 1 4

福井県 6 6 12 11 1

山梨県 10 10 7 7

長野県 20 20 12 12

岐阜県 22 6 3 19 1 5 15 5 1 13 1 5

静岡県 18 6 4 11 7 2 20 10 3 18 7 2

愛知県 20 2 21 1 17 17

三重県 12 2 12 1 1 19 22 3 23 1 14

滋賀県 8 3 5 6 3 2 6 1

京都府 3 3 4 2 2 4

大阪府 19 2 2 16 3 4 4 1 3 1 3

兵庫県 14 8 4 15 3 22 18 2 22 4 12

奈良県 5 1 5 1 31 32 31 2 30

和歌山県 2 2 9 1 1 9

鳥取県 5 4 4 5 9 12 10 9 2

島根県 3 3 4 3 2 4 1

岡山県 12 1 12 1 10 10

広島県 10 10 12 6 1 1 16

山口県 7 7 8 8

徳島県 9 7 1 9 2 4 19 21 7 19 2 12

香川県 8 7 1 16 10 4 17 2 3

愛媛県 3 8 6 5 20 18 7 19 1 11

高知県 12 2 12 2 14 24 13 2 23

福岡県 7 18 1 7 1 16 7 35 3 7 32

佐賀県 14 3 3 14 9 5 1 9 4

長崎県 16 16 15 1 1 15

熊本県 6 3 2 6 1

大分県 3 1 1 3 5 1 1 5

宮崎県 1 1 1 1

鹿児島県 7 7 14 1 1 14

沖縄県 4 4 1 4 3 8 4 3 8 1

注）表Ⅲ－５の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況
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表Ⅵ－１０（８b）　　設置者による測定結果未報告の大気基準適用施設からの報告状況等
（施設種類別－政令市別）

廃棄物焼却炉

200kg/h以上～2t/h未満 100kg/h以上～200kg/h未満

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

札幌市 1 1

仙台市 1 1

さいたま市 1 1

千葉市 2 1 2 1 9 1 9 1

横浜市 8 8

川崎市 1 1

相模原市 2 2

新潟市 3 3 7 3 3 6 1

静岡市 1 1 1 1

浜松市 11 2 2 11 4 2 2 4

名古屋市 5 1 5 1

京都市 2 2 11 11

大阪市 4 4 1 1

堺市 2 2 3 1 3 1

神戸市 1 1 5 5

岡山市 4 3 4 3 1 1

広島市 9 9 2 2

北九州市 6 6 5 5

福岡市 1 1 1 1

熊本市 1 1 2 2

函館市 2 2

旭川市

青森市 1 1 2 2

盛岡市 1 1 1 1

秋田市 3 3

郡山市 1 1

いわき市 2 2

宇都宮市 2 2

前橋市 1 1 7 1 7 1

高崎市 1 1 2 1 1

川越市

船橋市 1 2 1 2

柏市 1 1 4 4

横須賀市

富山市 1 1 3 3 1 3 2

金沢市 3 3 1 1 2

長野市 4 3 1 1 1

岐阜市 2 2 1 1 1 1

豊橋市 1 1

岡崎市 2 2 1 1

豊田市

大津市 3 2 1

豊中市

高槻市 1 1

東大阪市

姫路市 2 2 1 1 1 1

尼崎市 1 1

西宮市

奈良市 1 1 5 2 6 1

和歌山市 2 2 2 1 2 1

倉敷市 2 2

福山市 6 2 5 1 2 7 2 1 7 1

下関市 1 1 1 1

高松市 2 2 1 1

松山市 4 4 4 2 1 4 1

高知市 1 1 5 4 4 1 4

久留米市 2 2

長崎市 1 1

大分市 5 5 2 1 2 1

宮崎市 3 3

鹿児島市 5 5 1 1 1 1

合　計 559 127 57 509 34 86 755 384 108 727 45 259

注）表Ⅲ－５の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況
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表Ⅵ－１０（９a）　　設置者による測定結果未報告の大気基準適用施設からの報告状況等
（施設種類別－都道府県別）

廃棄物焼却炉

50kg/h以上～100kg/h未満 50kg/h未満（0.5m
2
以上）

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

北海道 3 1 2 1 1

青森県 3 1 4 1 1

岩手県

宮城県 3 3 1 2 2 1

秋田県 1 1

山形県 2 2 1 1

福島県 4 4 3 3

茨城県 9 9 8 1 9 4 4

栃木県 7 3 1 7 2

群馬県 10 8 2 2 1 1

埼玉県 24 12 3 24 2 7 3 2 1 3 1

千葉県 12 3 2 12 1 3 3

東京都 5 26 2 5 24 7 1 6

神奈川県 3 1 2 1 1 2 2

新潟県 10 10 6 4 2 6 2

富山県 2 1 1 2 1 1

石川県 1 2 1 2 1 1

福井県 4 4 3 3

山梨県 1 1

長野県 2 2 1 1

岐阜県 13 9 11 11 1 2 1 2

静岡県 11 4 11 2 2 11 11

愛知県 4 4 3 3

三重県 7 4 1 7 1 2 2 2 1 2 1

滋賀県 3 2 1

京都府

大阪府 1 1 1 1

兵庫県 12 6 13 5

奈良県 2 10 2 10 1 1

和歌山県 5 5 2 2

鳥取県 4 4

島根県 2 2 3 1

岡山県 3 3 1 1

広島県 2 2 4 4

山口県 9 8 1 6 6

徳島県

香川県 4 4 1 1 1 1

愛媛県 5 15 3 5 12 2 2

高知県 7 4 7 1 3 4 1 3

福岡県 4 22 4 22 9 9

佐賀県 2 1 2 1 1 1

長崎県 1 1 1 1

熊本県 3 3 2 2

大分県 3 1 3 1 1 1

宮崎県

鹿児島県 1 1

沖縄県 3 3 4 4

注）表Ⅲ－５の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数
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表Ⅵ－１０（９b）　　設置者による測定結果未報告の大気基準適用施設からの報告状況等
（施設種類別－政令市別）

廃棄物焼却炉

50kg/h以上～100kg/h未満 50kg/h未満（0.5m
2
以上）

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

札幌市

仙台市

さいたま市 1 1 1 1

千葉市 3 1 3 1 2 2

横浜市 21 21 5 5

川崎市 1 1

相模原市

新潟市 2 2 1 1

静岡市 1 3 1 3 2 2 1 2 1

浜松市 1 1

名古屋市 1 2 1 2 1 1

京都市 10 10 2 2

大阪市 1 1

堺市 2 2

神戸市 1 1

岡山市 1 1

広島市

北九州市 1 1

福岡市

熊本市 1 1

函館市

旭川市 2 2

青森市 3 2 1

盛岡市 1 1

秋田市

郡山市 1 1

いわき市

宇都宮市 1 1

前橋市 1 1

高崎市 3 1 1 2 1 1 1

川越市

船橋市 1 1

柏市 1 1

横須賀市

富山市 2 1 1 2

金沢市 3 3

長野市

岐阜市 1 1

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市 1 1

尼崎市

西宮市

奈良市 2 2 2 2

和歌山市 1 1 5 5

倉敷市 1 1

福山市 1 1

下関市

高松市 1 1

松山市

高知市 1 1

久留米市 3 3

長崎市 2 2

大分市 1 1 2 1 1 1 1

宮崎市 1 1 1 1

鹿児島市

合　計 265 159 26 251 13 134 114 44 12 105 8 33

注）表Ⅲ－５の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況
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表Ⅵ－１０（１０a）　　設置者による測定結果未報告の大気基準適用施設からの報告状況等
（施設種類別－都道府県別）

廃棄物焼却炉

小　計

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

北海道 40 17 11 29 1 16 41 18 11 30 1 17

青森県 29 5 2 31 1 29 5 2 31 1

岩手県 18 2 1 18 1 18 2 1 18 1

宮城県 14 54 54 14 14 54 54 14

秋田県 12 12 12 12

山形県 17 2 1 17 1 17 2 1 17 1

福島県 30 1 30 1 32 1 32 1

茨城県 117 22 116 3 20 126 22 124 3 21

栃木県 41 18 9 40 1 9 53 18 9 44 9 9

群馬県 32 1 25 7 1 32 4 25 7 4

埼玉県 65 27 12 67 2 11 72 31 12 76 2 13

千葉県 93 22 5 93 2 15 93 23 6 93 2 15

東京都 29 83 17 29 1 65 29 85 19 29 1 65

神奈川県 26 2 22 4 2 26 2 22 4 2

新潟県 43 8 6 43 2 45 9 7 45 2

富山県 9 7 4 7 5 9 10 5 7 7

石川県 18 10 3 17 1 7 18 10 3 17 1 7

福井県 26 25 1 26 25 1

山梨県 18 18 18 18

長野県 38 38 39 39

岐阜県 53 22 5 45 2 23 54 23 5 46 2 24

静岡県 71 20 7 59 19 6 80 23 9 68 19 7

愛知県 55 2 56 1 63 2 64 1

三重県 52 36 8 50 6 24 54 36 8 52 6 24

滋賀県 19 3 2 13 7 23 3 2 16 7 1

京都府 7 2 2 7 7 2 2 7

大阪府 27 6 3 22 4 4 32 6 3 27 4 4

兵庫県 49 32 6 51 4 20 50 33 6 52 4 21

奈良県 42 44 42 2 42 42 44 42 2 42

和歌山県 18 1 1 18 18 1 1 18

鳥取県 14 21 19 14 2 14 21 19 14 2

島根県 11 5 2 12 2 12 5 2 13 2

岡山県 27 1 27 1 27 1 27 1

広島県 31 6 1 1 35 31 6 1 1 35

山口県 33 32 1 38 32 1 5

徳島県 37 30 10 37 4 16 37 30 10 37 4 16

香川県 29 14 6 29 4 4 29 15 7 29 4 4

愛媛県 31 42 17 32 1 23 31 42 17 32 1 23

高知県 33 34 32 4 31 33 34 32 4 31

福岡県 26 85 7 24 1 79 27 86 7 25 1 80

佐賀県 26 14 7 26 7 26 15 7 26 8

長崎県 37 1 1 37 37 1 1 37

熊本県 12 3 2 11 1 1 12 3 2 11 1 1

大分県 12 3 2 12 1 12 3 2 12 1

宮崎県 4 4 4 4

鹿児島県 23 1 1 23 24 1 1 24

沖縄県 19 10 6 19 4 19 10 6 19 4

注）表Ⅲ－５の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

合　計

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況
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表Ⅵ－１０（１０b）　　設置者による測定結果未報告の大気基準適用施設からの報告状況等
（施設種類別－政令市別）

廃棄物焼却炉

小　計

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

札幌市 1 1 1 1

仙台市 1 1 1 1 1 1 1 1

さいたま市 2 1 1 2 2 1 1 2

千葉市 14 5 14 5 15 5 15 5

横浜市 41 41 41 41

川崎市 2 1 1 2 2 1 1 2

相模原市 2 2 2 2

新潟市 11 9 9 10 1 11 9 9 10 1

静岡市 5 5 1 5 4 7 5 1 7 4

浜松市 22 4 4 22 22 5 4 23

名古屋市 12 3 12 3 13 3 13 3

京都市 31 30 1 34 33 1

大阪市 8 7 1 8 7 1

堺市 11 1 11 1 11 1 11 1

神戸市 7 7 7 7

岡山市 7 3 7 3 7 3 7 3

広島市 13 13 13 13

北九州市 12 12 15 15

福岡市 2 1 1 2 1 1

熊本市 4 4 4 4

函館市 2 2 2 2

旭川市 2 2 2 2

青森市 6 5 1 6 5 1

盛岡市 3 1 3 1 3 1 3 1

秋田市 3 3 3 3

郡山市 2 2 2 2

いわき市 2 2 2 2

宇都宮市 5 5 5 5

前橋市 10 1 10 1 10 1 10 1

高崎市 7 1 1 5 1 1 7 1 1 5 1 1

川越市

船橋市 2 3 2 3 2 3 2 3

柏市 6 6 6 6

横須賀市

富山市 6 4 2 6 2 9 4 2 9 2

金沢市 7 1 8 7 1 8

長野市 5 4 1 5 4 1

岐阜市 5 1 5 1 5 1 5 1

豊橋市 1 1 3 2 1

岡崎市 6 6 6 6

豊田市 1 1

大津市 3 2 1 3 2 1

豊中市 4 4 4 4

高槻市 2 2 2 2

東大阪市

姫路市 4 2 3 2 1 9 2 8 2 1

尼崎市 4 4 4 4

西宮市

奈良市 10 2 11 1 11 2 12 1

和歌山市 10 1 10 1 11 1 11 1

倉敷市 8 8 8 8

福山市 15 4 1 14 2 2 17 4 1 16 2 2

下関市 2 2 5 5

高松市 4 4 4 4

松山市 10 2 1 10 1 10 2 1 10 1

高知市 6 5 5 1 5 6 5 5 1 5

久留米市 5 5 5 5

長崎市 3 3 3 3

大分市 11 2 9 2 2 11 2 9 2 2

宮崎市 1 7 7 1 1 7 7 1

鹿児島市 6 1 1 6 6 2 2 6

合　計 1896 803 272 1774 112 541 1996 828 281 1862 122 559

注）表Ⅲ－５の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

左記に計上した施設の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の
未報告施設数

合　計
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表Ⅵ－１１（１a）　　設置者による測定結果未報告の水質基準適用事業場からの報告状況等
（施設種類別－都道府県別）

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

北海道 1 1 2 2

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県 1 1

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注）表Ⅲ－７の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

平成25年3月
31日現在の

未報告事業場数

左記に計上した事業場の
平成25年8月15日までの状況

硫酸塩ﾊﾟﾙﾌﾟ(ｸﾗﾌﾄﾊﾟﾙﾌﾟ)又は亜硫酸ﾊﾟﾙﾌﾟ
(ｻﾙﾌｧｲﾄﾊﾟﾙﾌﾟ)の製造の用に供する塩素
又は塩素化合物による漂白施設

平成25年3月
31日現在の

未報告事業場数

左記に計上した事業場の
平成25年8月15日までの状況

ｶｰﾊﾞｲﾄﾞ法ｱｾﾁﾚﾝの製造の用に供するｱｾﾁﾚﾝ洗浄施設
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表Ⅵ－１１（１b）　　設置者による測定結果未報告の水質基準適用事業場からの報告状況等
（施設種類別－政令市別）

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市 1 1

静岡市

浜松市 1 1

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 1 1 1 1 0 0 1 3 1 1 0 2

注）表Ⅲ－７の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

平成25年3月
31日現在の

未報告事業場数

左記に計上した事業場の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の

未報告事業場数

左記に計上した事業場の
平成25年8月15日までの状況

硫酸塩ﾊﾟﾙﾌﾟ(ｸﾗﾌﾄﾊﾟﾙﾌﾟ)又は亜硫酸ﾊﾟﾙﾌﾟ
(ｻﾙﾌｧｲﾄﾊﾟﾙﾌﾟ)の製造の用に供する塩素
又は塩素化合物による漂白施設

ｶｰﾊﾞｲﾄﾞ法ｱｾﾁﾚﾝの製造の用に供するｱｾﾁﾚﾝ洗浄施設
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表Ⅵ－１１（２a）　　設置者による測定結果未報告の水質基準適用事業場からの報告状況等
（施設種類別－都道府県別）

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

北海道 4 2 2

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県 2 2

茨城県 1 1

栃木県 1 1

群馬県 1 1

埼玉県 2 2

千葉県 1 1

東京都

神奈川県 1 1

新潟県 2 2

富山県 1 1

石川県 1 1

福井県 2 2

山梨県

長野県

岐阜県 3 2 1

静岡県 7 4 3 8

愛知県 3 3

三重県 1 1 2

滋賀県

京都府

大阪府 5 4 1

兵庫県 1 1

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県 1 1

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県 2 2

佐賀県 1 1

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県 1 1

注）表Ⅲ－７の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄装置、
湿式集じん施設及び灰の貯留施設で
あって、汚水又は廃液を排出するもの

平成25年3月
31日現在の

未報告事業場数

左記に計上した事業場の
平成25年8月15日までの状況

廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB
汚染物又はPCB処理物の洗浄施設及び分離施設

平成25年3月
31日現在の

未報告事業場数

左記に計上した事業場の
平成25年8月15日までの状況
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表Ⅵ－１１（２b）　　設置者による測定結果未報告の水質基準適用事業場からの報告状況等
（施設種類別－政令市別）

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市 2 2

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市 1 1

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市 1 1

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市 1 1

下関市

高松市

松山市 1 1

高知市 2 2

久留米市

長崎市 1 1

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 44 14 6 35 4 13 0 0 0 0 0 0

注）表Ⅲ－７の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

平成25年3月
31日現在の

未報告事業場数

左記に計上した事業場の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の

未報告事業場数

左記に計上した事業場の
平成25年8月15日までの状況

廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄装置、
湿式集じん施設及び灰の貯留施設で
あって、汚水又は廃液を排出するもの

廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB
汚染物又はPCB処理物の洗浄施設及び分離施設
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表Ⅵ－１１（３a）　　設置者による測定結果未報告の水質基準適用事業場からの報告状況等
（施設種類別－都道府県別）

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

北海道 1 1

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県 1 1 1 1

埼玉県

千葉県

東京都 1 1

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県 1 1

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

注）表Ⅲ－７の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

左記に計上した事業場の
平成25年8月15日までの状況

下水道終末処理施設

平成25年3月
31日現在の

未報告事業場数

ﾌﾛﾝ類の破壊の用に供する施設のうちﾌﾟﾗｽﾞﾏ反応施設、廃ガス洗浄
施設及び湿式集じん施設

平成25年3月
31日現在の

未報告事業場数

左記に計上した事業場の
平成25年8月15日までの状況
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表Ⅵ－１１（３b）　　設置者による測定結果未報告の水質基準適用事業場からの報告状況等
（施設種類別－政令市別）

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市 1 1

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市 1 1

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市

下関市

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 2 0 0 2 0 0 4 1 1 3 1 0

注）表Ⅲ－７の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

平成25年3月
31日現在の

未報告事業場数

左記に計上した事業場の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の

未報告事業場数

左記に計上した事業場の
平成25年8月15日までの状況

下水道終末処理施設
ﾌﾛﾝ類の破壊の用に供する施設のうちﾌﾟﾗｽﾞﾏ反応施設、廃ガス洗浄

施設及び湿式集じん施設
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表Ⅵ－１１（４a）　　設置者による測定結果未報告の水質基準適用事業場からの報告状況等
（施設種類別－都道府県別）

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

北海道 2 6 2 2 4

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県 2 2

茨城県 1 1

栃木県 1 1 2 2

群馬県 3 1 2

埼玉県 2 2

千葉県 1 1

東京都 1 1

神奈川県 1 1

新潟県 2 2

富山県 1 1

石川県 1 1

福井県 2 2

山梨県

長野県

岐阜県 3 1 1 2 1

静岡県 7 4 3 8

愛知県 3 3

三重県 1 1 2

滋賀県

京都府

大阪府 5 4 1

兵庫県 1 1

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県 1 1

岡山県

広島県 1 1 1 1

山口県

徳島県

香川県 1 1

愛媛県

高知県

福岡県 2 2

佐賀県 1 1

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県 1 1

注）表Ⅲ－７の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

合　計

平成25年3月
31日現在の

未報告事業場数

左記に計上した事業場の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の

未報告事業場数

左記に計上した事業場の
平成25年8月15日までの状況

水質基準対象施設を設置する工場又は
事業場から排出される水の処理施設

- 216 -



表Ⅵ－１１（４b）　　設置者による測定結果未報告の水質基準適用事業場からの報告状況等
（施設種類別－政令市別）

休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定 休止 未測定 報告 休止 廃止等 未測定

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市 1 1 1 1

川崎市

相模原市

新潟市 1 1

静岡市 2 2

浜松市 1 1

名古屋市

京都市

大阪市

堺市

神戸市

岡山市

広島市

北九州市 1 1

福岡市

熊本市

函館市

旭川市

青森市

盛岡市

秋田市 1 1

郡山市

いわき市

宇都宮市

前橋市

高崎市

川越市

船橋市

柏市

横須賀市

富山市 1 1

金沢市

長野市

岐阜市

豊橋市

岡崎市

豊田市

大津市

豊中市 1 1

高槻市

東大阪市

姫路市

尼崎市

西宮市

奈良市

和歌山市

倉敷市

福山市 1 1

下関市

高松市

松山市 1 1

高知市 2 2

久留米市

長崎市 1 1

大分市

宮崎市

鹿児島市

合　計 2 1 1 1 1 0 54 20 10 43 6 15

注）表Ⅲ－７の設置者による測定結果未報告施設からの、平成２５年４月１日から８月１５日の間の報告状況等を計上した。

平成25年3月
31日現在の

未報告事業場数

左記に計上した事業場の
平成25年8月15日までの状況

左記に計上した事業場の
平成25年8月15日までの状況

平成25年3月
31日現在の

未報告事業場数

水質基準対象施設を設置する工場又は
事業場から排出される水の処理施設

合　計
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